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独立行政法人統計センターの業務の実績に関する全体的評価表 

Ⅰ 業務の実績に関する項目別評価総括 

 
１ 業務運営の効率

化 

平成25年度から第３期中期目標期間を開始した統計センターでは、業務の高度化・効率化を進めるため、第２期中期目標期間

に引き続き、常勤職員数や事業経費の削減を図る一方、高品質な公的統計の安定的な作成・提供を賢持するため、ＩＣＴを活用

した業務刷新や外部リソースを活用した業務方法の再構築を図ったほか、ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業務マネジメントと、各

部門間の品質管理を連携・連結させるＴＱＣを実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づく成果志向の業務運営に取り組んだことは、業

務運営の高度化・効率化に資するものであり評価できる。また、要員投入量だけでなく、外部委託・ＩＣＴ活用も含めたトータ

ルのコストを把握する取組を行ったことは評価できる。 

平成25年度の人件費（退職手当を除く。）は5,321百万円で、前年度に比べ10.6％の減少、計画と比べると2.6％の減少となっ

た。さらに、競争入札の活用、共同調達の実施等による経費の合理化を推進した結果、25年度における業務経費・一般管理費は、

前年度に対し3.2％（約13百万円）の削減となった。これらの効率化に対する成果は評価できる。 

常勤役職員数については、国家公務員に準じた削減を進めており、25年度末の常勤役職員数791人以下の目標を達成したこと

は評価できる。 

役職員の給与水準についても、対国家公務員比で101.0、地域勘案で89.3となっており、国家公務員と同水準であることから

適切に保たれていると言える。なお、給与水準は前年に比べ0.9ポイント上昇しているが、これは、平成25年度中に指数が低い

52～59歳の層の者が多数退職したことによるためであり、問題ないものと考える。 

平成25年住宅・土地統計調査の市区町村格付に格付支援システムを導入し、要員投入量に換算して912人日分の削減効果（推

定）があったことは評価できる。 

職員の能力開発については、外部研修・セミナー等に積極的に職員を派遣するなど、適切な能力開発が行われている。また、

大規模周期調査を円滑に実施するため、製表の企画部門と情報処理部門の連携を強化する観点から、情報処理課を製表部に移設

するなど、自律的で効率的な組織運営を行う体制を整備するとともに、能率的な業務運営の確保に取り組んでいることは評価で

きる。 

随意契約等の見直しについては、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、平成22年４月に策定した「随

意契約等見直し計画」を着実に推進し、入札公告期間の延長や入札参加要件の緩和等により一層の競争性確保に努めるとともに、

積極的な調達情報の公開等に取り組んでいる。また、調達の実施に当たっては、会計部門内で相互牽制を行い、適正な経費執行

を確保する体制を整備しているほか、すべての入札・契約事務について毎月監事監査を実施し、その結果を理事長に報告するこ

とにより、実効性を確保している。さらに、監事・外部有識者から成る独立行政法人統計センター契約監視委員会において、競

争性のない随意契約・一般競争入札における一者応札案件についての点検・見直しを行い、その審議結果を踏まえ、適正な契約

に努め、審議概要をホームページにより公表していることは評価できる。 

以上のことから、業務運営の高度化・効率化という所期の目標は、十分に達成していると認められる。 
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２ 国民に対して提

供するサービスそ

の他の業務の質の

向上 

国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表、受託製表、加工統計の作成等については、全体として、総務省統計局な

ど委託者が策定した製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が実施され、製表等業務において、

要求された品質で製表結果等が期限までに提供され、委託元府省等からも「満足」との回答を得ている。これらのことから、納

期と品質の両面において、委託者の要求を十分満たす業務が行われていると認められる。 

要員投入量についてみると、以下のとおり。 

① 周期調査では、住宅・土地統計調査においては、対計画2,009人日（16.6％）の減少となった。これは、審査事務の効率

化及び、格付支援システムを用いた格付けにより、人手による格付対象数が減少したことなど、効率的な業務運営が行われ

ていると認められる。 

② 経常調査業務については、労働力調査、小売物価統計調査（ＣＰＩ）、家計調査、サービス産業動向調査では、要員投入

量が計画に比べ減少しており、効率的な業務運営が行われていると認められる。家計消費状況調査、科学技術研究調査の要

員投入量は計画に比べ増加しているが、結果表様式の変更に伴うテストの実施に対応したこと等によるものであり、適切に

業務運営が行われていると認められる。 

③ 受託製表業務の要員投入量は、計画外の依頼への対応を除くと、人事院職員福祉局委託業務、総務省自治行政局委託業務、

公害等調整委員会事務局委託業務、厚生労働省委託業務、国土交通省自動車局、国土交通省総合政策局委託業務について計

画に比べ増加しておらず、効率的な業務運営が行われていると認められる。また、人事院給与局業務委託業務、総務省人事・

恩給局委託業務、財務省業務委託の要員投入量はいずれも計画に比べ増加しているが、これは25年度に導入した自動審査シ

ステムへの対応に伴う一時的な増加、またシステムの動作の安定化図るため要員を投じて開発言語の書き換えの対応したこ

と等の増加によるものであり、適切に業務運営が行われていると認められる。 

業務改善の取組においては、労働力調査の製表システムの操作性当の向上を図るため、製表システムの改修により、100人前

後の体制で扱う製表システムへのアクセス時の競合エラーの解消等の改善を図り、格付事務やデータチェック・審査事務の効率

化を図ったことや、一部の委託業務において、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラムを開設し、製表委

託元とのデータのやり取り回数を約１／３に減らし、事務負担の軽減・効率化が図られたことは評価できる。 

平成20年度から運用管理を行っている「政府統計共同利用システム」について、政府統計に関する情報のワンストップサービ

スを目指したポータルサイトである「政府統計の総合窓口（e-Stat）」での統計表管理システムのアクセス件数は、クローラか

らのアクセス（検索エンジン運営会社による検索用インデックス作成のためのデータ収集を目的とした機械による自動アクセ

ス）を除くと1,758万件と前年度に比べ4.8％の減少となっているが、一方で平成25年６月から新たに次世代統計利用システムに

おいてＡＰＩ機能の試行運用により統計情報の提供を開始しており、今年度のＡＰＩ機能アクセス件数は、533万件あったこと

から、用途に応じたサービスの提供が可能となり、引き続き高い水準で統計情報の提供が行われていると評価できる。システム

稼働率は、国民向けサービス、行政向けサービスともに目標を達成しているなど、「政府統計共同利用システム」を適切に運用

管理していることは高く評価できる。 

次世代統計利用システムについては、平成25年度からＡＰＩ機能及びＧＩＳ機能の一般利用者への試行提供を開始し、利用登

録者数は、ＡＰＩ機能が1,758、ＧＩＳ機能が742となった。また、試行状況の分析や機能及びシステム負荷の検証等を行い、Ａ

ＰＩ機能について「政府統計の総合窓口（e-Stat）」上での平成26年度の本格稼動に向けて取組を進めている。更に、統計局、

統計研修所と共同でＡＰＩ活用事例コンテストを開催し、職員から出たアイデアを元に、統計局において「アプリＤｅ統計」を

作成している。このように統計局と連携して一層の統計利用を推進していることは高く評価できる。 
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公的統計の二次的利用の普及・啓発を図るため、学会の大会等において広報スペースを設け、パンフレットを配布するととも

に制度・手続きの説明を行ったほか、サテライト機関と共催で「公的統計のミクロデータの利用に関する研究集会」を開催する

など、積極的な広報を行っており、オーダーメード集計及び匿名データの提供件数は45件（24年度44件）となっている。また、

二次的利用に対するニーズ把握のアンケートを利用者に対して実施した結果、オーダーメード集計サービスについては集計結果

に対して、匿名データについては計画通りの研究成果を得られたと評価を得ており、さらに、二次的利用者のニーズ把握に取り

組みつつ、サービスの向上に努めていることも評価できる。 

技術の研究については、格付支援システム及びデータエディティングに関する研究が重点的に進められている。ＯＣＲ機を用

いた文字枠内の文字認識及び知識処理の研究を行っており、文字認識のみならず、記入内容も踏まえた格付けによる仕様をまと

めあげるなど、質的向上に寄与する研究が行われている。また、チェック要領改善に審査の効率化に寄与する研究に加え、事業

所・企業を対象とした調査におけるエディティングの有用性の検証が進められており、今後の業務の高度化・効率化に大きく寄

与するものとなっている。 

更には、次世代統計利用システムの研究開発を進め、25年度においてＡＰＩ機能、ＧＩＳ機能について一般利用者への試行提

供をそれぞれ開始し、利便性の向上に大きく寄与している。匿名データの提供等の統計の二次的利用を推進するため、大学など

で統計演習時に利用可能な「擬似ミクロデータ」の作成・提供については、前年度に引き続き試行提供を実施し、38件（24年度

29件）の利用申出となっており、二次的利用に係る研究を進めている。 

これらの研究に関する活動については、業務の質の向上や業務運営の高度化・効率化、利便性の向上等に大きく寄与しており、

高く評価できる。 

 統計活動に関する国際協力については、カンボジア統計局への技術支援（平成17年度開始）のため、先方への職員派遣や日本

での研修を実施したほか、ルクセンブルク所得研究との協定を延長している。国際協力全般については、今後の更なる取組を期

待したい。 

このほか、これまで同様着実にＰＤＣＡサイクルを回すとともに、新たに品質管理活動向上週間を設けるなど、更なる品質の

維持・向上に努めていることが認められる。 

以上のことから、高品質の製表結果の提供という所期の目標は、十分に達成されていると認められる。 

 ３ 財務内容の改善 

業務経費及び一般管理費については、中期目標期間（平成29年度末まで）における削減目標（24年度に対する割合を85％以下、

年換算3.2％削減）について、平成25年度において、391百万円とし年換算で3.2％の削減となり、目標を達成していることは評

価できる。 

また、当期総利益の492百万円については、業務の効率化等による人件費利益（374百万円）等であり、適切な利益計上と判断

できる。 

このほか、法定外を含む福利厚生費について、国の取扱いに準じており、不要の福利厚生費は存在しない。 

保有資産について、統計センターでは、実物資産としての土地、建物は保有しておらず、現在使用している建物については、

独立行政法人化の際、専ら使用していた庁舎（総務省第２庁舎）を法令に基づき無償で使用している。 

以上のことから、適正な財務管理という所期の目標は、十分に達成されていると認められる。 
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 ４ その他 

人材の確保については、人事院が主催する官庁合同説明会に参加し、業務説明会を行って採用希望者の増加に努めている。ま

た、採用した職員については国との人事交流を進め、広い視野を持った人材を養成するとともに、定年退職者の再任用など、専

門性を有する人材を有効に活用している。さらに、製表技術に関する研究業務に当たる研究者を外部から採用したほか、情報化

統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を採用するなど専門的知識を有する職員の採用にも努めている。 

内部統制については、定期的に理事長等による各執務室の巡回（ＭＢＷＡ：巡回管理）を実施し、幹部自ら職場の現状を理解

し職員と問題共有することで業務の運営効率を高めている。また、イントラネットを活用した経営理念、年度計画、事業計画の

周知徹底が図られており、これらの取組は評価できる。 

リスクの把握・対応に関して、調査票及び調査票情報の滅失、破損、漏えい、公表期日前の統計調査結果の漏えい、製表結果

の精度の低下、人的・物的リソースの不足をリスクと位置付け、これらのリスクに対応するため、製表業務における品質管理、

情報セキュリティ対策、コンプライアンスの徹底及び危機管理に対する対策の取組を行っている。特に、製表業務の品質管理に

ついては、製表業務を品質、要員、期限の３つの側面ごとに品質目標を定めた品質管理活動推進策を毎年度策定し、これに基づ

き取組状況の監視、達成状況の評価、活動内容の見直しといった品質管理におけるＰＤＣＡサイクルを着実に回し、総合的品質

管理が実施されていることは評価できる。また、情報セキュリティ対策では、統計センターが行うべき情報セキュリティ対策基

準を定め、全職員を対象に、ｅラーニング等により周知徹底を図っているほか、情報セキュリティ対策に関する統計センターの

信頼性の維持・向上を図るために、公的認証基準であるＩＳＭＳ認証を更新し、情報セキュリティ対策に関してもＰＤＣＡサイ

クルによる統制がより強化されていることは評価できる。 

監事監査の実施においては、年１回実施する定期監査のほか、毎月開催される役員会議に監事も出席し、業務運営の進捗状況、

課題等を把握し、必要に応じて改善点等について理事長その他役員幹部に対して指摘等がされている。なお、今回の業務実績の

評価に当たっては、評価委員会に監事も出席し、直接、意見聴取を行った上で評価を行ったものである。 

このほか、環境物品の100％調達を引き続き達成し、環境に配慮した業務運営がなされている。 

以上のことから、統計センターの製表業務運営を側面から支援する取組の実施、体制整備という目標は、十分達成されている

と認められる。 

 

 

Ⅱ 中期計画全体の評価（項目別評価等を踏まえた中期計画全体の達成状況） 
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中期計画においては、投入量を分析し、その結果を活用して業務運営の高度化・効率化を推進することとされているところ、項目別評価を総合すると、

平成25年度においても、引き続き各種統計調査の製表業務が基準に基づき進められ、要求された品質で期限までに結果が提供されていると認められる。ま

た、業務経費及び一般管理費の削減については、平成25年度は24年度に対し3.2％と中期計画における目標数値（平成29年度までに85％以下（年換算で3.2％

の削減））を達成している。また、常勤役職員数についても、中期計画における目標値である「平成29年度末に前期末（平成24年度末）比80％以下」に向

けて、着実に削減を達成しつつあり、これらの効率化を引き続き推進することが望まれる。 

 役職員の給与については、対国家公務員で101.0（地域勘案89.3）、対他法人で96.7となっており、適正な水準に保たれていると認められる。 

次世代統計利用システムの研究開発を進め、25年度ではＡＰＩ機能、ＧＩＳ機能について一般利用者への試行提供を開始し、利用登録者数は、ＡＰＩ機

能1,758、ＧＩＳ機能742となっており、利用者のニーズ把握を行い、改修事項等について検討が行われている。また、試行状況の分析や機能及びシステム

負荷の検証等を行い、ＡＰＩ機能については「政府統計の総合窓口（e-Stat）」上における26年度の本格稼動に向けた取組が進められたことは評価できる。 

製表業務に関する技術研究については、格付支援システム及びデータエディティングシステムに関する研究が重点的に進められており、業務の質の向上

や業務の高度化・効率化等に寄与している。 

人材の確保・育成による組織の能率向上も着実に進められている。 

以上のことから、全体としては、第３期中期目標期間（平成25～29年度）の初年度となる25年度において、中期計画を十分達成したものと認められる。 

 

Ⅲ 組織、業務運営等の改善、その他の提言 

来年度からの単年度管理型の新制度への移行後も、引き続き、確実・正確に業務を遂行するとともに、適切なＰＤＣＡサイクルの実施により、効果的・

効率的な業務運営、政策実施機能の最大限発揮に取り組むことが望まれる。 

情報セキュリティの重要性が増す中で、今後も引き続き万全の対策を期すことが望まれる。また、国際機関との協力、発展途上国への支援、国際動向の

情報収集など、国際的な統計活動について更なる取組が期待される。 

政府統計共同利用システムを通じた情報提供機能の強化や、匿名データ・オーダーメード集計をはじめとする統計データの二次的利用の促進など、「公

的統計に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）に掲げられた事項をはじめ、政府の統計活動を支えるために必要とされる施策に対し、リソ

ースを確保しつつ着実に取り組んでいくことが望まれる。 
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独立行政法人統計センターの業務の実績に関する項目別評価総括表 

評価項目 

評  価 

評 価 

（AA～D） 
理  由 

第１ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

１ 業務運営の高度化・効率

化に関する事項 

Ａ 【評価結果の説明】  
常勤職員数及び人件費その他経常的な事業経費について、毎年度、その削減を図る一方で、高品質

な公的統計の安定的作成・提供を堅持するため、情報通信技術（ＩＣＴ）による業務刷新や外部リソ
ースの活用を図るほか、ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業務マネジメントと各部門間の品質管理を連
携・連結させるＴＱＣを実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づく成果志向の業務運営に取り組んでいるこ
とは業務運営の高度化・効率化に資するものであり、評価できる。 

この結果、平成25年度における人件費（退職手当を除く。）は5,321（対前年度10.6％減）百万円で、
計画と比べると2.6％の減少となった。さらに人件費に、物件費を加えた場合の平成25年度の経費総額
は、7,005百万円で、前年度に比べて15.3％の減少、計画と比べ2.6％の減少となり、計画よりも抑え
ることができている。コスト構造分析については、引き続き要員投入量だけでなく、トータルのコス
トを把握する取組を行ったことは評価できる。 
 業務経費及び一般管理費については、平成24年度予算額404百万円に対して平成25年度予算額を391
百万円とし、対前年度比3.2％（年換算）以上削減するという目標を達成したことは評価できる。 
平成25年度は、電話交換機等の借入について、関係機関等との連携の下、共同調達を実施し、調達

事務の効率化及び経済性の向上に努めるとともに、前年度に引き続き、カラーコピー等の出力枚数の
削減、定期刊行物の購入数量の見直し等を行い、経費の削減を図ったこと、また、随意契約の適正性
や一者応札の改善など、調達案件の見直しを図るとともに、そのフォローアップを行い、経費の合理
化を推進していることは評価できる。 

なお、公益法人等への会費の支出については、真に必要なものにのみ適切に支出されていることが
認められる。 
人員削減については、業務の効率化により削減を進め、国家公務員の定員の純減目標に準じた削減

の取組を計画的かつ着実に実施し、平成25年度末の常勤役職員数791人以下の目標を達成したことは評
価できる。 

 
役職員の給与水準については、対国家公務員比で101.0となっている。ただし、統計センターは東京

都特別区に所在し地域手当(18％)が支給されており、同じ特別区に所在する国の機関と比較した場合
の地域勘案指数は89.3となる。また、対国家公務員指数が前年度より0.9ポイント上昇した要因として
は、平成25年度中に指数が低い52～59歳の層の者が多数退職したことによるものとの報告がされてお
り、給与水準は適切に保たれているといえる。 
なお、監事監査においては、給与水準が上昇した点について、上記の理由に理解が得られており、

加えて、給与水準の適切性について、今後とも対外的に理解を得られるよう、引き続き努力していく
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必要があるとの意見があった。 
 
製表業務の民間委託等に向けた取組については、情報セキュリティ対策・危機管理体制の確保に万

全を期した上でその活用を確実に行っており、平成25年住宅・土地統計調査では、調査書類等の受付・
整理業務及びＯＣＲ入力業務について、派遣職員を活用し適切に業務を行ったことは評価できる。 
 
情報通信技術を活用した業務運営の高度化・効率化については、平成25年住宅・土地統計調査の市

区町村格付において、格付支援システムを適用し、格付率及び正解率は、89.7％、99.6％と、それぞ
れの目標値（80％以上、97％以上）を達成することで、業務の効率化を図っている。また、格付支援
システムの導入によって、要員投入量にして912人日分の削減効果（推定）があった。 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 

「必要性」： 
 中央統計機関としての統計センターの業務運営のさらなる高度化と効率化等を図るため、コスト構
造分析、ＩＣＴを活用した基盤整備、職員の機動的配置、民間事業者の積極的活用、予算執行の効率
化については、今後も引き続き取り組むことが必要である。 
 
「効率性」：  
 業務経費及び一般管理費について、24年度予算額に対し3.2％の削減を行い、目標（中期目標期間に
おける削減目標は、24年度に対し85％以下、金額では約61百万円以上の削減とし、年換算では、各年
度の予算額を対前年度比3.2％以上削減する）を達成するとともに、業務の効率化等においても常勤役
職員の削減に着実に取り組み、25年度目標791人以下を実現するなど、効率性が十分に認められる。 
 
「有効性」：  
 中央統計機関としての統計センターの責務を果すために、ＩＣＴの活用及び組織体制の充実により
高品質のサービスを低コストで提供するための基盤整備を着実に進めるなど、有効性が認められる。 
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２ 効率的な人員の活用に

関する事項 

Ａ 【評価結果の説明】 
職員の能力開発への自立的・計画的な啓発意識を醸成するため、人事評価制度と研修制度の連携を

図った啓発研修を実施しており、eラーニングや各省等が実施する研修会、セミナー等の外部で行わ
れる研修を積極的に活用していることは、専門職員の能力開発に資するものであり、専門職員の能力
の発揮により統計の品質や業務効率化の向上に寄与していると評価できる。なお、内部研修を受講し
た職員を対象に研修内容等に関するアンケートを実施した結果、「大変有意義だった」・「有意義だっ
た」と回答した者の割合は約96％と、目標（85％以上）を達成している。 
また、製表の企画部門と情報処理部門の連携を強化する観点から、情報処理課を製表部に移設した

こと、また、各府省や国民を対象としたサービス提供の面で共同利用システム課との連携を強化する
観点から、統計作成支援課を統計情報・技術部に移設したこと、その他、地域情報整備業務の円滑な
実施及び関係組織の密接な連携を推進する観点から、製表部管理企画課内に地域情報整備業務推進室
を設置したこと等、業務の性格に応じた機能的な組織体制の整備や人員の重点的配置を行っているこ
とは、効率的な人員の活用による効率的な業務遂行に資するものであり、評価できる。 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 

「必要性」： 
 中央統計機関としての統計センターが行う製表業務には高度な専門性と高い技術レベルが要求さ
れるため、職員の専門的能力の向上に重点を置いた人材育成は必須である。 
 
「効率性」： 
製表の企画部門と情報処理部門の連携を強化するため、また、各府省や国民を対象としたサービス

の提供面において、関係課室の連携を強化するための体制の整備を行い、効率的な業務運営に向けた
組織体制の整備や人員の重点的配置を行っている。 
 
「有効性」： 
外部研修等へ職員を積極的に派遣し、職員の専門的能力の向上を推進するとともに、業務の性格に

応じた機能的な組織体制の整備や人員の重点的配置を行うことにより、能率的な業務運営の確保を行
っている。これらは、高品質で低コストのサービスを提供する上で効果的である。 
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３ 業務・システムの最適
化に関する事項 

Ａ 【評価結果の説明】 
統計センターＬＡＮシステムにおいて、システム障害が発生した場合、原因を調査し再発防止を図

るとともに、速やかに復旧できるよう手順書を整備するなど、適切な運用管理を行っていることは職
員の業務効率を可能な限り維持しているものと評価できる。さらに、次期統計センターＬＡＮシステ
ムについては、引き続き業務運営の一層の効率化を行うため、国勢調査用システムなどと統合すると
ともに、セキュリティの高いデータセンターの利用、標的型メール攻撃等の脅威への対応などを行う
仕様を決定し、新たに「統計センター情報システム基盤」の導入に向けた手続を進めていることは評
価できる。 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 行政機関と同様に徹底した効率化が求められていることから、次期統計センターＬＡＮシステムの
構築を行うことは、業務運営の効率化にとっては必要不可欠である。 
 
「効率性」： 
 最適化計画に基づき、平成22年度までに、ホストコンピュータのダウンサイジング等、サーバ資源
の有効活用、共用ＰＣの削減、プリンタ等周辺機器の統合を実施しており、その環境を維持しつつ効
率的に業務を行っている。 
 
「有効性」： 
 最適化計画を着実に推進したことにより、業務を遂行する上で、利便性及び業務能率の向上、管理
作業等の省力化、事務室の省スペース化等にも寄与していることから、統計センター全体の業務運営
の効率化及び経費削減に効果的である。 
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４ 随意契約等の見直しに
関する事項 

Ａ 【評価結果の説明】  
平成25年度における随意契約は、３件（水道料、ガス料、官報掲載料）であるが、これらは、すべ

て真にやむを得ない随意契約と認められるものであり、独立行政法人統計センター契約監視委員会に
おいても了承を得ている。また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、平
成22年４月に策定した「随意契約等見直し計画」を着実に推進し、入札公告期間の延長や入札参加要
件の緩和等により一層の競争性確保に努め、契約・入札に関する情報をホームページに公開し、積極
的な情報開示等の取組を行っていることは、業務運営の透明性の確保に資するものであり、評価でき
る。 
 平成21年10月に改正した会計規程及び契約事務実施要領に基づき、前年度に引き続き、調達の手続
きの明確化を図りつつ、業務を着実に実施していることが認められる。 
 調達の実施に当たっては、事業部門（調達要求部門）の作成した仕様書等を、財務課契約担当がそ
の内容を審査した上で、金額に応じて、理事長、総務部長等が決裁を行っており、この場合において、
財務課監査担当が事前に審査を行っており、会計部門内でも相互牽制を行い、適正な経費執行を確保
する体制を整備しているほか、入札・契約事務全般に関し、毎月、監事監査を実施し、整備した体制
の実効性を確保していることは評価できる。 
 また、一者応札案件の改善については、「競争契約における一者応札の改善に向けて」に基づき、
改善に向けた取組を引き続き行っており、結果的に一者応札になった５件（７件のうち国との合同調
達である２件を除く。）については、入札説明書を受理したが入札に参加しなかった者に対する不参
加理由等の事後点検を実施するとともに、ホームページにより年間調達予定案件の事前公表を行って
いる。今後も、これらの改善に取り組み、調達に反映させることは、さらなる競争性の確保を推進す
る取組であり、評価できる。 
 契約監視委員会において、競争性のない随意契約の妥当性や一般競争入札における一者応札案件の
調達内容及び調達手続等について、点検・見直しを行い、その審議結果を踏まえ、適正な契約に努め、
審議概要をホームページで公表していることは、業務運営の透明性の確保に資するものであり、評価
できる。 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
  
「必要性」： 
 「公共調達の適正化について」及び「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、
契約は原則として一般競争入札等によることが必要である。統計センターは自ら策定した「随意契約
等見直し計画」を着実に実施し、引き続き契約内容の公開及び随意契約の見直しの徹底を図ることが
必要である。 
 
「効率性」： 
 「公共調達の適正化について」及び「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、
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平成22年４月に策定した「随意契約等見直し計画」を着実に実施することで、随意契約の見直しの徹
底による競争入札の拡大及び調達情報の公開等に取り組む等、業務運営の一層の透明性の確保と効率
化を図っている。 
 
「有効性」： 
 「随意契約等見直し計画」を策定することで、随意契約の見直しの徹底による競争入札の推進及び
調達情報の公開等の取組を行っているほか、監事による随意契約及び情報開示を含む契約事務全般に
ついて厳正なチェックが行われており、随意契約等の着実な見直しが有効的に取り組まれている。 
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第２ 国民に対
して提供するサ
ービスその他の
業務の質の向上
に関する目標を
達成するために
とるべき措置 

１ 国勢調査その他国勢の
基本に関する統計調査の製
表に関する事項 

  

（１）国勢調査 

Ａ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より増加（対計画3,050人日（17.8％）増）しているが、この増加は、統計局から要

請のあった調査環境対策のためのデータ整備等の業務について、次年度分を前倒しして開始したこと
による実績増（対計画2,534人日増）によるものである。これらの計画外の業務を除くと、対計画516
人日(3.0％)の増加となっており、計画において予定していた業務については、適切な業務運営が行
われていると認められる。 
なお、平成27年度調査では大幅な変更が予定されているため、要員を機動的に投入し、調査環境対

策のためのデータ整備について統計局の要請により次年度に実施予定の計画を前倒しして行ってい
ることは評価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
 業務全体の投入量は、予定より増加（対計画3,050人日（17.8％）増）しているが、この増加は、
統計局から要請のあった調査環境対策のためのデータ整備等の業務について、次年度分を前倒しして
開始したことによる実績増（対計画2,534人日増）によるものである。したがって、これらの業務を
除くと、対計画516人日(3.0％)の増加となっており、計画において予定していた業務については、適
切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 国勢調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行
い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度は「満足」
との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、選挙区の改定、地
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方交付税交付金の算出、少子高齢化対策、防災対策など関係方面において調査結果が効果的に利活用
されている。 
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 （２）住宅・土地統計調査 

ＡＡ 【評価結果の説明】  
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表

が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より減少（対計画2,009人日（16.6％）減少）しているが、この減少は、審査事務の

効率化及び、格付支援システムを用いた格付により、人手による格付対象数が減少したことなどによ
るものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
格付率は89.7％、(目標値80％)正解率は、99.6％（目標値97％）と、ともに目標を上回った。 
業務改善への取組では、審査事務の改善及び効率化を図ることを目的として、紙媒体で行っていた

審査を、今回調査ではＰＣ画面上で行うことができるよう、カラーイメージデータを活用した審査シ
ステム及び「疑義表作成システム」の開発を行っている。これにより、審査を行う職員の負担軽減及
びペーパーレスなどが図られた。製表に係る調査区情報の整備では、要員投入量が予定人員（999人
日）より少ない人員（863人日）となっていることは評価できる。 
この他、統計局からの基準書の提示遅れが発生したが、基準書の逆提示を行うことで期限内に対応

したことは評価できる。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
 業務全体の投入量は予定より減少（対計画2,009人日（16.6％）減少）しているが、この減少は、
審査事務の効率化及び、格付支援システムを用いた格付により、人手による格付対象数が減少したこ
となどによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 住宅・土地統計調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）
処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度
は「満足」との結果を得ている。同局では、迅速な調査結果の提供（公表）が行われることになり、
住宅政策、都市政策などの住生活関連諸施策又は防災計画の策定やその達成度の把握など関係方面に
おいて調査結果が効果的に利活用される。 
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 （３）就業構造基本調査 

ＡＡ 【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表

が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より減少（対計画104人日（4.8％）減少）しているが、この減少は、符号格付納品検

査事務における能率の向上や、データチェック・審査事務における補定処理の拡充などによるもので
あり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

業務改善への取組では、データチェック・審査事務の効率化を図ることを目的として、前回調査で
はコードデータとイメージデータがＰＣの別々の画面に表示されていた点を、今回調査では同一画面
上に表示するよう「データ訂正システム」の開発を行っている。これにより、画面を切り替えて確認
する等の手間がなくなり、効率的に審査事務を進めることができたため、平成24年度から25年度にか
けて行われた審査事務において、要員投入量が予定人員（1,160人日）より少ない人員（891人日）と
なっていることは評価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
 業務全体の投入量は予定より減少（対計画104人日（4.8％）減少）しているが、この減少は、符号
格付納品検査事務における能率の向上や、データチェック・審査事務における補定処理の拡充などに
よるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 就業構造基本調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）
処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度
は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、雇用に
関する各種政策の立案や推進、職業能力の開発・人材育成、国民経済計算における国民所得の推計の
ための就業者数や雇用者数の算出などの基礎資料として関係方面において調査結果が効果的に利活
用されている。 
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（４）経済センサス（基礎
調査及び活動調査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より増加（対計画2,791人日（21.2％）増加）しているが、この増加は、平成26年基

礎調査については、地方審査システムの開発を統計局から依頼されたこと等による実績増（対計画
1,132人日増）、平成24年活動調査については、確報集計における再集計（他責）、調査票の記入不備
に対する補完事務による実績増（対計画1,642人日増）などによるものである。また、当初予定され
ていた平成21年基礎調査の製表業務が取り下げられたため、計画時から業務量が減少（776人日減）
している。これら計画外の業務を除くと、793人日（6.4％）の増加となる。 
計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、経済産業省及び統計局との調整事務、調査項目の

変更に伴うチェック要領の分析等における実績増などによるものであり、適切な業務運営が行われて
いると認められる。 

業務改善への取組では、平成24年経済センサス‐活動調査は、新規調査であることから、データ分
析からシステム開発までを一貫して処理する体制とすることで、製表業務全体の円滑化を図ってい
る。具体的には、データ形式を従来の固定長から可変長にしてデータ量を半分以下に削減することで
演算時間の短縮を図ったほか、ＬＡＮサーバの増設に併せ、平行演算に対応できるシステムを開発し、
演算期間の短縮を図る等の取組を行っている。 
また、平成24年活動調査の確報集計における他責による再集計への対応を行ったことは評価でき

る。 
この他、統計局からの基準書の提示遅れが発生したが、基準書の逆提示を行うことで期限内までに

製表結果を提出したことは評価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 

「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
業務全体の投入量は予定より増加（対計画2,791人日（21.2％）増）しているが、この増加は、平

成26年基礎調査の地方審査システムの開発を統計局から依頼されたこと等による実績増、平成24年活
動調査の確報集計における再集計（他責）、調査票の記入不備に対する補完事務による実績増等によ
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るものであり、また、当初予定されていた平成21年基礎調査の製表業務の取り下げによる計画時から
の業務量の減少があった。これら計画外の業務を除いた793人日（6.4％）の増加は、経済産業省及び
統計局との調整事務、調査項目の変更に伴うチェック要領の分析等における実績増などによるもので
あり、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 平成24年経済センサス‐活動調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基
準に合致した）処理を行い、製表結果の期限までの同局への提出に向けて作業を進めている。また、
同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、国内総生産（ＧＤＰ）、都道府県民所得等の推
計、地方消費税配分の基礎資料、産業振興施策、地域に密着した各種施策など関係方面において調査
結果が効果的に利活用される。 
平成26年経済センサス‐基礎調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基

準に合致した）処理を行ったことにより、同局からの製表業務に対する満足度は「満足」との結果を
得ている。同局では、迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、地方消費税配分の基礎資料、産業振
興施策、地域に密着した各種施策など関係方面において調査結果が効果的に利活用される。 
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 （５）労働力調査 

Ａ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より減少（対計画114人日（2.3％）減少）しているが、この減少は、産業・職業分類
符号格付事務やデータチェック・審査事務において能率が向上したことなどによるものであり、効率
的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、製表システムの操作性等の向上を図ることを目的として、製表システムの

改修が行われたことにより、100人前後の体制で扱う製表システムへのアクセス時の競合エラーの解
消等の改善が図られ、産業・職業分類符号格付事務及びデータチェック・審査事務の効率化が図られ
ている。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 

 
「効率性」： 
全体の投入量は予定より減少（対計画114人日（2.3％）減少）しているが、この減少は、産業・職

業分類符号格付事務やデータチェック・審査事務において能率が向上したことなどによるものであ
り、効率的な業務運営が行われている。 

 
「有効性」： 
 労働力調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を
行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度は「満
足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、景気判断の指
標、雇用対策、労働経済白書など関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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（６）小売物価統計調査（消
費者物価指数） 

Ａ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より減少（対計画104人日（1.6％）減少）しているが、この減少は、総務省統計局の

業務取り下げ(家賃４区分ウエイトの改定）及び、基準書(連鎖指数の寄与度算出)の提示が遅れたた
め、予定していたシステム開発が次年度に繰り越されたことによる計画時からの業務量の減少（295
人日分）によるものである。また、統計局からの依頼により消費税増税等に係る対応に伴う追加業務
を行ったことにより実績が増加（対計画209人日増）している。これら計画外の業務を除くと、18人
日（0.3％）の減少となり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、製表システムの利便性・正確性等の向上を図ることを目的として、データベ
ース等からのデータ取得及びデータチェック中の実行中も端末での作業が行えるように製表システ
ムの改修を行っている。内容審査事務の調査員調査品目（一般品目）に係る製表システムにおいては、
過去のデータや、近隣地区のデータとの比較を行うにあたり、検索対象範囲を拡大し、並び替え機能
を設ける等の改修を行ったことで、品目の詳細な検索及び比較を迅速に行うことが可能となり、業務
の効率化に貢献している。 
また、総務省統計局からの依頼により、当初の計画になかった「消費税増税に係る製表業務」等に

ついて内容検討及びスケジュールの調整を行い、業務の該当調査月からの適用へ迅速に対処し、当初
予定の製表要員の範囲内で対応していること及び、総務省統計局が更改した小売物価統計調査システ
ムについて、速報集計週においてアクセスが集中すると負荷がかかり、データ取得に時間を要してい
たところ、統計センターからの要請に基づき、調整が行われた結果、総務省統計局・都道府県・統計
センターが同時に負荷のかかる操作を行わないような運用が実現したことについても評価できる。 
なお、新規に実施した小売物価統計調査（構造編）の製表についても、製表基準書に基づき、定め

られた期限までに製表結果を提出しており、円滑な業務遂行がなされていると認められる。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
全体の投入量は予定より減少（対計画104人日（1.6％）減少）しているが、この減少は、総務省統
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計局の業務取り下げ(家賃４区分ウエイトの改定）及び、基準書(連鎖指数の寄与度算出)の提示が遅
れたため、予定していたシステム開発が次年度に繰り越されたことによる計画時からの業務量の減少
（295人日分）によるものである。また、統計局からの依頼により消費税増税等に係る対応に伴う追
加業務を行ったことにより実績が増加（対計画209人日増）している。これら計画外の業務を除くと
18人日（0.3％）の減少となり、効率的な業務運営が行われている。 

 
「有効性」： 
 労働力調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を
行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度は「満
足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、景気判断の指
標、雇用対策、労働経済白書など関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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 （７）家計調査 

ＡＡ 【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表

が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より減少（対計画6,346人日（15.2％）減少）しているが、この減少は、家計調査特

別集計について、入力データのチェック機能を追加することにより効率化を図ったことによるもので
あり、これらの人員を機動的に配置することにより、国勢調査の業務の前倒し等に対応していること
から、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、製表システムの操作性等の向上を図ることを目的として、符号格付・入力

事務及びデータチェック・審査事務において、一部項目の入力誤りを防止するためチェック要領の見
直しを行い、製表システムの改修を行っている。また、準調査世帯集計において、結果表審査事務の
効率化を図ることを目的として、総務省統計局の協力を得て、結果表作成に使用するシステムを統計
センター内での標準仕様としている汎用集計プログラムに変更することで、結果表の自動審査等が可
能となっている。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
 投入量は予定より減少（対計画6,346人日（15.2％）減少）しているが、この減少は、家計調査特
別集計について、入力データのチェック機能を追加することにより効率化を図ったことによるもので
あり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 家計調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行
い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度は「満足」
との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、政府の景気判断の
指標、国民経済計算における家計消費支出の推計、労働経済白書など関係方面において調査結果が効
果的に利活用されている。 
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 （８）個人企業経済調査 

Ｂ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に
対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より増加（対計画392人日（48.4％）増加）しているが、この増加は、再調査への対

応等による要員増（対計画246人日増）によるものである。この計画外の業務を除くと対計画146人日
(18.2％)の増加となる。 
計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、業務改善に係る製表システムの見直しを行うにあ

たり、改修規模が大きくなったためシステム開発スケジュールを変更して対応したこと（94人日増）
などによるものである。 
また、総務省統計局の依頼により、動向編（４～６月期及び７～９月期）について、当初スケジュ

ールより前倒しで確報集計を行っている。スケジュール変更に当たっては、製表業務ごとに細かいス
ケジュール調整を行い、依頼に沿った対応を行っている。 
なお、動向編（10月～12月期）について、都道府県と統計センターの調査票の保管・受け渡しの過

程で、特定の市において調査票枚数の不足が判明した。これに対しては、再発防止に向けた調査票管
理のあり方全体の見直しを進め、次期の持込分から確認体制の強化等の徹底が図られている。 

 
 以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
投入量は予定より増加（対計画392人日（48.4％）増加）しているが、この増加は、再調査への対

応等による要員増（対計画246人日増）によるものである。この計画外の業務を除くと対計画146人日
(18.2％)の増加となる。 
計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、業務改善に係る製表システムの見直しを行うにあ

たり、改修規模が大きくなったためシステム開発スケジュールを変更して対応したこと（94人日増）
などによるものである。 
 

「有効性」： 
 個人企業経済調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）
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処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度
は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、中小企
業関係施策のための基礎資料、国民経済計算の推計、中小企業白書など関係方面において調査結果が
効果的に利活用されている。 
 

 

 23 



                                                        

 

 （９）科学技術研究調査 

Ａ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に
対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より増加（対計画348人日（14.2％）増加）しているが、この増加は、統計局からの

調査票及び結果表の大幅な変更指示により、製表システム及び結果表作成システムの変更対応が増大
したことによる計画外の要員投入(165人日増)等によるものである。この計画外の業務を除くと対計
画183人日(7.5％)の増加となる。 
計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、データチェック・審査業務の増加に伴う実績増等

が挙げられる。 

 業務改善への取組では、製表業務の効率化を図ることを目的として、進捗管理に必要な業務処理量
の登録作業について、これまで人手で行っていたが、自動的に処理できるよう製表システムの改修を
行い、職員の業務処理量の把握及び確認についての負担が大幅に軽減され、業務の効率化に貢献して
いる。 
また、統計センターが、客体の名称からは純粋持株会社と思われるものに対して、産業符号と企業

の事業の種類を再度確認する必要があるとの指摘を行ったところ、当該指摘に基づいた総務省統計局
からの追加の依頼があり、追加の確認作業が審査の過程において行われている。 
 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
業務全体の投入量は予定より増加（対計画348人日（14.2％）増加）しているが、この増加は、統

計局からの調査票及び結果表の大幅な変更指示により、製表システム及び結果表作成システムの変更
対応が増大したことによる計画外の要員投入(165人日増)等によるものである。この計画外の業務を
除くと対計画183人日(7.5％)の増加となり、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 科学技術研究調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）
処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表業務に対する満足度
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は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、科学技
術基本計画の策定や科学技術白書といった科学技術振興に関する施策を中心に調査結果が効果的に
利活用されている。 
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（10）サービス産業動向調
査 

Ａ 【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表

が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
 投入量は予定より減少（対計画334人日（5.1％）減少）しているが、この減少は、企業等調査票の
追加に伴う調査票項目数の増加分に対して、調査票の記入誤り等が少なかったため、データチェッ
ク・審査事務の業務量が減少したことによる実績減などによるものであり、効率的な業務運営が行わ
れていると認められる。 

業務改善への取組では、製表業務の効率化を図ることを目的として、進捗管理に必要な業務処理量
の工程管理システムへの登録作業について、人手によるものから自動的に登録できるよう製表システ
ムの改修を行っている。これにより、職員の業務処理量の把握及び確認についての負担が大幅に軽減
され、業務の効率化に貢献している。また、新たに実施された拡大調査の製表システムにおいても、
月次調査で改修を行った機能を組み込んで開発している。 

また、月次調査では、総務省統計局作成の製表基準書に記載のない調査票の４回目の提出への対応（受
付事務）及び特定サービス産業動態統計調査データ受領後に、暫定結果を追加で演算するという依頼
要望について、要員及びスケジュールを調整して対応している。拡大調査では、特定サービス産業実
態調査に係る調査客体数の追加及び提出期限後の調査票データの提出等について、総務省統計局から
の依頼に対応している。 
なお、新規に実施したサービス産業動向調査（年次調査）の製表についても、製表基準書に基づき、

定められた期限までに製表結果を提出しており、円滑な業務遂行がなされていると認められる。 
さらに、東日本大震災に伴う対応では、震災の影響を捉えるために平成24年度に引き続き、東日本

と西日本に分けた集計を行っている。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
「効率性」： 
 投入量は予定より減少（対計画334人日（5.1％）減少）しているが、この減少は、企業等調査票の
追加に伴う調査票項目数の増加分に対して、調査票の記入誤り等が少なかったため、データチェッ
ク・審査事務の業務量が減少したことによる実績減などによるものであり、効率的な業務運営が行わ
れていると認められる。 
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「有効性」： 
 サービス産業動向調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致し
た）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局の製表業務に対する満足度
は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、ＧＤＰ
の四半期別速報（ＱＥ）をはじめとする各種経済指標の精度向上のほか、国や地方公共団体における
各種行政施策の基礎資料として調査結果が効果的に利活用されている。 
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 （11）家計消費状況調査 

Ｂ 【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表

業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に
対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
 投入量は予定より増加（対計画17人日（19.5％）増加）しているが、この増加は、結果表様式の変
更等に伴うテストの実施等により、投入量が増加したことなどによるものであり、適切な業務運営が
行われていると認められる。 
 
 以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
 投入量は予定より増加（対計画17人日（19.5％）増加）しているが、この増加は、結果表様式の変
更等に伴うテストの実施等により、投入量が増加したことなどによるものであり、適切な業務運営が
行われている。 
 
「有効性」： 
 家計消費状況調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）
処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局の製表業務に対する満足度は「満
足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、世帯でのＩＣ
Ｔに関する消費の状況等を把握するための基礎資料等として関係方面において調査結果が効果的に
利活用されている。 
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（12）住民基本台帳人口移
動報告 

－ 【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る同局の満足度についても、「満足」という状況である。ただし、当該業務についてはすべてコンピ
ュータが処理しており、目標を大幅に上回って（下回って）達成することが想定できないため、評価
は不可能と判断した。 
 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠
である。 
 
「効率性」： 
 
「有効性」：  
 住民基本台帳人口移動報告の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合
致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局の製表業務に対する満
足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な統計情報の提供（公表）が行われ、推
計人口算出の基礎データ、国及び地方公共団体の各種行政施策の立案・実施のための基礎資料として
効果的に利活用されている。 
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 ２ 受託製表に関する事項 
１ 無償受託製表 

  

（１）人事院給与局委託業
務（国家公務員給与等実態
調査、職種別民間給与実態
調査、家計調査特別集計（標
準生計費・各分位関係）） 

Ａ 【評価結果の説明】  
 人事院給与局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表
業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に
対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
 これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、人事院給与局から提示され
た製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、727人日（計画744人日）で、予定より減少（対計画17人日（2.3％）減少）して

いるが、この減少は、人事院給与局の業務取り下げ（平成21年全国消費実態調査特別集計）による計
画時からの業務量の減少（34人日分）によるものである。この計画外の業務を除くと、17人日（2.4％）
の増加となる。計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、今年度から導入した自動審査システ
ムへの対応に伴う一時的な実績増などによるものであり、適切な業務運営が行われていると認められ
る。 
業務改善への取組では、国家公務員給与実態調査において、データのやり取りに係る負担を減らす

ため、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラムを開設している。これにより、
製表委託元とのデータのやり取りの回数を約１／３に減らすことができ、事務負担の軽減・効率化が
図られていることは評価できる。 
また、職種別民間給与実態職調査において、人事院が作成したデータチェック要領に誤りがあり大

量のエラーが発生しているが、人事院からの依頼を受けて、プログラム修正及び結果表様式等の変更
を行い、期限内に業務を完了している。なお、受託予定であった平成21年全国消費実態調査特別集計
については、委託業務取消となっている。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 

 
「効率性」： 
投入量の実績は、727人日（計画744人日）で、予定より減少（対計画17人日（2.3％）減少）して

いるが、この減少は、人事院給与局の業務取り下げ（平成21年全国消費実態調査特別集計）による計
画時からの業務量の減少（34人日分）によるものである。この計画外の業務を除くと、17人日（2.4％）
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の増加となる。計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、今年度から導入した自動審査システ
ムへの対応に伴う一時的な実績増などによるものであり、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 人事院給与局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、
製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。
また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、人事行政の企画立案など関係方面におい
て調査結果が利活用されている。 
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（２）人事院職員福祉局委
託業務（民間企業の勤務条
件制度等調査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
 人事院職員福祉局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより
製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業
務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、人事院職員福祉局から提示

された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行ってい
る。 

投入量の実績は、470人日（計画599人日）で、予定より減少（対計画129人日（21.5％）減少）し
ているが、この減少は、民間企業の勤務条件制度等調査では毎年調査票が大きく変更するという特徴
があり、25年度においても調査票頁数が減少したことによるものであり、効率的な業務運営が行われ
ていると認められる。 
また、人事院職員福祉局に対して、データチェック・審査事務において疑義票を提出したところ、

データチェック要領の変更依頼があったことから、データチェック・審査事務を行っている途中で、
急遽、プログラムの修正を行い、データチェックをやり直して対応している。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
投入量は予定より減少（対計画129人日（21.5％）減少）しているが、この減少は、民間企業の勤

務条件制度等調査では毎年調査票が大きく変更するという特徴があり、25年度においても調査票頁数
が減少したことによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 

「有効性」： 
 人事院職員福祉局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を
行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得
ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、公務員制度の運営など行政施策
の企画立案など関係方面において利活用されている。 
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（３）総務省人事・恩給局
委託業務（国家公務員退職
手当実態調査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
総務省人事・恩給局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルによ

り製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表
業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、総務省人事・恩給局から提

示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行ってい
る。 

投入量の実績は、680人日（計画552人日）で、予定より増加（対計画128人日（23.2％）増加）し
ているが、この増加は、総務省人事・恩給局からの要請により、平成26年度業務の集計期間が短縮さ
れることから、準備事務を前倒しで着手したことによるものである。この計画外の業務を除くと、対
計画33人日（6.0％）の増加となっており、計画において予定していた業務については、適切な業務
運営が行われていると認められる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量は予定より増加（対計画128人日（23.2％）増加）しているが、この増加は、総務省人事・
恩給局からの要請により平成26年度業務の集計期間が短縮されることから、準備事務を前倒しで着手
したことによるものである。この計画外の業務を除くと、対計画33人日（6.0％）の増加となってお
り、計画において予定していた業務については、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
総務省人事・恩給局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理

を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を
得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、人事行政の企画立案など関係
方面において調査結果が利活用されている。 
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（４）総務省自治行政局委
託業務（地方公務員給与実
態調査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
 総務省自治行政局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより
製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業
務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、同局から提示された製表方

法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、338人日（計画365人日）で、予定より減少（対計画27人日（7.4％）減少）して

いるが、この減少は、前回調査時のシステムが利用できたことで、新規開発業務が予定より減少した
ことによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、データのやり取りに係る負担を減らすため、政府共通インフォメーション

ボード上にバーチャルフォーラムを開設している。これにより、これまで手交で行っていた製表委託
元とのデータのやり取りを迅速に行うことができ、事務負担の軽減・効率化が図られていることは評
価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量の実績は、338人日（計画365人日）で、予定より減少（対計画27人日（7.4％）減少）して
いるが、この減少は、前回調査時のシステムが利用できたことで、新規開発業務が予定より減少した
ことによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 総務省自治行政局委託業務において、同事務局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処
理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果
を得ている。また、同事務局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、地方公務員の給与に関
する制度や、地方財政計画作成の基礎資料など関係方面において調査結果が利活用されている。 
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（５）公害等調整委員会事
務局委託業務（公害苦情調
査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
 公害等調整委員会事務局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアル
により製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した
製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、公害等調整委員会事務局か
ら提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っ
ている。 
投入量の実績は、108人日（計画164人日）で、予定より減少（対計画56人日（34.1％）減少）して

いるが、この減少は、仕様変更について見込みよりも少ない人日で対応できたほか、集計事務の能率
向上などによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量の実績は、108人日（計画164人日）で、予定より減少（対計画56人日（34.1％）減少）して
いるが、この減少は、仕様変更について見込みよりも少ない人日で対応できたほか、集計事務の能率
向上などによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 公害等調整委員会事務局委託業務において、同事務局からの要望内容に応じた（製表基準に合致し
た）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」と
の結果を得ている。また、同事務局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、環境行政の企画
立案など関係方面において調査結果が利活用されている。 
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（６）財務省委託業務（家
計調査特別集計（用途分
類・品目分類・特定品目）） 

Ｂ 【評価結果の説明】 
財務省から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が

行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対する
同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、財務省から提示された製表

方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、1,174人日（計画1,034人日）で、予定より増加（対計画140人日（13.5％）増加）

しているが、この増加は、システムの動作の安定化を図るために要員を投じて開発言語の書き換えを
行ったことによるものであり、適切な業務運営が行われていると認められる。 

 
以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 

 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
投入量の実績は、1,174人日（計画1,034人日）で、予定より増加（対計画140人日（13.5％）増加）

しているが、この増加は、システムの動作の安定化を図るために要員を投じて開発言語の書き換えを
行ったことによるものであり、適切な業務運営が行われている。 

 
「有効性」： 
 財務省委託業務において、同省からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表
結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。ま
た、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、税体系の在り方の検討など行政施策の企画
立案など関係方面において調査結果の利活用が期待される。 
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（７）厚生労働省委託業務
（雇用動向調査、賃金構造
基本統計調査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
厚生労働省から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業

務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対
する同省の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、厚生労働省から提示された
製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、959人日（計画838人日）で、予定より増加（対計画121人日（14.4％）増加）し

ているが、この増加は、厚生労働省からの要請による「共通事業所コード」の付与（対計画56人日増）
及び、計画にない新規結果表（４表）を作成したこと（対計画110人日増）によるものである。これ
ら計画外の業務を除くと、対計画45人日（5.4％）の減少となっており、効率的な業務運営が行われ
ていると認められる。 
業務改善への取組では、賃金構造基本統計調査において、データのやり取りに係る負担を減らすた

め、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラムを開設している。これにより、製
表委託元とのデータのやり取りを省力化することができ、事務負担の軽減・効率化が図られているこ
とは評価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量の実績は、959人日（計画838人日）で、予定より増加（対計画121人日（14.4％）増加）し
ているが、この増加は、厚生労働省からの要請による「共通事業所コード」の付与（対計画56人日増）
及び、計画にない新規結果表（４表）を作成したこと（対計画110人日増）によるものである。これ
ら計画外の業務を除くと、対計画45人日（5.4％）の減少となっており、効率的な業務運営が行われ
ている。 
 
「有効性」： 
厚生労働省委託業務において、同省からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、

製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。
また、同省による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、雇用対策の企画立案など関係方面におい
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て調査結果が利活用されている。 
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（８）国土交通省自動車局
委託業務（貨物自動車運送
事業輸送実績調査） 

Ａ 【評価結果の説明】 
国土交通省自動車局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルによ

り製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表
業務に対する同局の満足度については、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、国土交通省自動車交通局か

ら提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っ
ている。 

投入量の実績は、396人日（計画399人日）で、予定より減少（対計画３人日（0.8％）減少）して
おり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量の実績は、396人日（計画399人日）で、予定より減少（対計画３人日（0.8％）減少）して
おり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
 
「有効性」： 
 国土交通省自動車局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理
を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を
得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、交通施策の企画立案など関係
方面において調査結果が利活用されている。 
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（９）国土交通省総合政策
局委託業務（内航船舶輸送
統計調査、船員労働統計調
査、建設工事統計調査、建
築着工統計調査、建築物滅
失統計調査、建設総合統計） 

ＡＡ 【評価結果の説明】 
国土交通省総合政策局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルに

より製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製
表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、国土交通省総合政策局から

提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行って
いる。 

投入量の実績は、2,414人日（計画3,499人日）で、予定より減少（対計画1,085人日（31.0％）減
少）しているが、この減少は、船員労働統計調査におけるシステム改修の延期及び、建設工事統計調
査におけるチェック要領の変更内容について、見込みより少ない人日で対応できたことなどによるも
のであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組としては、 
① 船員労働第一号調査（一般船舶）において、精度計算結果表に関して昨年度までの目視検査か

らExcelの関数機能を用いた審査を行うことにより、事務負担の軽減が 
図られている。 

② 建設工事施工統計調査において、データのやり取りに係る負担を減らすため、政府共通インフ
ォメーションボード上にバーチャルフォーラムを開設している。これ 

により、担当者の来庁の必要がなくなり、これまで手交により行っていた製表委託元とのデータ
のやり取りを迅速に行うことができ、事務負担の軽減・効率化が図られている。 
③ 建設総合統計において、結果表表間照合用マクロを作成したことにより、結果表審査事務にお

ける確認作業の軽減が図られている。 
ことについて、評価できる。 
また、内航船舶輸送実績調査において、国土交通省における内容検査誤りが判明したため再集計の

依頼を受けこれに対応したこと、建築着工統計調査４～７月分及び11月分において、都道府県の調査
票転記誤りが判明したため、各月において再集計の依頼を受けこれに対応したこと、建築着工統計調
査の結果を基に作成している建設総合統計について、影響のあった６月分について再集計の依頼を受
けこれに対応したことは、評価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
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「効率性」： 
投入量の実績は、2,414人日（計画3,499人日）で、予定より減少（対計画1,085人日（31.0％）減

少）しているが、この減少は、船員労働統計調査におけるシステム改修の延期及び、建設工事統計調
査におけるチェック要領の変更内容について、見込みより少ない人日で対応できたことなどによるも
のであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 

国土交通省総合政策局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処
理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は総じて「満足」と
の結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、経済政策、建設行政、
交通政策の企画立案など関係方面において調査結果が利活用されている。 
 

 

 41 



                                                        

 

 
（10）都道府県委託業務（労
働力調査都道府県別集計
(37県)） 

 － 【評価結果の説明】 
 都道府県から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務
が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対す
る都道府県の満足度についても、総じて「満足」という状況である。ただし、当該業務については、
ほとんどをコンピュータが処理しており、目標を大幅に上回って（下回って）達成することが想定で
きないため、評価は不可能と判断した。 
 
「必要性」：  
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
 
「有効性」： 
 都道府県委託業務において、都道府県からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、
製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は総じて「満足」との結果を得
ている。また、都道府県による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、都道府県における各種行政
施策の基礎資料として活用されるなど関係方面において調査結果が利活用されている。 
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 ２ 受託製表に関する事項 
２ 有償受託製表 

  

東京都生計分析調査、国勢
調査特別集計 

Ａ 【評価結果の説明】 
東京都、川崎市（以下「東京都等」という。）から提示された製表基準書に基づき、適切に作成し

た事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統
計センターに委託した製表業務に対する東京都等の満足度についても、総じて「満足」という状況で
ある。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、東京都等から提示された製

表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、1,354人日（計画1,301人日）で、予定より増加（対計画53人日（4.1％）増加）

しているが、この増加は、結果表審査に伴う対応業務に係る実績増などによるものである。また、当
初予定されていた、平成24年就業構造基本統計調査特別集計の製表業務が取り下げられたため、計画
時から業務量が減少（10人日減）している。この計画外の業務を除くと対計画63人日（4.9％）の増
加となっており、適切な業務運営が行われていると認められる。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する

ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不
可欠である。 
 
「効率性」： 
投入量の実績は、1,354人日（計画1,301人日）で、予定より増加（対計画53人日（4.1％）増加）

しているが、この増加は、結果表審査に伴う対応業務に係る実績増などによるものである。また、当
初予定されていた、平成24年就業構造基本統計調査特別集計の製表業務が取り下げられたため、計画
時から業務量が減少（10人日減）している。この計画外の業務を除くと対計画63人日（4.9％）の増
加となっており、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 東京都等委託業務において、東京都等からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、
製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は総じて「満足」との結果を得
ている。また、東京都等による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、東京都等における各種行政
施策の基礎資料として活用されるなど関係方面において調査結果が利活用されている。 
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一般からの委託に応じた統
計の作成等（オーダーメー
ド集計） 

Ａ 【評価結果の説明】 
平成25年度のオーダーメード集計は、12件（前年度17件）の提供を行い、前年度と比べて５件（29％）

減少し、手数料収入は約315万円（前年度389万円）と、前年度と比べて74万円（19％）の減少となっ
ている。質問・相談件数は125件（前年度185件）と、前年度と比べて60件（32％）の減少となってい
る。減少の理由としては、前年度は国勢調査を対象とした大規模な集計依頼に対応したためであり、
この影響を除くとサービス提供は拡大傾向となっている。 
平成25年度は、12の調査において提供年次の拡大を行っており、オーダーメード集計の提供に係る

事務を適切に行っていることは、国民に対して提供するサービスの質の向上に資するものであり、評価
できる。 
 また、各府省の統計所管部局に対して、平成26年度におけるオーダーメード集計の実施に係る委託
要望の照会を行い、新たな統計調査のオーダーメード集計について、サービス提供実施業務を予定し、
その準備を行ったほか、オーダーメード集計サービスの利用者に対して、ニーズ把握のアンケートを
行い、作成した統計成果物ついて満足との回答を得るなど、オーダーメード集計の利用者ニーズを把
握した上で、事務改善に取り組む姿勢が認められる。 
 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 一般からの委託による統計の作成等の事務を、国の行政機関等からの全部委託を受けて実施するた
めの必要な作業である。 
 
「効率性」： 
 一般からの委託による統計の作成等の事務を、効率よく行うため、平成26年度からのサービスを予
定している調査の準備に取り組んでいる。 
 
「有効性」： 
 利用件数、質問・相談件数は減少しているが、対象調査の提供年次の拡大に努め、サービスの利用
者に対して、ニーズ把握のアンケートを行い、利用者からも高い評価を得ていることから、今後の一
層の利活用に向けた取組みが期待される。 
 

 

 44 



                                                        

 

 
３ 統計の作成及び利用に
必要な情報の蓄積、加工そ
の他の処理に関する事項 

ＡＡ 【評価結果の説明】 
平成20年４月から、「政府統計共同利用システム基本規程」に基づき、政府統計共同利用システム

の運用管理を行っており、同システムのサービスの一つである「政府統計の総合窓口（e-Stat）」の
うち、統計表管理システムのアクセス件数については、25年度は17,588,494件となり、24年度
18,436,817件（クローラ除く）から、4.8％の減少となっているが、一方で、平成25年６月から新た
に次世代統計利用システムにおいてＡＰＩ機能の試行運用により統計情報の提供を開始しており、今
年度のＡＰＩ機能へのアクセス件数は、5,330,640件あったことから、用途に応じたサービスの提供
が可能になったことで、引き続き高い水準で統計情報の提供が行われていると認められる。 

政府統計オンライン調査総合窓口(e-Survey)は、 12省庁48の統計調査（前年度９省庁43調査）で
利用されており、オンライン化への取組みに着実に対応していることは評価できる。 

また、政府統計共同利用システムの利用促進を図るため、2013年度統計関連学会連合大会において、
e-Statについてのセッション発表を行うなど広報を行ったほか、e-Statのトップページ上にアンケー
トコーナーを設置し、e-Statについて当該サービスに対する意見・要望等を把握し、今後のシステム
改善に反映させるよう取り組んでいることは評価できる。 
平成25年度のシステム障害（機器の故障等）によるサービス停止は、国民向けサービスでは、１年

間に２件で延べ２時間11分であった。一方、行政向けサービスでは、１年間に３件で延べ８時間27分
であった。保守作業等（庁舎停電等の外部要因を含む）による計画停止時間を除くシステム稼働率は、
国民向けサービスでは99.97％（前年度99.81％）、行政向けサービスでは99.90％（前年度99.82％）
となり、それぞれのサービスレベル目標（99.75％以上、99.5％以上）を達成している。 
以上のことから、政府統計共同利用システムの運用管理を適切に行っていると認められる。 
次世代統計利用システムについては、平成25年度からＡＰＩ機能及びＧＩＳ機能の一般利用者への

試行提供を開始し、利用登録者数は、ＡＰＩ機能が1,758、ＧＩＳ機能が742となっている。利用者を
対象にニーズ把握を行い、改修事項等について検討を行っており、情報通信技術の進展に対応した統
計提供機能の強化を適切に図っていると認められる。また、試行状況の分析や機能及びシステム負荷
の検証等を行った結果、ＡＰＩ機能について「政府統計の総合窓口（e-Stat）」上での平成26年度の
本格稼動に向けた目途がついたことは評価できる。 
この他、統計局、統計研修所と共同でＡＰＩ活用事例コンテストを開催し、職員から出たアイデア

を元に、統計局において「アプリＤｅ統計」を作成している。このように統計局と連携して一層の統
計利用を推進していることは評価できる。 
事業所母集団データベースについては、労働保険情報及び商業・法人登記情報を基にした新設事業

所情報の更新やEDINET情報の登録を行うなど、その整備を着実に進めるとともに各府省への母集団情
報の提供、重複是正の処理、調査履歴の登録を行うなど、運用を適切に行っていると認められる。 
匿名データの作成・提供事務については、作成事務を適切に進めるとともに、匿名データの提供は

33件（前年度27件）と、前年度と比べて６件（22％）の増加、手数料収入は約145万円（前年度119万
円）と、前年度と比べて26万円（22％）の増加となり、その提供を適切に行っていると認められる。 
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統計データアーカイブについては、適切に運営するとともに、学術研究機関と連携協力協定を締結
し、当該機関を統計センターデータアーカイブのサテライト機関として匿名データの提供サービス等
を行うなど官学連携の取組を進めていることは評価できる。 
また、公的統計の二次的利用の普及・啓発を図るため、学会の大会等において広報スペースを設け、

二次的利用について解説したパンフレットを配布するとともに制度・手続きの説明等を行ったほか、
サテライト機関と共催で「公的統計のミクロデータの利用に関する研究集会」を開催し、二次的利用
による有用な研究成果の紹介を行うなど、積極的な広報を行った。さらに、日本統計学会等のメーリ
ングリストを用いて、オーダーメード集計及び匿名データの提供のサービスを新たに開始する調査や
年次等について周知を行ったほか、総務省統計局等の広報誌、雑誌へ統計センターの二次利用の取組
についての寄稿等も行うなど、公的統計の二次的利用の周知・広報に積極的に取り組んでおり、評価
できる。これらの広報を経て、オーダーメード集計及び匿名データの提供に関する手数料収入は460
万円（前年度508万円）、提供件数は45件（前年度44件）となっている。 
二次的利用に対するニーズ把握のアンケートを利用者に対して実施した結果、オーダーメード集計

サービスについては、作成した統計成果物について満足との回答を得た。匿名データ提供サービスに
ついては、計画通りの研究成果を得られたとの回答を得ており、二次的利用の利用者のニーズ把握に
取り組みつつ、サービスの向上に努めていることは評価できる。 
加工統計等について、総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理

マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果が提出されている。統計センターに
委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。加工統計等の投入
量は予定より減少（対計画113人日（▲4.7％）減）しているが、この減少は、社会生活統計指標にお
いて収集するデータ項目数が減ったことによるものである。 
以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資する
ためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステムを有し、かつ情報セキュリテ
ィ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において統計の作成及び利用に必要な情報の
蓄積、加工その他の処理に関する業務をさせることが必要不可欠である。 
 
「効率性」： 

統計センターに期待されている政府統計共同利用システムの運用管理業務及び統計センター統計
データアーカイブの効率的な業務運営がなされている。 

加工統計等の投入量は予定より減少（対計画113人日（▲4.7％）減）しているが、この減少は、社
会生活統計指標において収集するデータ項目数が減ったことによるものであり、効率的な業務運営が
行われていると認められる。 
 
「有効性」：  
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「政府統計共同利用システム基本規程」に基づき、平成20年４月から運用管理を開始した政府統計
共同利用システムについて、同システムのサービスの一つである「政府統計の総合窓口（e-Stat）」
のうち、統計表管理システムのアクセス件数は、25年度において1,750万件を超え、幅広く利活用さ
れている。 
統計データの二次的利用サービスも、手数料収入は前年度と比べて増加しており、積極的な広報の

効果も見られることから、さらなる利活用が期待される。 
情報の蓄積、加工その他の処理においては、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致
した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、製表業務に対する満足度は「満
足」との結果を得ている。また、同局による迅速な統計情報の提供（公表）が行われ、各種統計調査
の正確かつ効率的な統計の作成、都市計画の基礎資料等行政施策立案のための基礎資料、各種白書な
ど幅広く加工統計データが利活用されている。 
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 ４ 研究に関する事項 

ＡＡ 【評価結果の説明】 
 統計センターでは、格付支援システム及びデータエディティングシステムに関する研究に重点的に
取り組むほか、統計ニーズの多様化に対応した製表技術に関する研究も進められている。 

格付支援システムの研究では、文字認識及び知識処理の技術の向上のため、調査票に記入された文
字（イメージデータ）を認識した結果を用いて、記入内容に即した格付判定処理についての検討を行
い仕様をまとめている。具体的には、平成24年度までに蓄積した文字認識に係る知識処理の技法を、
新たな環境の下でテストを行い、結果を検証することにより技法を高め、また、平成27年国勢調査に
向け、誤認識に起因する誤格付を避けるため、格付支援システムによる格付後の判定処理を検討し、
その仕様をまとめており、業務の高度化・効率化が期待できる。また、これまで研究を進めてきた成
果を実用化したことにより、平成25年度は、要員投入量に換算して912人日分の削減効果（推定）を
上げている。 
データエディティングに関する研究においては、データチェック審査の効率化につながる新たなア

プローチを行うとともに、欠測値に対処するための補定方法についての研究及び学会等への成果の報
告が行われている。大規模調査において、データチェックリストの審査に膨大な人員・時間を必要と
していることから、審査の効率化を図るため、平成22年国勢調査人口等基本集計のデータを用いて検
証を行い、次回国勢調査での実用化に向けて、研究が進められている。また、事業所・企業を対象と
する調査における経理項目に対するデータエディティングの方法についての研究を行っている。 
 統計データの提供に関する研究では、次世代統計利用システムの研究開発を進め、平成 25年度は、
ＡＰＩ機能、ＧＩＳ機能について一般利用者への試行提供をそれぞれ開始するとともに、セルデータ
集計機能は引き続き実証実験を継続して行っている。 
また、統計委員会等から意見・要望を踏まえ、匿名データの提供等統計の二次的利用を推進するた

め、大学などで統計演習等に利用可能な「擬似ミクロデータ」の作成について、平成 25 年度は、前
年度に引き続き試行提供を実施し、その結果、38件（前年度 29件）の利用申出があった。 
これらの取組は、統計センター業務への適用に向けた努力がなされているものであり、今後の業務

運営の高度化・効率化に大きく寄与することが期待できることから評価できる。 
なお、研究に当たっては、統計学の研究に携わっている若手研究者を非常勤研究員及び任期付研究

員（上級研究員）として採用し、積極的に活用している。 
また、応用統計学会 2013 年度年会等で研究発表を９回行い、研究成果の普及を図るため、製表技

術の研究成果や国外における製表技術の研究に関連する出版物の翻訳などの資料を４冊刊行すると
ともに、学術誌への投稿を１件行ったほか、大学教授等の外部研究者で構成する「統計技術研究会」
を２回開催するなど、積極的な製表技術の普及及び研究の促進が図られている。 
 以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 
 
「必要性」： 
 統計センターが自らの中心業務である製表業務を迅速かつ正確に、また効率的に行うためには、製
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表技術に適用可能な研究を実施することが必要不可欠であると言える。 
 
「効率性」： 
 外部研究者の非常勤職員としての採用、外部の研究者を活用した研究会の開催など研究体制の充実
が図られている。 
 
「有効性」： 
 上記の研究成果が製表業務に適用されることにより、効率的な業務運営に効果があるものと期待さ
れる。また、統計分類符号の格付支援システムについては、要員投入量に換算して912人日分の削減
効果（推定）が得られており、更なる製表業務の省力化の可能性を追求するための研究も行っている
ことから、今後の製表業務においても効果が期待できる。 
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５ 統計活動に関する国際
協力 

Ｂ 【評価結果の説明】 
技術協力については、カンボジア統計局への技術支援のための専門職員を派遣するとともに、我が

国で開催されたカンボジア統計職員に対する研修の際に、統計集計技術に関する研修を実施するな
ど、積極的に技術協力が実施されている。その結果、カンボジアでは、日本政府及び国際協力機構の
支援の下、全国の事業所の所在地、従業員数、売り上げ等をサンプル調査する中間年経済統計が実施
され、着実な成果を上げている。 
また、ＬＩＳ（ルクセンブルク所得研究）が整備しているデータベースの利用については、平成 21

年以来、政府機関の職員その他国内の大学や非営利機関の研究者が利用するための支援を行ってい
る。平成 25年 11月には同機関と拠出金支払いに係る合意書の締結（平成 26年～30年）を行い、こ
の取組を更に継続していくこととしており、国際的な統計データの利用機会を国内に提供すること
で、統計活用の利便性を向上させていることから評価できる。 
ただし、今後は、統計活動に関する国際協力業務への重要性が高まってくることが考えられるため、

更なる取組を期待する。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 
 

「必要性」： 
 国際機関及び各国における統計活動への協力の一環として、発展途上国等への技術協力、諸外国の
統計データの提供環境の整備を図ることは必要不可欠である。 
 
「効率性」： 
 統計データの提供環境の整備、国際的な動向等に関する情報収集等により業務の効率化が期待でき
る。 
 
「有効性」： 
 国際的な統計データの利用機会の提供等、統計活用の利便性向上への取組は有効である。 
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６ その他 
（製表結果の精度確保、秘
密の保護、統計の品質管理
等のために必要な措置） 

Ａ 【評価結果の説明】 
製表結果の精度確保に当たっては、製表業務の各段階における品質管理活動を着実に実施すると

ともに、取組状況の監視、達成状況の評価、更なる活動内容の見直しを行い、製表業務におけるＰ
ＤＣＡサイクルを通じた品質の維持・向上の実現に努めている。 

具体的には、品質方針に沿って、製表業務に係る品質目標を、品質、要員及び期限の３つの側面
において定め、それを受けた形で各課等における品質目標（課目標）を設定し、これらの目標達成の
ために、各課等において管理項目及びチェックシート等を活用した日常管理活動を推進している。
さらに、平成 25 年度においては、７月から品質管理活動の趣旨を職員に浸透させるために品質管理
活動向上週間を設定し、毎月、品質管理活動に対する職員の意識向上に向けたチェックポイントを
示すとともに、11 月には、品質管理に関する講演会を開催し、一層の品質の維持・向上の実現に努
めたことは評価できる。 

品質については、前年度（平成 24 年度）に結果表演算ミスにより再集計が発生したが、25 年度に
速やかに再集計の発生要因を分析し、再発防止の措置を取るなど、着実にＰＤＣＡサイクルを通じた
品質の維持・向上に努めている。要員については、周期調査及び受託製表において、要員計画と実績
の差が一定の範囲内に抑えられた。経常調査においては、要員計画と実績の差を範囲内に抑えること
ができなかったが、要因は効率化を図ったことによるものであり、統計局からの要請に応じた次年度
の国勢調査の製表業務を前倒しして対応することが可能となった。また、期限については、期限超過
が発生していないなど、活動の効果が出ていると評価できる。 
また、情報技術に関する品質向上への取組においては、情報技術に関する品質管理活動を着実に実

施するとともに、各業務の日常管理項目及び品質管理項目の見直しを行い、品質管理実施状況等につ
いて各種会議等を通して共有し、品質管理活動の充実及び実施の徹底を図っている。具体的には、各
業務の作業工程ごとにチェック項目を設定して当該作業が確実に実施されているかを確認するほか、
業務の品質が統計情報・技術部外にまで影響を及ぼすような業務については、定量的な指標を設定し
て品質管理を行い、品質の維持・向上が図られている。 
 以上のことから、これらは、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に努めている
ものと判断でき、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表をはじめとした国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に、製表結果の精度確保のための措置及び情報技術に関する品質向上への
取組は必要不可欠である。 
 
 
「効率性」： 
 製表業務の各段階及び情報技術に関する品質管理活動を着実に実施することで作業ミスを早い段
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階で発見でき、さらには、取組状況の監視、達成状況の評価、更なる活動内容の見直しを行い、製表
業務におけるＰＤＣＡサイクルを通じた品質の維持・向上の実現に努めることで、業務の効率化が期
待できる。常勤職員の定員が削減されている現状を踏まえ、製表結果の精度をいかに確保していくか
が、統計センター業務の効率化の鍵を握ることとなる。 
 
「有効性」： 
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表をはじめとした国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に、製表結果の精度確保のための措置及び情報技術に関する品質向上への
取組は非常に有効である。 
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第３ 予算（人
件費の見積もり
を含む。）、収支
計画及び資金計
画 

１ 予算（人件費の見積も
りを含む。）、収支計画及び
資金計画 

Ａ 【評価結果の説明】  
 平成25年度の業務経費及び一般管理費は、第３期中期目標期間（平成29年度末まで）における削減
目標（平成24年度の約404百万円に対する割合を85％以下、年換算3.2％減）について、約391百万円
とし、年換算で3.2％減と、目標を達成している。また、役員及び常勤職員に対する人件費（法定福
利費、退職手当除く）の削減に関しては、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に
準じた給与削減及び常勤職員数の削減等が行われており、前年度と比べて6.4％削減している。 
当期総利益492百万円については、人件費の削減による374百万円などである。 
法定福利費等を含めた統計センター全体の人件費は6,026百万円であり、前年度に比べ1,154百万円

（▲16.1％）減となっている。これは、役員及び常勤職員の給与については前年度に比べ291百万円
（▲6.4％）減となり、退職手当については、退職者数の減少により前年度に比べ522百万円（▲42.5％）
減となったことによる。 

法定外を含む福利厚生費については国に準じており、不要の福利厚生費は存在しないことは評価で
きる。 
 以上のことから、経費の節減等の適正な財務管理、効率的な業務運営が行われ、かつ予算・実績比
較等の有効な財務・会計管理が行われていることから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 予算管理の適切な実施は、独立行政法人の前提条件であり、その中で効率化等による経費の削減を
図ることは必要不可欠である。統計センターはこれらの要求に対し適切な財務管理を行っており、目
標を達成するための効果が現れている。 
 
「効率性」： 
 業務経費及び一般管理費は、第３期中期目標期間における年換算の削減目標を達成しており、また、
人件費の削減及び随意契約の適正化が図られていることから、効率的な業務運営が図られている。 
 
「有効性」：  
 予算の設定、実績の確定、予算と実績の差異分析等に関する財務書類に基づき、有効な財務・会計
管理が行われているものと判断できる。 
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（保有資産の管理・運用等
について） 

Ａ 【評価結果の説明】 
保有資産については、統計センターでは、実物資産としての土地、建物は保有しておらず、現在使

用している建物については、法令に基づき、独立行政法人化の際、専ら使用していた庁舎（総務省第
２庁舎）を無償で使用している。庁舎は、業務量及び業務内容を踏まえた職員等の適切な配置による
業務体制とするために、限られたスペースを有効に活用した執務室の機動的なレイアウト変更など、
効率的な使用に努めていることは評価できる。また、実物資産として、電話交換機関連装置（一式）
などを庁舎内に保有しているが、いずれも業務運営上、必要不可欠なものである。なお、統計センタ
ーが独自に保有、借用している職員宿舎はない。 

また、知的財産としては、製表業務の効率化を目的に独自に開発した機械学習型自動格付システム
等のプログラムや、統計センターマークの商標登録などを有しているが、収益を得るための財産は保
有していない。 
さらに、統計センターは、国家公務員共済組合に加入していることから、年金、基金、共催等の資

金運用は行っていない。 
以上のことから、保有資産について適切に管理しているとともに、無償で使用している庁舎の効率

的な使用に努めており、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 保有資産は、適切に管理・運用等がされており、特に、実物資産については、業務運営上、必要不
可欠なものである。 
 
「効率性」： 
 無償使用している庁舎については、業務量及び業務内容を踏まえた職員等の適切な配置による業務
体制とするために、限られたスペースを有効に活用した執務室の機動的なレイアウト変更など、効率
的な業務運営が図られている。 
 
「有効性」：  
 保有している実物資産、知的財産については、有効な管理・運用等が行われているものと判断でき
る。 
 

 

 54 



                                                        

 

第４ 短期借入金の限度額 該当なし 
 
 
 

 

 

第５ 重要な財産の処分等に関する計画 該当なし 
 
 
 

 

 

第６ 剰余金の使途 該当なし 
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第７ その他の
業務運営に関す
る事項 

１  施設及び設備に関する
計画 

該当なし 
該当なし（法令※に基づき、独立行政法人統計センター設立の際、専ら使用していた庁舎等（総務省
第２庁舎）を無償で使用している。） 

 
※
法令： 

(1) 独立行政法人統計センター法附則 

第６条 総務大臣は、センターの成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させること

ができる。 

(2) 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 

第15条 法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 

１ 人事・恩給局 

２ 統計局 

３ 統計センター 

２ 法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等とする。 

３ 前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第１項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。 
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 ２  人事に関する計画 

Ａ 【評価結果の説明】 
 中央統計機関としての統計センターは、利用者ニーズに即した統計業務を実施する上で、職員の専
門的な知識・技術を向上させつつ、組織としての効率性を上げ、職員が意欲を持って職務に従事でき
る職場環境を作ることが重要である。こうした観点から、総務省統計局等との人事交流を実施したほ
か、総務省統計研修所が実施する統計研修に職員54人の派遣等をすることで、広い視野を持った人材
の養成を図るとともに、平成25年度から、新たに中堅係長等研修を実施し、組織の変革のための業務
改善とマネジメント能力の活性化を図っている。 
また、定年退職職員の再任用など専門性を有する人材の有効活用と、製表技術に関する研究業務に

当たる研究者を外部より採用したほか、統計センターの主要な業務及びシステムの最適化を実現する
ため、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を採用するなど専門的知識を有する職員の採用にも努めて
いる。これら専門的知識を有する職員の採用により、システム導入や民間委託時のより適切な調達仕
様書の作成や匿名データの秘匿性の評価方法の研究などのより高度で有効な研究成果につながるな
どの効果があがっている。さらに、業務説明会及び職場見学会を実施し、新規職員の確保に努めてい
る。これらの取組は専門性の高い人材確保及び人材育成に繋がり、ひいては業務運営の高度化・効率
化に資するものであり、評価できる。 
 人事評価制度については、定期的に能力評価及び業績評価を実施しており、職員への定着が図られ
ていることは評価できる。 
また、常勤役職員数は、業務の不断の効率化により、平成25年度末において、791人以下の目標を

達成し、計画的な人員の削減に取り組んでいることは評価できる。 
 仕事と子育てを両立するための勤務形態策と、ワーク・ライフ・バランス向上のための導入したテ
レワークの運用については、25年１月から、特別な事情がある場合に限り、月６日まで（原則、月４
日）可能としたことにより、利用実績は73人（前年度70人）と、増加しており、利用しやすい環境整
備が図られていることは評価できる。 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
統計センターに対する社会的ニーズに応えるためには、職員の専門的な知識・技術を向上させつつ、

組織としての効率性を上げ、職員が意欲を持って職務に従事できる職場環境を作ることが必要不可欠
である。 
 
「効率性」：  
定年退職職員の再任用など専門性を有する人材を有効に活用するとともに、外部より非常勤研究員

を採用し、外部の知見・能力の活用を図るなど効率的な取組が行われている。また、常勤職員を削減
する中で、必要な業務を行っており、効率的な法人の運営がなされている。 
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「有効性」：  
外部研究者の採用、統計センターの業務に関して専門性を有する定年退職職員を再任用職員として採
用することは、職員の知識・技術の向上につながり、的確な業務運営を図る上で有効である。 
 

 

 

 
３ 積立金の処分に関する
計画 

該当なし 
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４  その他業務運営に関す
る事項 

Ａ 【評価結果の説明】 
統制環境の整備においては、理事長その他役員の経営判断が行えるよう、随時又は定期に担当部署

からの予算の要求及び執行管理についての報告がされるなど、業務運営の高度化、効率化に取り組ん
でいる。また、毎月、定期的に役員会議及び幹部会議を開催し、各部から業務の進捗、達成状況を報
告させ、適切な指示等を行うことに加えて、統計センターの運営上の重要事項について、審議、決定
する仕組みが構築され役員の意思が経営に迅速に反映されている。さらに、理事長等による各執務室
の巡回（ＭＢＷＡ：巡回管理）を定期的に実施（平成25年度は年間で14回）することにより、幹部が
自ら職場の現状を把握・理解し、職員と問題を共有することで業務の運営効率を高めている。このほ
か、毎月、総務省統計局主催の各種会議に、理事長その他役員幹部が出席し、同局との情報共有など
緊密な連携を図り、迅速な意思決定等に基づく効率的な業務運営が行われている。 

ミッションの周知徹底においては、イントラネットに職員が業務を遂行するに当たって必要な情報
を掲載し、日常的に参照されており、全職員が一丸となって業務運営を行うことができるよう、経営
理念、年度計画、事業計画（年度計画に記載した目標を達成するための具体的な実施計画）を含めて、
これらの情報を掲載し、周知徹底が図られている。また、毎月、役員から職員へのメッセージをイン
トラネットを通じて発信しているほか、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」の閣議決定（平
成25年12月24日）の際にも、職員に向け理事長からのメッセージを発信しており、適時適切な発信を
行っていることは評価できる。業務に関する様々な出来事について、写真とメッセージによるニュー
ス速報的な業務情報をイントラネットの活用によりタイムリーに発信しており、状況認識や問題意識
が職員全体で共有されている。 
このほか、職員の創意工夫を奨励し、業務改善への積極的な参画を促すことにより、活気ある職場

風土を形成することを目的として、平成17年度から職員提案制度(標語部門・改善実績部門)を設け、
毎年度実施している。なお、平成25年度の改善実績部門においては、賞状と賞状額を授与し、職員の
士気高揚に資するよう当該執務室内に掲示できるようにしており、さらに、受賞内容については、広
く職員間での情報共有を図るために、発表の機会を設けている。このような取組を通じて、改善に対
するモチベーションの向上を図り、現場が中心となった業務改善が進められている。 
リスクの把握・対応においては、中期計画などの目標の達成を阻害すること、公的統計と統計作成

機関に対する信頼を低下させることをリスクと位置付け、具体的には調査票及び調査票情報の滅失、
破損、漏えい、統計調査結果の公表期日前情報の漏えい、製表結果の精度の低下、人的・物的リソー
スの不足などが重大なリスクであると認識している。これらリスクに対応するため、製表業務におけ
る品質管理、情報セキュリティ対策、コンプライアンスの徹底及び危機管理に対する対策の取組を行
っており、これまで情報漏えいは発生していない。 
製表業務の品質管理については、製表業務を品質、要員、期限の３つの側面ごとに区分して品質目

標を定めた品質管理活動推進策を毎年度策定し、これに基づき取組状況の監視、達成状況の評価、活
動内容の見直しと、品質管理におけるＰＤＣＡサイクルを着実に回し、総合的品質管理が実施されて
おり、品質の維持・向上が図られている。また、情報セキュリティ対策では、後述する取組により、
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情報やシステムに係る深刻な危機は発生していない。 
コンプライアンスの徹底については、業務運営及び公的統計に対する信頼性の確保を図ることを目

的としてコンプライアンス研修を実施し、職員の倫理意識を高揚し、公正な職務遂行の維持が徹底さ
れている。 
監事監査の実施においては、年１回実施する定期監査のほか、毎月開催される役員会議に監事も出

席し、業務運営の進捗状況、課題等を把握し、必要に応じて改善点等について理事長その他役員幹部
に対して指摘等を行っていることで更なる業務運営の適切性の向上に寄与している。また、入札・契
約事務全般及び月次決算報告書についても、毎月、監事監査が実施されている。平成25年度は、監事
監査意見書において、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）」で
常勤役職員数の大幅削減がうたわれている中で、今後の統計センターのあるべき方向性を模索し、法
人全体としての職員の質の向上に力を入れること、給与水準の適正化について、今後とも対外的に理
解を得られるよう引き続き努力をすること、という意見があった。 
以上のように、統計センターでは、中期目標に基づき、法令等を遵守しつつ業務運営の高度化・効

率化を行い、常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生活の向上と社会経済の発展に貢献す
るという基本的使命を果たすため、内部統制の充実・強化として理事長のリーダーシップを十分に発
揮できる仕組みを整備・運用しており、平成25年度においては、前年度に引き続きその強化・充実が
図られていることから、十分に評価できる。特に、製表結果の精度の確保、提出期限の厳守等により、
業務の委託元における高い満足を確保するとともに、委託元から信頼されることが、事業活動を継続
していく上で必要不可欠であることから、これら製表結果及び統計サービスの品質の維持・向上を図
るため、製表業務における品質管理活動の一層の推進に取り組んでいる点についても評価できる。 
さらに、調査票情報などの情報資産の適切な保護・管理を通じた情報セキュリティの確保や、ＩＳ

ＭＳ認証取得による統計センターの信頼性の維持・向上に努めた結果、調査票情報の漏えい等の事象
が発生していない点においても評価できる。 

また、中期計画をはじめ、年度計画、事業計画に掲げた目標の達成を阻害すること、公的統計と統
計作成機関に対する信頼を低下させることをリスクと位置付け、調査票情報の漏えいなどを重大なリ
スクであると認識し、リスクの網羅的な洗い出しがされていること、これらのリスクに対応するため、
製表業務における品質管理活動、情報セキュリティ対策、コンプライアンスの徹底及び危機管理に対
する対策の取組を行っており、かつ、ＰＤＣＡサイクルに基づいたリスク対応等が適切になされてい
ることは評価できる。 

内部統制の充実・強化を図る上で重要な監事監査についても、理事長のマネジメントに留意した監
事監査が十分に実施できる体制が整備されていることも評価できる。 
 
情報セキュリティ対策においては、統計センター全役職員を対象に、情報セキュリティに関するｅ

ラーニングを実施し、その後の確認試験において全員が80点以上を取得するなど目標を達成している
ほか、「情報セキュリティ対策の監査」、「情報セキュリティ対策の自己点検」、「情報セキュリティパ
トロール」、「不審メール訓練」を実施し、着実かつ不断に情報管理が徹底されている。 
なお、民間事業者の活用に当たっても、指導・検査を充実させ、情報セキュリティ対策・危機管理
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体制の確保に万全を期している。さらに、ＩＳＭＳに基づくマネジメントシステムを的確に運用しつ
つ、情報資産管理台帳の見直し、リスク分析、リスク対応、内部監査及びマネジメントレビューを実
施し、ＩＳＭＳ認証取得組織として認証が更新されている。 
このように、調査票情報、公表前情報その他の保有する情報を保全し、業務の確実な実施を確保す

る観点から情報セキュリティ対策の徹底を図ったことは、統計センターの製表業務の質、業務運営へ
の信頼確保に資するものであり、評価できる。 
危機管理については、東日本大震災の発生時の対応状況等を踏まえ、規程に基づき、飲料水、衛生

用品等の備蓄を行うとともに、緊急時の危機管理担当者間の連絡に対応できる非常時用携帯端末を調
達、配備し、大規模な自然災害に伴う様々な緊急事態に対し、業務の継続が機動的に対応できるよう
ケーススタディとして示した「統計センター業務継続計画」について、職員に周知徹底が図られてい
る。さらに、防災の日などの機会をとらえた総務省防災訓練への参加、統計局と合同での防火・防災
訓練の実施、総務省首都直下地震対策訓練への参加、統計センター役職員安否確認訓練の実施、統計
センター危機管理検討会の実施し、防災に関する事項について啓蒙を行っている。 
製表業務に用いる情報システム等に対する危機管理については、不正アクセス・サイバー攻撃への

対策として、ＤｏＳ攻撃対策を実施しているほか、政府機関等が標的となった標的型攻撃メールへの
対応として、ウイルスチェックに加え、平成25年３月に導入した標的型攻撃メール対策のシステムに
ついて、10月から本格運用を開始し、それまで管理者のみで確認していた疑わしいメールに対する警
報メールを利用者個人にも配信することにより、標的型攻撃メールに対する意識強化を図ったことは
評価できる。 
また、業務とは関係のないWebサイトや問題があると思われるWebサイトの閲覧をブロックするフィ

ルタリングを行っている。業務上閲覧が必要になった場合には、管理者がWebサイトの安全性を考慮
した上でフィルタリングの解除を行うが、新たに統計センターＬＡＮシステムと切り離したインター
ネット回線を導入し、管理者はセキュリティを強化した専用のＰＣを用いて、当該Webサイトを十分
に確認することで、セキュリティの強化を図っている。 
あわせて、製表業務に用いる情報システム等については、システム及びデータのバックアップを行

い、集計用データについて、災害時等の業務継続、安定的な運用を考慮し、地震対策設備、電力供給
設備や強固なセキュリティ対策が施されているデータセンターに保管する等、遠隔地へのバックアッ
プも行っており、危機管理に対する対策の徹底が図られている。 

また、大規模停電や計画停電に備え、サーバ等のシャットダウン及び再起動を速やかに行えるよう
作業手順を平成25年７月に再確認している。 
これらの取組は、体制を整備し、職員の意識の向上に努めるなど、危機管理の徹底に資するもので

あり、評価できる。 
環境への配慮においては、環境物品の100％調達を維持しており、目標を達成している。 
障害者就労施設等からの物品等の調達の推進については、積極的な推進を目的とした方針及び体制

を定めて調達が実施されている。 
職員の安全・健康管理においては、衛生委員会を月１回開催し、産業医及び衛生管理者による職場

巡視を年４回実施しているほか、職場のメンタルヘルスの基礎知識向上とストレスへの対処方法、管
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理監督者の相談対応等についてｅラーニングによる学習の実施と、職員及び職場のストレス度を把握
するためのストレス診断を実施するなど、職員のメンタル面での健康も十分配慮がなされている。ま
た、セクシャルハラスメントに関する職員が注意すべき事項や監督者の役割、相談窓口等についてイ
ントラネットに掲示して、全職員への周知を図るなど、セクシャルハラスメントに関する職員の認識
を高めている。 
これらの取組は、職員の安全衛生や健康管理を維持するとともに、職場環境の改善に資するもので

あり、評価できる。 
 広報について、統計センターが製表に関し高度な専門性を有し、精度の高い統計を迅速に作成する
ことにより社会に貢献する独立行政法人であること及び製表業務の重要性を訴えるため、統計センタ
ーパンフレット（和文及び英文）を統計センター見学者等に配布するほか、統計センターの業務内容
について国民の理解を深めるため、統計センターホームページの情報を逐次更新するとともに、政府
統計共同利用システムや統計データの二次的利用等についても逐次更新するなど、適切な広報に努め
ており、評価できる。 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
中期目標に基づき、法令等を遵守しつつ、業務運営の高度化・効率化を行い、常に正確で信頼でき

る統計データを作成し、国民生活の向上と社会経済の発展に貢献することを基本的使命とし、理事長
のリーダーシップを十分に発揮できる環境として、内部統制の充実・強化は必要不可欠である。 
また、多くの情報を扱う統計センターにおいて情報セキュリティ対策を行うことは必要不可欠であ

るほか、東日本大震災を契機とした集計遅滞のない業務継続を踏まえた危機管理対策を行うことも統
計センターの使命としては重要である。その他の取組についても、統計センターが存続していくため
に必要不可欠な事項であり、引き続き、各項目については、常にその改善、改良が求められるもので
あり、そのための不断の努力が期待される。 
 
「効率性」： 
理事長によるリーダーシップが発揮できる統制環境が整備され、統計センターとしてのミッション

をイントラネットを活用して役職員に対し周知徹底しており、理事長によるマネジメントが効率的に
行われている。また、組織全体として取り組むべき重要な課題（リスク）についても、製表業務にお
いては品質管理活動におけるＰＤＣＡサイクルにより、総合的な品質管理が着実に実施されているな
ど、効率的な法人の運営がなされている。 
また、全職員を対象とした情報セキュリティ対策、コンプライアンス及びメンタルヘルス等の学習

等において、ｅラーニングを活用しているほか、統計センターが独自に対応を図るのみならず、外部
研修講師、産業医等の専門家を活用することで効果的・効率的に対策が進められている。 
 

「有効性」： 
理事長等による職場巡回（ＭＢＷＡ：巡回管理）や、活気ある職場風土を形成するために、職員の
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創意工夫を奨励し、業務改善への積極的な参画を促すことを目的とした職員提案制度など、組織全体
で取り組むべき重要な課題（リスク）を把握・対応し、統計センターのミッションを遂行する上にお
いて有効である。また、総務省統計局との緊密な連携を図るための統計局主催の各種会議に理事長そ
の他役員幹部が出席する機会を設けており、的確な業務運営を図る上で有効である。 
また、その他の取組についても、公共財である統計データを提供する責務を担う統計センターが、そ
の機能を十分に発揮する上で、有効である。 
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独立行政法人統計センター  

 

 

 

 

項目別評価調書 
 

 

 



 

 独立行政法人統計センターの業務の実績に関する項目別評価調書 
中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務運営の高度化・効率化に関する事項 

■中期計画の記載事項 

（１）能力、技術、調査別・工程別投入量、コスト構造等を分析し、当該分析結果を年度計画における目標に反映する等のＰＤＣＡサイクルの有効な活用により、計

画的に業務運営の高度化・効率化を推進する。その際、ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎としたコスト管理を行う。 

（２）業務経費及び一般管理費（電子計算機借料、庁舎維持管理費等の所要額計上を必要とする経費、製表業務アウトソーシング等推進経費及び周期統計調査に係る

経費を除く。）について、新規追加、拡充部分を除き、期末年度（平成 29年度）までに、前期末年度（平成 24 年度）の該当経費相当に対する割合を 85％以下とす

る。 

（３）既存業務に係る効率化の取組を行い、国家公務員の定員の純減に準じた人員の削減の取組を行うとともに、更なる人員の削減の取組を行うこととし、総務大臣

からの中期目標等による指示に基づき新たに対応が必要となる業務に係る人員を除き、期末（平成 29 年度末）の常勤役職員数を前期末（平成 24 年度末）の８割

以下とする。なお、新たに対応が必要となる業務に係る人員を含めた期末の常勤役職員数は前期末からの純減を図る。 

（４）役職員の給与について現状の給与水準が適切かどうか検証を行い、これを踏まえた適正化に取り組むとともに、検証結果及び取組状況について公表する。 

（５）製表業務の民間委託は、調査票の受付整理、分類符号の格付等の業務において、厳格な秘密の保護、統計に対する国民の信頼の確保、統計の品質の維持・向上

及び委託業務の適切な管理監督を図った上で、積極的に実施する。民間委託を行う具体的な統計調査及び業務内容については、毎年度の年度計画において明らか

にする。 

民間委託に当たっては、オートコーディング（調査票の記入内容の統計分類符号への格付に係るソフトウェアによる支援をいう。以下同じ。）システムなどの情

報通信技術の活用や期間業務職員の活用等に係るコストと民間委託に係るコストを分析・比較の上、民間委託の方が効率的である場合には、民間委託を徹底する

ものとする。 

（６）符号格付、データエディティング、結果表審査等の業務について、情報通信技術を積極的に導入・活用することにより、生産性を向上させ、業務運営の高度化・
効率化を推進する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）計画的な業務運営の高
度化・効率化に向けた取
組 

 
 
 
 
 

ＡＢＣ／ＡＢＭ（活動基準原価計算／活動
基準管理）を基礎としたコスト管理を推進す
るほか、統計作成の全プロセスについて、品
質管理活動を着実に実施するとともに、実施
状況の監視、達成状況の評価、活動内容の更
なる見直しを行い、業務の品質管理における
ＰＤＣＡサイクルを着実に実施することに
より、業務運営の効率化の推進を図る。 

 

常勤職員数及び人件費その他経常的な事業経費について、毎年度、その削減を図る一方で、
高品質な公的統計の安定的作成・提供を堅持するため、情報通信技術（ＩＣＴ）による業務
刷新や外部リソースの活用を図るほか、ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業務マネジメントと各
部門間の品質管理を連携・連結させるＴＱＣを実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づく成果志向
の業務運営に取り組んでいる。 

平成25年度における事業への要員投入量（実績）は、常勤職員のほか、再任用職員及び非
常勤職員（期間業務職員等）を加えた224,696人日で、前年度に比べ16.2％の減少、計画と比
べ2.2％の増加となった。 
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人件費（退職手当を除く。）は5,321百万円（対前年度10.6％減）で、要員投入量（同5.0％
減）に伴い減少し、計画と比べると2.6％の減少となった。 

人件費に、物件費を加えた場合の平成25年度の経費総額は、7,005百万円で、前年度に比べ
て15.3％減の減少、計画と比べ2.6％の減少となった。 
コスト構造分析については、前年度に引き続き、対前年度増減率比較、対計画増減率比較、

構成比比較の計算を行った。今後も継続して実施し、要員投入量だけでなく、外部委託も含
めたトータルのコストを把握し、業務運営の効率化を推進できるように取組を続ける。 
 

（２）業務経費及び一般管理

費の削減 

 
 
 

業務経費及び一般管理費（電子計算機借
料、庁舎維持管理費等の所要額計上を必要と
する経費、製表業務アウトソーシング等推進
費及び周期統計調査に係る経費を除く。）に
係る運営費交付金については、新規追加、拡
充部分を除き、期末年度（平成29年度）まで
に、前期末年度（24年度）の該当経費相当に
対する割合を85％以下とする。 

「業務経費及び一般管理費」については、新規追加、拡充部分を除き、第３期中期目標期
間における削減目標を24年度予算額404百万円に対し85％以下、金額では５か年で約61百万
円以上とされたことから、各年度の予算額を対前年度比3.2％（年換算）以上削減することを
目標とし、平成24年度予算額404百万円に対して平成25年度予算額を391百万円とし、3.2％
の削減を図っている。 

 
平成25年度は、電話交換機等の借入について、総務省第２庁舎及び中央合同庁舎第２号館

に入居する行政機関等との連携の下、共同調達を実施し、調達事務の効率化及び経済性の向
上に努めるとともに、前年度に引き続きカラーコピー等の出力枚数の削減、定期刊行物の購
入数量の見直し等を行い、経費の削減を図った。 
また、随意契約の適正性や一者応札の改善など、調達案件の見直しを図るとともに、その

フォローアップを行い、経費の合理化を推進した（第１の４ 随意契約等の見直しに関する
事項を参照）。 
なお、公益法人等への会費の支出については、これまでも真に必要なもののみとしている

が、次年度以降も引き続き、適正な支出に努める。 
 

（３）国家公務員の定員の純
減に準じた人員削減を踏
まえた更なる人員の削減 

 
 

平成29年度末の常勤役職員数を、総務大臣
からの中期目標等による指示に基づき新た
に対応が必要となる業務に係る人員を除き、
24年度末の常勤役職員数の８割以下とする
計画を達成するため、既存業務の効率化等に
より、25年度は常勤職員数の減員を45人とす
る。また、25年度において、総務大臣からの
指示に基づき、新たに実施する小売物価統計
調査（構造編）等に対応するため、増員を２
人とする。 

25年度末の常勤役職員数791人以下を目標とし、これを達成した。 
今後は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議決定）も踏

まえ、職員数の削減に向けた取組を進めていく。 
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（４）役職員給与の見直し 役職員の給与について、国家公務員の給与
に準じて必要な見直しを進めるとともに、国
家公務員の給与水準との比較結果をホームペ
ージで公表する。 

 

役職員の給与水準について、国家公務員の給与水準との比較などにより検証し、当該検証

結果等についてホームページで公表した。 

なお、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準（平成25年度）」における統計

センターの対国家公務員指数は101.0（地域勘案89.3）、対他法人指数は96.7となった（平成

24年度はそれぞれ、100.1（88.4）、94.0）。 

当法人は、東京都特別区に所在し地域手当（18%）を支給しており、対国家公務員指数は若

干高くなっているが、統計センターと同じ特別区に所在する国の機関と比較した場合の地域

勘案指数は低くなっている。さらに、統計センターの職員においては、年齢が高くなるにつ

れて上位級にある職員の割合が、国の機関と比べて少ないことにより指数が低くなる構造と

なっている。 

対国家公務員指数が、前年度より0.9ポイント上昇している要因は、平成25年度中に指数が

低い52～59歳の層の者が多数退職したことによるものである。 

 

監事監査においては、給与水準が上昇した点について、上記の理由に理解を示された。加

えて、給与水準の適切性について、今後とも対外的に理解を得られるよう、引き続き努力し

ていく必要があるとの意見があった。 

 

（５）製表業務の民間委託等
に向けた取組 

 
 

平成25年住宅・土地統計調査の受付整理、
ＯＣＲ入力業務について、民間事業者の活用
を着実に実施する。 
また、民間委託等に当たっては、「独立行政

法人統計センター情報セキュリティポリシ
ー」に基づき、民間事業者における情報セキ
ュリティ対策・危機管理体制等の確保を図る。 

製表業務では民間委託等の活用を進めている。 

民間委託等の活用に際しては、関係課室及び統計調査間での連絡調整を円滑に行い、適正

な遂行及び品質の確保のための取組を行っている。 

 

平成25年度は、平成25年住宅・土地統計調査の受付整理業務及びＯＣＲ入力業務について、

指導・検査を充実させた上、情報セキュリティ対策・危機管理体制の確保に万全を期して、

派遣職員を活用し業務を行った。 

調査書類等の受付・整理業務は、平成25年12月から26年1月までの間、統計センター内事務

室において、都道府県から提出された輸送箱5,426箱、調査書類等のケース16,113ケースにつ

いて行った。ＯＣＲ入力業務は、平成25年11月から26年３月までの間、統計センター内事務

室において、約390万枚の調査票等について行った。 
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（６）情報通信技術を活用し
た業務運営の高度化・効
率化 

 
 
 
 
 
 
 

平成25年住宅・土地統計調査の市区町村符
号の格付について、オートコーディングシス
テムを適用し、業務の効率化を図る。その適
用に当たっては、格付率及び正解率の目標値
をそれぞれ80％及び97％とする。 
 
 
 
 
 
 

（１）平成25年住宅・土地統計調査における格付支援システムの適用 
調査票の前住居及び現住居の敷地以外に所有している土地、農地・山林の所在地（市区町

村名）について、ＯＣＲ機により文字認識したデータに対し、市区町村コード格付支援シス
テムにより格付を行った。格付率及び正解率は、89.7％、99.6％と、それぞれの目標値（80％
以上、97％以上）を達成することで、業務運営の高度化・効率化を図っている。格付支援シ
ステムの導入によって、要員投入量にして912人日分の削減効果（推定）があった。 
（２）各種汎用等システムの整備 
プログラム開発業務の効率化、正確性の確保などを目的として、各種汎用等システムの整

備を行っている。平成25年度は、以下の汎用システムの整備を行った。 
①「オペレーションシート」について、様式の変更や機能の追加などにより、資料作成の   
効率化及び正確性の向上並びにプログラムテストの効率化を図った。 

② 各種「ＰＣユーティリティ」等の開発者用汎用システムについて、従来のテキスト形
式データに加えＣＳＶ形式データにも対応可能としたことで、プログラム開発業務の効
率化を図った。 

③ 「汎用サマリーシステム」について、定義の誤りがあった場合のエラー情報の表示方
法を見やすく変更したことにより、プログラム開発業務の効率化を図った。 

④ 「条件集計プログラム」について、別途定義している項目名を集計条件の設定にも活
用できるようにすることで、結果表審査準備事務の効率化及び正確性の向上を図った。 

⑤ 「結果表自動審査システム用コンスタント作成システム」について、定義後に結果表
番号を容易に変更できるように改良したことにより、結果表審査準備事務の効率化を図
った。 

（３）結果表審査事務の見直し及び結果表審査システムの整備 
平成24年度に引き続き結果表審査事務の見直しを行い、形式審査の強化を図ることを目的

として、自動審査用データを用いて同一表内で数値が完全に一致する行及び列を検索するた
めの「一致行、一致列検出マクロ」の開発や、分析的審査で時系列比較を行う際に特異値を
検出するための「特異値検出マクロ」の機能改修を行った。 
また、平成 24 年経済センサス活動調査－確報集計の結果表審査事務においては、結果表の

審査対象箇所を着色して示す「審査対象箇所特定プログラム」の機能改修を行うなど、事務
の効率化を図った。 

 

当該業務に係る事業費用 5,795千円 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】  

常勤職員数及び人件費その他経常的な事業経費について、毎年度、その削減を図る一方で、高品質な公的統計の安定的作成・提供を堅持するため、情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）による業務刷新や外部リソースの活用を図るほか、ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業務マネジメントと各部門間の品質管理を連携・連結させるＴＱＣを実施し、Ｐ
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ＤＣＡサイクルに基づく成果志向の業務運営に取り組んでいることは業務運営の高度化・効率化に資するものであり、評価できる。 

この結果、平成25年度における人件費（退職手当を除く。）は5,321（対前年度10.6％減）百万円で、計画と比べると2.6％の減少となった。さらに人件費に、物件費を

加えた場合の平成25年度の経費総額は、7,005百万円で、前年度に比べて15.3％の減少、計画と比べ2.6％の減少となり、計画よりも抑えることができている。コスト構

造分析については、引き続き要員投入量だけでなく、トータルのコストを把握する取組を行ったことは評価できる。 

 業務経費及び一般管理費については、平成24年度予算額404百万円に対して平成25年度予算額を391百万円とし、対前年度比3.2％（年換算）以上削減するという目標を

達成したことは評価できる。 

平成25年度は、電話交換機等の借入について、関係機関等との連携の下、共同調達を実施し、調達事務の効率化及び経済性の向上に努めるとともに、前年度に引き続

き、カラーコピー等の出力枚数の削減、定期刊行物の購入数量の見直し等を行い、経費の削減を図ったこと、また、随意契約の適正性や一者応札の改善など、調達案件

の見直しを図るとともに、そのフォローアップを行い、経費の合理化を推進していることは評価できる。 

なお、公益法人等への会費の支出については、真に必要なものにのみ適切に支出されていることが認められる。 

人員削減については、業務の効率化により削減を進め、国家公務員の定員の純減目標に準じた削減の取組を計画的かつ着実に実施し、平成25年度末の常勤役職員数791

人以下の目標を達成したことは評価できる。 

 

役職員の給与水準については、対国家公務員比で101.0となっている。ただし、統計センターは東京都特別区に所在し地域手当(18％)が支給されており、同じ特別区に

所在する国の機関と比較した場合の地域勘案指数は89.3となる。また、対国家公務員指数が前年度より0.9ポイント上昇した要因としては、平成25年度中に指数が低い52

～59歳の層の者が多数退職したことによるものとの報告がされており、給与水準は適切に保たれているといえる。 

なお、監事監査においては、給与水準が上昇した点について、上記の理由に理解が得られており、加えて、給与水準の適切性について、今後とも対外的に理解を得ら

れるよう、引き続き努力していく必要があるとの意見があった。 

 

製表業務の民間委託等に向けた取組については、情報セキュリティ対策・危機管理体制の確保に万全を期した上でその活用を確実に行っており、平成25年住宅・土地

統計調査では、調査書類等の受付・整理業務及びＯＣＲ入力業務について、派遣職員を活用し適切に業務を行ったことは評価できる。 

 

情報通信技術を活用した業務運営の高度化・効率化については、平成25年住宅・土地統計調査の市区町村格付において、格付支援システムを適用し、格付率及び正解

率は、89.7％、99.6％と、それぞれの目標値（80％以上、97％以上）を達成することで、業務の効率化を図っている。また、格付支援システムの導入によって、要員投

入量にして912人日分の削減効果（推定）があった。 

以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

 中央統計機関としての統計センターの業務運営のさらなる高度化と効率化等を図るため、コスト構造分析、ＩＣＴを活用した基盤整備、職員の機動的配置、民間事業

者の積極的活用、予算執行の効率化については、今後も引き続き取り組むことが必要である。 

 

「効率性」：  

 業務経費及び一般管理費について、24年度予算額に対し3.2％の削減を行い、目標（中期目標期間における削減目標は、24年度に対し85％以下、金額では約61百万円以
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上の削減とし、年換算では、各年度の予算額を対前年度比3.2％以上削減する）を達成するとともに、業務の効率化等においても常勤役職員の削減に着実に取り組み、25

年度目標791人以下を実現するなど、効率性が十分に認められる。 

 

「有効性」：  

 中央統計機関としての統計センターの責務を果すために、ＩＣＴの活用及び組織体制の充実により高品質のサービスを低コストで提供するための基盤整備を着実に進

めるなど、有効性が認められる。 
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中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 効率的な人員の活用に関する事項 

■中期計画の記載事項 

（１）効率的な製表業務の推進に必要な高度な技術の継承・発展を図るため、研修等により職員の能力開発を積極的に行うとともに、研修体系の見直しを図る。 
（２）業務の性格に応じた機能的な組織体制の整備や人員の重点的配置を行うことにより能率的な業務運営を確保する。 

統計センターの組織は、機能別に総務部門、管理・企画・審査部門、製表部門及び情報部門からなっているところ、このうち製表部門以外の部門については、
業務内容及び業務体制の見直しを行う。 

また、製表部門については、１（５）に基づき民間委託を積極的に実施すること等により製表部門の常勤職員数の合理化を図るとともに、各業務における人員
配置を適正に実施する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）職員の能力開発 人事評価制度と研修制度の関係を強化し、
職員個々の能力開発に向け、自己啓発の意識
を醸成する計画的な研修体系とする。 

職員の専門的能力の向上を図るため、外部
機関で実施する研修及び指標となる検定を
積極的に活用する。内部で実施する研修につ
いて、職員を講師とする統計研修の内容を充
実し、統計技術の継承及び発展を図る。階層
別研修では、若年層を対象に、統計の基礎力
向上を図るため研修内容の充実を図る。 

また、各課室等で独自に実施する業務研修
について、製表事務に関する専門知識の習得
及び継承並びに資質の向上を図るための研
修内容の充実を図るとともに、ｅラーニング
など効率的な研修手法を検討する。 

なお、研修を受講した職員に対して、研修
内容に関するアンケートを実施し、研修成果
があったとする者の割合が85％以上となる
ことを目指す。 

 
 

職員の能力開発への自立的・計画的な啓発意識を醸成するため、人事評価制度と研修制度
の連携を図り、各種の啓発研修を実施した。eラーニングについては、係長等研修におけるコ
ンプライアンス研修、管理職等研修におけるコンプライアンス研修に活用した。 

また、各省等が実施する研修会、セミナー等の外部で行われる研修を積極的に活用した。
平成25年度は、内部研修に延べ704人（前年度703人）、外部研修等に延べ164人（同145人）、
合計延べ868人（同848人）が受講した。 

また、各課室等において、独自に実施する業務研修については、延べ5,043人（同4,628人）
が受講した(職員一人当たり6.7回に相当)。 

なお、研修の成果を測るため、内部研修を受講した職員を対象に研修内容等に関するアン
ケートを実施した結果、「大変有意義だった」・「有意義だった」と回答した者の割合は約96％
と、目標である85％以上となっている。 
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（２）能率的な業務運営の確                   
保 

製表部門以外の総務部門、管理・企画・審
査部門及び情報部門について、業務内容及び
業務体制の見直しを行うとともに、業務の性
格に応じた機能的な組織体制の整備や人員
の重点的配置を行う。 

また、製表部門については、民間委託を積
極的に実施すること等により製表部門の常
勤職員数の合理化を図るとともに、各業務に
おける人員配置を適正に実施する。 

 

能率的な業務運営の観点から、業務量に合わせた業務体制及び組織の見直しを行い、体制
を整備した。 

平成25年度の体制整備の主なものとして、製表の企画部門と情報処理部門の連携を強化す
る観点から、情報処理課を製表部に移設した。また、統計作成支援課の業務は、各府省の統
計作成支援、各府省の統計情報の提供・データ蓄積などであり、各府省や国民を対象とした
サービス提供の面で共同利用システム課との連携を強化するため、共同利用システム課と同
じ統計情報・技術部に移設した。 

その他、地域情報の整備に関する業務遂行を統括し、その円滑な実施及び関係組織の密接
な連携を推進するため製表部管理企画課内に地域情報整備業務推進室を設置した。 

 

当該業務に係る事業費用 6,244千円 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
職員の能力開発への自立的・計画的な啓発意識を醸成するため、人事評価制度と研修制度の連携を図った啓発研修を実施しており、eラーニングや各省等が実施する研

修会、セミナー等の外部で行われる研修を積極的に活用していることは、専門職員の能力開発に資するものであり、専門職員の能力の発揮により統計の品質や業務効率
化の向上に寄与していると評価できる。なお、内部研修を受講した職員を対象に研修内容等に関するアンケートを実施した結果、「大変有意義だった」・「有意義だった」
と回答した者の割合は約96％と、目標（85％以上）を達成している。 

また、製表の企画部門と情報処理部門の連携を強化する観点から、情報処理課を製表部に移設したこと、また、各府省や国民を対象としたサービス提供の面で共同利
用システム課との連携を強化する観点から、統計作成支援課を統計情報・技術部に移設したこと、その他、地域情報整備業務の円滑な実施及び関係組織の密接な連携を
推進する観点から、製表部管理企画課内に地域情報整備業務推進室を設置したこと等、業務の性格に応じた機能的な組織体制の整備や人員の重点的配置を行っているこ
とは、効率的な人員の活用による効率的な業務遂行に資するものであり、評価できる。 

以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 

「必要性」： 
 中央統計機関としての統計センターが行う製表業務には高度な専門性と高い技術レベルが要求されるため、職員の専門的能力の向上に重点を置いた人材育成は必須で
ある。 
 
「効率性」： 

製表の企画部門と情報処理部門の連携を強化するため、また、各府省や国民を対象としたサービスの提供面において、関係課室の連携を強化するための体制の整備を
行い、効率的な業務運営に向けた組織体制の整備や人員の重点的配置を行っている。 
 
「有効性」： 

外部研修等へ職員を積極的に派遣し、職員の専門的能力の向上を推進するとともに、業務の性格に応じた機能的な組織体制の整備や人員の重点的配置を行うことによ
り、能率的な業務運営の確保を行っている。これらは、高品質で低コストのサービスを提供する上で効果的である。 
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中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３ 業務・システムの最適化に関する事項 

■中期計画の記載事項 

「独立行政法人統計センターにおける業務・システム最適化計画」に掲げられた理念を踏まえ、引き続き業務運営の一層の効率化を行うために必要な製表等に係る
システムの整備を費用対効果に留意しつつ行う。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 「独立行政法人統計センターにおける業
務・システム最適化計画」に掲げられた理念
を踏まえ、引き続き業務運営の一層の効率化
を行うため、次期統計センターＬＡＮシステ
ムの調達手続などを進める。 

 

次期統計センターＬＡＮシステムについては、国勢調査用システムなどと統合するととも
に、セキュリティの高いデータセンターの利用、標的型メール攻撃等の脅威への対応などを
行う仕様を決定し、新たに「統計センター情報システム基盤」として導入する予定である。
統計センター情報システム基盤については、平成27年１月からの稼動を目指して調達手続等
を進めており、25年12月に意見招請を行い、26年３月に本調達の官報公告を行った。 

平成25年度の統計センターＬＡＮシステムの運用状況については、問合せ対応は1,366件
（うち、ハードウェア388件、ソフトウェア978件）、システム障害は11件発生しており、その
うち、製表業務が５分以上停止した障害は６件であった。また、ソフトウェアの移設・デー
タ修復等の申請に基づく対応は1,143件、人事異動に伴うＰＣの設定変更等の対応は551件で
あった。 

統計センターＬＡＮシステムでは、夜間や休日に修正プログラムの適用等の保守作業を行
い、障害発生を未然に防ぐための措置を実施している。主な障害原因は機器の故障であるが、
主要な機器は冗長化されていることから、業務に大きな影響はなかった。 

製表業務が５分以上停止した障害のうち５件は統計局の統計業務基盤システムとの接続機
能に起因するものであったことから、統計局と連携して原因を調査し再発防止を図った。そ
の他の１件については機器の故障が原因であったが、復旧までに時間を要したことから、速
やかに復旧できるよう手順書を整備した。 

 

当該業務に係る事業費用 408,142千円 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 

統計センターＬＡＮシステムにおいて、システム障害が発生した場合、原因を調査し再発防止を図るとともに、速やかに復旧できるよう手順書を整備するなど、適切

な運用管理を行っていることは職員の業務効率を可能な限り維持しているものと評価できる。さらに、次期統計センターＬＡＮシステムについては、引き続き業務運営

の一層の効率化を行うため、国勢調査用システムなどと統合するとともに、セキュリティの高いデータセンターの利用、標的型メール攻撃等の脅威への対応などを行う

仕様を決定し、新たに「統計センター情報システム基盤」の導入に向けた手続を進めていることは評価できる。 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

 行政機関と同様に徹底した効率化が求められていることから、次期統計センターＬＡＮシステムの構築を行うことは、業務運営の効率化にとっては必要不可欠である。 

 

「効率性」： 

 最適化計画に基づき、平成22年度までに、ホストコンピュータのダウンサイジング等、サーバ資源の有効活用、共用ＰＣの削減、プリンタ等周辺機器の統合を実施し

ており、その環境を維持しつつ効率的に業務を行っている。 

 

「有効性」： 

 最適化計画を着実に推進したことにより、業務を遂行する上で、利便性及び業務能率の向上、管理作業等の省力化、事務室の省スペース化等にも寄与していることか

ら、統計センター全体の業務運営の効率化及び経費削減に効果的である。 
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中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
４ 随意契約等の見直しに関する事項 

■中期計画の記載事項 

（１）契約内容の公開、随意契約の見直し及び一者応札・一者応募の改善の徹底を図り、業務運営の一層の透明性の確保と効率化を図るとともに、毎年度その取組状
況について公表する。 

（２）監事による監査において、入札・契約の内容についてチェックを受ける。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）随意契約等の見直し 契約の性質又は目的が競争を許さない場合を
除き、少額随意契約以外のすべての契約を一般
競争入札とし、競争性の確保の徹底を図る。 

また、真に競争性が確保されているか、独立
行政法人統計センター契約監視委員会において
契約状況の点検・見直しの状況について審議を
行い、その結果に的確に対応する。 

これらの取組状況及び審議概要については、
ホームページを通じて公表する。 

 
 

「随意契約等見直し計画」を着実に推進し、入札公告期間の延長や入札参加要件の緩和
等により一層の競争性確保に努め、契約・入札に関する情報をホームページに公開し、積
極的な情報開示を行っている。 

さらに、平成25年８月に当該計画のフォローアップを行い、競争入札の拡大及び調達情
報の公開等の取組を行っている。 

以上について取り組んだ結果、平成25年度における随意契約（少額随意契約を除く。）
については、３件であるが（前年度６件）、水道料、ガス料、官報掲載料といったすべて
真にやむを得ない随意契約であり、独立行政法人統計センター契約監視委員会（以下「契
約監視委員会」という。）において了承を得ているものである。 

また、一般競争入札については、全体の件数が減少したため、全体の契約件数に占める
割合は84.6％と前年度（85.1％）とほぼ同水準である。 

以上の取組を実施しつつ、平成21年10月に改正をした会計規程及び契約事務取扱要領に
基づき、前年度に引き続き、調達の手続きの明確化を図りつつ、業務を着実に実施した。 
 

一者応札案件の改善については、「競争契約における一者応札の改善に向けて」（平成21
年７月独立行政法人統計センター）に基づき、改善に向けた取組を引き続き行っており、
ホームページにより年間調達予定案件の事前公表を行うとともに、結果的に一者応札とな
った５件（７件のうち国との合同調達である２件を除く。）については、入札説明書を受
理したが入札に参加しなかった者に対する不参加理由を聴取する等の事後点検を実施し
た。  

また、契約監視委員会に対しても当該案件についてすべて報告するとともに、今後の調
達については、これらの改善を反映させることにより、さらなる競争性の確保を推進する。 

平成25年度の契約監視委員会については、競争性のない随意契約の妥当性や一般競争入
札における一者応札案件の調達内容及び調達手続等について点検・見直しを行い、その審
議結果を踏まえ、適正な契約に努めている。 

なお、契約監視委員会の審議概要についてはホームページで公表した。 
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（２）契約内容の監査 一般競争入札を含め、すべての入札・契約の
内容について、監事による監査において定期的
なチェックを受ける。 

 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、一般競争入
札を含むすべての入札・契約の状況について、監事による監査を毎月実施し、随意契約及
び情報開示を含む契約案件全般について、厳正なチェックを行い監査体制の実効性の確保
に努めた。 

また、調達の実施に当たっては、事業部門（調達要求部門）の作成した仕様書等を、財
務課の契約担当者がその内容を審査した上で、金額に応じて、理事長、総務部長等が決裁
を行っている。 

なお、この場合において、財務課の監査担当者は事前に審査を行っており、会計部門内
での相互牽制を行い、適正な経費執行を確保する体制を整備している。 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価 Ａ  
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【評価結果の説明】  

平成25年度における随意契約は、３件（水道料、ガス料、官報掲載料）であるが、これらは、すべて真にやむを得ない随意契約と認められるものであり、独立行政法

人統計センター契約監視委員会においても了承を得ている。また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、平成22年４月に策定した「随意契約等

見直し計画」を着実に推進し、入札公告期間の延長や入札参加要件の緩和等により一層の競争性確保に努め、契約・入札に関する情報をホームページに公開し、積極的

な情報開示等の取組を行っていることは、業務運営の透明性の確保に資するものであり、評価できる。 

 平成21年10月に改正した会計規程及び契約事務実施要領に基づき、前年度に引き続き、調達の手続きの明確化を図りつつ、業務を着実に実施していることが認められ

る。 

 調達の実施に当たっては、事業部門（調達要求部門）の作成した仕様書等を、財務課契約担当がその内容を審査した上で、金額に応じて、理事長、総務部長等が決裁

を行っており、この場合において、財務課監査担当が事前に審査を行っており、会計部門内でも相互牽制を行い、適正な経費執行を確保する体制を整備しているほか、

入札・契約事務全般に関し、毎月、監事監査を実施し、整備した体制の実効性を確保していることは評価できる。 

 また、一者応札案件の改善については、「競争契約における一者応札の改善に向けて」に基づき、改善に向けた取組を引き続き行っており、結果的に一者応札になった

５件（７件のうち国との合同調達である２件を除く。）については、入札説明書を受理したが入札に参加しなかった者に対する不参加理由等の事後点検を実施するととも

に、ホームページにより年間調達予定案件の事前公表を行っている。今後も、これらの改善に取り組み、調達に反映させることは、さらなる競争性の確保を推進する取

組であり、評価できる。 

 契約監視委員会において、競争性のない随意契約の妥当性や一般競争入札における一者応札案件の調達内容及び調達手続等について、点検・見直しを行い、その審議

結果を踏まえ、適正な契約に努め、審議概要をホームページで公表していることは、業務運営の透明性の確保に資するものであり、評価できる。 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

  

「必要性」： 

 「公共調達の適正化について」及び「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、契約は原則として一般競争入札等によることが必要である。統計

センターは自ら策定した「随意契約等見直し計画」を着実に実施し、引き続き契約内容の公開及び随意契約の見直しの徹底を図ることが必要である。 

 

「効率性」： 

 「公共調達の適正化について」及び「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、平成22年４月に策定した「随意契約等見直し計画」を着実に実施

することで、随意契約の見直しの徹底による競争入札の拡大及び調達情報の公開等に取り組む等、業務運営の一層の透明性の確保と効率化を図っている。 

 

「有効性」： 

 「随意契約等見直し計画」を策定することで、随意契約の見直しの徹底による競争入札の推進及び調達情報の公開等の取組を行っているほか、監事による随意契約及

び情報開示を含む契約事務全般について厳正なチェックが行われており、随意契約等の着実な見直しが有効的に取り組まれている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（１）国勢調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに
当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効率

化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘

案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 
 
 国勢調査の製表に当たっては、効率的
な業務運営及び情報管理の徹底を図り、
円滑な業務遂行に万全を期す。 
 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度*1 満足度*2 投入量 
予 定 実 績 期限 

平成
22年
調査 

抽出詳細集計 25.9 25.9.10 

○ ○ ａ 

実績 
20,227人日 

 
対計画 

＋3,050日 
（＋17.8％） 

従業地・通学地による抽出
詳細集計 

25.9 25.9.10 

平成
27年
調査 

第２次試験調査集計 25.11 25.10.15 計画外の 
業務を除く 
＋516日 

（＋3.0％） 

＊1）統計センターが、委託元から提示された基準及び手続に基づいて製表業務を適切に行ったかを判断するもの。 

＊2）委託元が、統計センターから提出された製表結果について、誤りや期限の遅れなどがなかったかを判断したもの。 
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  ２ 要員投入量 
国勢調査に係る実績は、20,227 人日（計画17,177人日）で、対計画3,050人日（17.8％）の増加とな

った。 
投入量増加の主な要因としては、統計局から要請のあった調査環境対策のためのデータ整備等の業務

について、次年度分を前倒しして開始したことによる実績増（対計画2,534人日増）が挙げられる。 
これらの業務を除くと、対計画516人日(3.0％)の増加となる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアル（製表事務手続、操作の手引等。以下同じ。）を、適切に作成している。 

 
４ 特記事項 

平成27年度調査では大幅な変更が予定されているため、要員を機動的に投入し、調査環境対策のため
のデータ整備について次年度計画分を前倒しして実施している。 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 20,227人日 

■当該項目の評価 Ａ 
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【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センタ
ーに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より増加（対計画3,050人日（17.8％）増）しているが、この増加は、統計局から要請のあった調査環境対策のためのデータ整備等の業務について、次年度分
を前倒しして開始したことによる実績増（対計画2,534人日増）によるものである。これらの計画外の業務を除くと、対計画516人日(3.0％)の増加となっており、計画におい
て予定していた業務については、適切な業務運営が行われていると認められる。 

なお、平成27年度調査では大幅な変更が予定されているため、要員を機動的に投入し、調査環境対策のためのデータ整備について統計局の要請により次年度に実施予定の
計画を前倒しして行っていることは評価できる。 

 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステム
を有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 
 業務全体の投入量は、予定より増加（対計画3,050人日（17.8％）増）しているが、この増加は、統計局から要請のあった調査環境対策のためのデータ整備等の業務につい
て、次年度分を前倒しして開始したことによる実績増（対計画2,534人日増）によるものである。したがって、これらの業務を除くと、対計画516人日(3.0％)の増加となって
おり、計画において予定していた業務については、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 国勢調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表
業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、選挙区の改定、地方交付税交付金の算出、少子高齢化対策、
防災対策など関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（２）住宅・土地統計調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限まで
に当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効

率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を

勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 
 

住宅・土地統計調査の製表に当たっ
ては、効率的な業務運営及び情報管理
の徹底を図り、円滑な業務遂行に万全
を期す。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

平成25年
調査 

速報集計及び確
報集計 

平成26年度
に継続 

平成26年度
に継続 

○ ○ ａ 

実績 
10,099人日 

 
対計画 

▲2,009人日 
（▲16.6％） 

製表に係る調査
区情報の整備 － 25.10.15 

 
２ 要員投入量 

住宅・土地統計調査に係る実績は、10,099人日（計画12,108人日）で、対計画2,009人日（16.6％）
の減少となった。 
投入量の減少の主な要因としては、審査事務の効率化及び、格付支援システムを用いた格付により、

人手による格付対象数が減少したことなどが挙げられる。 
なお、格付率89.7％(目標値80％)及び正解率99.6％（目標値97％）は、ともに目標を上回っている。 
 

３ 業務改善への取組 
審査事務の改善及び効率化を図ることを目的として、紙媒体で行っていた審査を、今回調査ではＰ

Ｃ画面上で行うことができるよう、カラーイメージデータを活用した審査システム及び「疑義表作成
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システム」の開発を行った。これにより、審査を行う職員の負担軽減及びペーパーレスなどが図られ
た。製表に係る調査区情報の整備では、要員投入量が予定人員（999人日）より少ない人員（863人日）
となった。 

 

４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 10,099人日 

■当該項目の評価  ＡＡ 

【評価結果の説明】  

総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セン

ターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より減少（対計画2,009人日（16.6％）減少）しているが、この減少は、審査事務の効率化及び、格付支援システムを用いた格付により、人手による格付対

象数が減少したことなどによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

格付率は89.7％、(目標値80％)正解率は、99.6％（目標値97％）と、ともに目標を上回った。 
業務改善への取組では、審査事務の改善及び効率化を図ることを目的として、紙媒体で行っていた審査を、今回調査ではＰＣ画面上で行うことができるよう、カラーイ

メージデータを活用した審査システム及び「疑義表作成システム」の開発を行っている。これにより、審査を行う職員の負担軽減及びペーパーレスなどが図られた。製表
に係る調査区情報の整備では、要員投入量が予定人員（999人日）より少ない人員（863人日）となっていることは評価できる。 

この他、統計局からの基準書の提示遅れが発生したが、基準書の逆提示を行うことで期限内に対応したことは評価できる。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 

「必要性」： 

 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステ

ムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 

 

「効率性」： 

 業務全体の投入量は予定より減少（対計画2,009人日（16.6％）減少）しているが、この減少は、審査事務の効率化及び、格付支援システムを用いた格付により、人手に

よる格付対象数が減少したことなどによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 

 

「有効性」： 
 住宅・土地統計調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同
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局からの製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。同局では、迅速な調査結果の提供（公表）が行われることになり、住宅政策、都市政策などの住生活関
連諸施策又は防災計画の策定やその達成度の把握など関係方面において調査結果が効果的に利活用される。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（３）就業構造基本調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限まで
に当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効

率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を

勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 
 

就業構造基本調査の製表に当たって
は、効率的な業務運営及び情報管理の徹
底を図り、円滑な業務遂行に万全を期
す。 

 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

平成24
年調査 本体集計 25. 6 25. 6.21 ○ ○ ａ 

実績 
2,060人日 

 
対計画 

▲104人日 
（▲4.8％） 

 
２ 要員投入量 

就業構造基本調査に係る実績は、2,060人日（計画2164人日）で、対計画104人日（4.8％）の減少
となった。 
投入量減少の主な要因としては、符号格付納品検査事務における能率の向上や、データチェック・

審査事務における補定処理の拡充などが挙げられる。 
 

３ 業務改善への取組 
データチェック・審査事務の効率化を図ることを目的として、前回調査ではコードデータとイメー

ジデータがＰＣの別々の画面に表示されていたが、今回調査では同一画面上に表示するよう「データ
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訂正システム」の開発を行った。これにより、画面を切り替えて確認する等の手間がなくなり、効率
的に審査事務を進めることができたため、平成24年度から25年度にかけて行われた審査事務におい
て、要員投入量が予定人員（1,160人日）より少ない人員（891人日）となった。 

 
４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 2,060人日 

■当該項目の評価  ＡＡ 

【評価結果の説明】 

総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セン

ターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より減少（対計画104人日（4.8％）減少）しているが、この減少は、符号格付納品検査事務における能率の向上や、データチェック・審査事務における補

定処理の拡充などによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、データチェック・審査事務の効率化を図ることを目的として、前回調査ではコードデータとイメージデータがＰＣの別々の画面に表示されてい

た点を、今回調査では同一画面上に表示するよう「データ訂正システム」の開発を行っている。これにより、画面を切り替えて確認する等の手間がなくなり、効率的に審
査事務を進めることができたため、平成24年度から25年度にかけて行われた審査事務において、要員投入量が予定人員（1,160人日）より少ない人員（891人日）となって
いることは評価できる。 

 

以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 
 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステ

ムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 

「効率性」： 

 業務全体の投入量は予定より減少（対計画104人日（4.8％）減少）しているが、この減少は、符号格付納品検査事務における能率の向上や、データチェック・審査事務

における補定処理の拡充などによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 

「有効性」： 
 就業構造基本調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局
からの製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、雇用に関する各種政策の立案や推進、職業能
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力の開発・人材育成、国民経済計算における国民所得の推計のための就業者数や雇用者数の算出などの基礎資料として関係方面において調査結果が効果的に利活用されて
いる。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（４）経済センサス（基礎調査及び活動調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限まで
に当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効

率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を

勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 
 

経済センサス（基礎調査・活動調査）
の製表に当たっては、効率的な業務運営
及び情報管理の徹底を図り、円滑な業務
遂行に万全を期す。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

平成21年調査 
(基礎調査)  特別集計 26. 3 － 

○ ○ ａ 

実績 
15,970人日 

 
対計画 

＋2,791人日 
（＋21.2％） 

平成26年調査 
(基礎調査) 

準備事務 
平成26年度に 

継続 
平成26年度に

継続 

平成24年調査 
(活動調査)  

確報調査 
25. 7 
25.10 
26. 1 

25. 7.31 
25.10.31 
26. 1.31 

計画外業務 
を除く 

＋793人日 
（＋6.4％） 

 

２ 要員投入量 
経済センサス（基礎調査・活動調査）に係る実績は、15,970人日（計画13,179人日）で、対計画2,791

人日（21.2％）の増加となった。 
投入量増加の要因のうち、平成26年基礎調査については、地方審査システムの開発を統計局から依

頼されたこと等による実績増（対計画1,132人日増）、平成24年活動調査については、確報集計におけ
る再集計（他責）、調査票の記入不備に対する補完事務による実績増等（対計画1,642人日増）が挙げ
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られる。また、当初予定されていた平成21年基礎調査の製表業務が取り下げられたため、計画時から
業務量が減少（776人日減）している。これら計画外の業務を除くと、予定された業務量（12,403人
日）に対して実績は13,196人日となり、793人日（6.4％）の増加となる。 
計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、経済産業省及び統計局との調整事務、調査項目の

変更に伴うチェック要領の分析等における実績増などが挙げられる。 

 
３ 業務改善への取組 

平成24年経済センサス‐活動調査は、新規調査であることから、データ分析からシステム開発まで
を一貫して処理する体制とすることで、製表業務全体の円滑化を図っている。 
具体的には、データ形式を従来の固定長から可変長にしてデータ量を半分以下に削減することで演

算時間の短縮を図ったほか、ＬＡＮサーバの増設に併せ、平行演算に対応できるシステムを開発し、
演算期間の短縮を図る等の取組を行った。 
 
４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 

５ 特記事項 
平成24年活動調査の確報集計において、他責による再集計を行った。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 15,970人日 

■当該項目の評価  Ａ 

【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セン
ターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より増加（対計画2,791人日（21.2％）増加）しているが、この増加は、平成26年基礎調査については、地方審査システムの開発を統計局から依頼されたこ
と等による実績増（対計画1,132人日増）、平成24年活動調査については、確報集計における再集計（他責）、調査票の記入不備に対する補完事務による実績増（対計画1,642
人日増）などによるものである。また、当初予定されていた平成21年基礎調査の製表業務が取り下げられたため、計画時から業務量が減少（776人日減）している。これら
計画外の業務を除くと、793人日（6.4％）の増加となる。 

計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、経済産業省及び統計局との調整事務、調査項目の変更に伴うチェック要領の分析等における実績増などによるものであ
り、適切な業務運営が行われていると認められる。 

業務改善への取組では、平成24年経済センサス‐活動調査は、新規調査であることから、データ分析からシステム開発までを一貫して処理する体制とすることで、製表
業務全体の円滑化を図っている。具体的には、データ形式を従来の固定長から可変長にしてデータ量を半分以下に削減することで演算時間の短縮を図ったほか、ＬＡＮサ
ーバの増設に併せ、平行演算に対応できるシステムを開発し、演算期間の短縮を図る等の取組を行っている。 
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また、平成24年活動調査の確報集計における他責による再集計への対応を行ったことは評価できる。 
この他、統計局からの基準書の提示遅れが発生したが、基準書の逆提示を行うことで期限内までに製表結果を提出したことは評価できる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステ
ムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 

業務全体の投入量は予定より増加（対計画2,791人日（21.2％）増）しているが、この増加は、平成26年基礎調査の地方審査システムの開発を統計局から依頼されたこと
等による実績増、平成24年活動調査の確報集計における再集計（他責）、調査票の記入不備に対する補完事務による実績増等によるものであり、また、当初予定されていた
平成21年基礎調査の製表業務の取り下げによる計画時からの業務量の減少があった。これら計画外の業務を除いた793人日（6.4％）の増加は、経済産業省及び統計局との
調整事務、調査項目の変更に伴うチェック要領の分析等における実績増などによるものであり、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 平成24年経済センサス‐活動調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果の期限までの同局への提出に向
けて作業を進めている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、国内総生産（ＧＤＰ）、都道府県民所得等の推計、地方消費税配分の基礎資料、産業振
興施策、地域に密着した各種施策など関係方面において調査結果が効果的に利活用される。 
平成26年経済センサス‐基礎調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行ったことにより、同局からの製表業務に対す

る満足度は「満足」との結果を得ている。同局では、迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、地方消費税配分の基礎資料、産業振興施策、地域に密着した各種施策など
関係方面において調査結果が効果的に利活用される。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（５）労働力調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限まで
に当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効

率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を

勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 
 

総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

基本 
集計 

毎月 調査月の翌月 
下旬 

調査月の翌月下旬 
に終了 

○ ○ ａ 

実績 
4,764人日 

 
対計画 

▲114人日 
（▲2.3％） 

四半期平均 ４､７､10､１月
の下旬 

４､７､10､１月の下旬
に終了 

年平均 26年１月下旬 26. 1.30 

詳細 
集計 

四半期平均 ５､８､11､２月
の下旬 

５､８､11､２月の下旬
に終了 

年平均 26. 2 26. 2.17 

 

２ 要員投入量 
労働力調査に係る実績は、4,764人日（計画4,878人日）で、対計画114人日（2.3％）の減少となっ

た。 
投入量減少の主な要因としては、産業・職業分類符号格付事務やデータチェック・審査事務におい

て能率が向上したことなどが挙げられる。 
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３ 業務改善への取組 
製表システムの操作性等の向上を図ることを目的として、製表システムの改修を行った。これによ

り、製表システムへのアクセス方法等の改善が図られ、産業・職業分類符号格付事務及びデータチェ
ック・審査事務の効率化も図られた。 
 
４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 4,764人日 

■当該項目の評価  Ａ 

   91 



 

【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セン

ターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より減少（対計画114人日（2.3％）減少）しているが、この減少は、産業・職業分類符号格付事務やデータチェック・審査事務において能率が向上したこ

となどによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、製表システムの操作性等の向上を図ることを目的として、製表システムの改修が行われたことにより、100人前後の体制で扱う製表システムへの

アクセス時の競合エラーの解消等の改善が図られ、産業・職業分類符号格付事務及びデータチェック・審査事務の効率化が図られている。 
 

以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステ

ムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 

 
「効率性」： 
全体の投入量は予定より減少（対計画114人日（2.3％）減少）しているが、この減少は、産業・職業分類符号格付事務やデータチェック・審査事務において能率が向上

したことなどによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 

 

「有効性」： 
 労働力調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの

製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、景気判断の指標、雇用対策、労働経済白書など関係

方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（６）小売物価統計調査（消費者物価指数） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限まで
に当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効

率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を

勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 
 

特に、新規に実施する小売物価統計調
査（構造編）の製表に当たっては円滑な
業務遂行に万全を期す。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

動 
向 
編 

小売物
価統計
調査製
表事務 

東京都区部 調査月の下旬 調査月の下旬に
終了 

 
 
 

○ 

 
 

○ ａ 

 
実績 

6,388人日 
 

対計画 
▲104人日 
（▲1.6％） 

全国 調査月の翌月
中旬 

調査月の翌月中
旬に終了 

年平均 平成25年４月 25. 4.23 

消費者
物価指
数に関
する製
表事務 

東京都区部 調査月の下旬 調査月の下旬に
終了 

全国 調査月の翌月
中旬 

調査月の翌月中
旬に終了  

四半期平均 ４､７､10､１月 
の中旬 

４､７､10､１月の 
上、中旬に終了 計画外業

務を除く 
▲18人日 

（▲0.3％） 

半期平均 ７､１月の中旬 ７､１月の上、中
旬に終了  

年平
均 

東京都区
部 

平成25年12月
下旬 

25.12.18   
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全国 平成26年１月
中旬 26. 1.15 

年度
平均 

東京都区
部 

平成26年３月
下旬 26. 3.19 

全国 平成25年４月
中旬 

25. 4. 8 

地域差指数 平成26年３月
上旬 

26. 3. 6 

構 
造 
編 

小売物
価統計
調査製
表事務 

構造編に関する
集計 調査月の下旬 調査月の下旬に

終了 
 

 
２ 要員投入量 

小売物価統計調査（消費者物価指数）に係る実績は、6,388人日（計画6,492人日）で、対計画104
人日（1.6％）の減少となった。 

投入量減少の主な要因としては、総務省統計局の業務取り下げ(家賃４区分ウエイトの改定）及び、
基準書(連鎖指数の寄与度算出)の提示が遅れたため、予定していたシステム開発が次年度に繰り越
されたことにより、計画時から業務量が減少（295人日分）したことが挙げられる。 
また、統計局からの依頼により消費税増税等に係る対応に伴う追加業務を行ったことによる実績

増（対計画209人日増）があり、これら計画外の要因について除くと、予定された業務量（6,197人
日）に対して実績は6,179人日となり、18人日（0.3％）の減少となる。 

 
３ 業務改善への取組 
 これまでデータ取得及びデータチェックの実行中は製表システムの操作が制限されていたが、製
表システムの利便性・正確性等の向上を図ることを目的として、この制限を解除するため製表シス
テムの改修を行った。また、内容審査事務の調査員調査品目（一般品目）に係る製表システムにお
いて、過去のデータや、近隣地区のデータとの比較を行うにあたり、検索対象範囲を拡大し、並び
替え機能を設ける等の改修を行ったことで、品目の詳細な検索及び比較を迅速に行うことが可能と
なり、業務の効率化に貢献した。 
 
４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 
５ 特記事項 
総務省統計局からの依頼により、当初の計画になかった「消費税増税に係る製表業務」等につい

て内容検討及びスケジュールの調整を行い、業務の該当調査月からの適用へ迅速に対処し、当初予
定の製表要員の範囲内で対応した。 
また、総務省統計局が更改した小売物価統計調査システムについて、速報集計週においてアクセ
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スが集中すると負荷がかかり、データ取得に時間を要していたところ、統計センターからの要請に
基づき、調整が行われた結果、総務省統計局・都道府県・統計センターに同時に負荷のかかる操作
を行わないような運用が実現した。 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 6,388人日 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。
統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より減少（対計画104人日（1.6％）減少）しているが、この減少は、総務省統計局の業務取り下げ(家賃４区分ウエイトの改定）及び、基準書(連
鎖指数の寄与度算出)の提示が遅れたため、予定していたシステム開発が次年度に繰り越されたことによる計画時からの業務量の減少（295人日分）によるもので
ある。また、統計局からの依頼により消費税増税等に係る対応に伴う追加業務を行ったことにより実績が増加（対計画209人日増）している。これら計画外の業務
を除くと、18人日（0.3％）の減少となり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
業務改善への取組では、製表システムの利便性・正確性等の向上を図ることを目的として、データベース等からのデータ取得及びデータチェック中の実行中も端
末での作業が行えるように製表システムの改修を行っている。内容審査事務の調査員調査品目（一般品目）に係る製表システムにおいては、過去のデータや、近
隣地区のデータとの比較を行うにあたり、検索対象範囲を拡大し、並び替え機能を設ける等の改修を行ったことで、品目の詳細な検索及び比較を迅速に行うこと
が可能となり、業務の効率化に貢献している。 
また、総務省統計局からの依頼により、当初の計画になかった「消費税増税に係る製表業務」等について内容検討及びスケジュールの調整を行い、業務の該当

調査月からの適用へ迅速に対処し、当初予定の製表要員の範囲内で対応していること及び、総務省統計局が更改した小売物価統計調査システムについて、速報集
計週においてアクセスが集中すると負荷がかかり、データ取得に時間を要していたところ、統計センターからの要請に基づき、調整が行われた結果、総務省統計
局・都道府県・統計センターが同時に負荷のかかる操作を行わないような運用が実現したことについても評価できる。 
なお、新規に実施した小売物価統計調査（構造編）の製表についても、製表基準書に基づき、定められた期限までに製表結果を提出しており、円滑な業務遂行

がなされていると認められる。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及
びシステムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 

全体の投入量は予定より減少（対計画104人日（1.6％）減少）しているが、この減少は、総務省統計局の業務取り下げ(家賃４区分ウエイトの改定）及び、基準
書(連鎖指数の寄与度算出)の提示が遅れたため、予定していたシステム開発が次年度に繰り越されたことによる計画時からの業務量の減少（295人日分）によるも
のである。また、統計局からの依頼により消費税増税等に係る対応に伴う追加業務を行ったことにより実績が増加（対計画209人日増）している。これら計画外の
業務を除くと18人日（0.3％）の減少となり、効率的な業務運営が行われている。 

 
「有効性」： 
 労働力調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同
局からの製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、景気判断の指標、雇用対策、労働
経済白書など関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（７）家計調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに
当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の効率

化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘

案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

家計収支編 

二人以上の
世帯 

調査月の翌月下
旬 翌月28日頃に終了 

○ ○ ａ 

実績 
35,537人日 

 
対計画 

▲6,346人日 
（▲15.2％） 
 

 

単身世帯 調査月の翌々月
中旬 

翌々月11日頃に終
了 

総世帯 調査月の翌々月
中旬 

翌々月11日頃に終
了 

四半期平均 
５､８､11､２月 

の中旬 
５､８､11､２月 

の上～中旬に終了 

年平均 26年２月中旬 26. 2.18 

年度平均 25年５月中旬 25. 5.14 

貯蓄・負債編 

二人以上の
世帯 

調査月の４か月
後の下旬 

調査月の４か月後 
の下旬に終了 

四半期 
平均 

家計収支編の公
表から３か月後 

家計収支編の公表 
から２か月後に終
了(４､７､10､１月
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の下旬に終了） 

年平均 家計収支編の公
表から３か月後 

家計収支編の公表 
から２か月後に終

了 
（25. 5.14） 

合成数値編 

二人以上の
世帯 

調査月の翌々月
中旬 

翌々月11日頃に終
了 

 

単身世帯 調査月の翌々月
中旬 

翌々月11日頃に終
了 

総世帯 調査月の翌々月
中旬 

翌々月11日頃に終
了 

   

四半期平均 ５､８､11､２月 
の中旬 

５,８,11,２月 
の上～中旬に終了 

年平均 26年２月中旬 26. 2.18 

平成24年調査 
準調査世帯集
計 

二人以上の
世帯 

25年10月下旬 
（25年11月下

旬) 
25.11.28 

 

単身世帯 

25年10月下旬 
（25年11月下

旬） 
25.11.28 

平成25年調査 
準調査世帯集
計 

二人以上の
世帯 

平成26年度に継
続 平成26年度に継続 

 
単身世帯 平成26年度に継

続 平成26年度に継続 

注）「予定」欄の（ ）内は、委託元の事情等により年度途中で見直された変更後の業務終了予定時期。以下の表で同じ。 
 
２ 要員投入量 
家計調査に係る実績は、35,537人日（計画41,883人日）で、対計画6,346人日（15.2％）の減少とな

った。 
投入量減少の主な要因としては、家計調査特別集計について、入力データのチェック機能を追加す

ることにより効率化を図ったことが挙げられる。 
 
３ 業務改善への取組 
製表システムの操作性等の向上を図ることを目的として、符号格付・入力事務及びデータチェック・

審査事務において、一部項目の入力誤りを防止するためチェック要領の見直しを行い、製表システム
の改修を行った。 
また、準調査世帯集計において、結果表審査事務の効率化を図ることを目的として、総務省統計局

の協力を得て、結果表作成に使用するシステムを統計センター内での標準仕様としている汎用集計プ
ログラムに変更した。 
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４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 35,537人日 

■当該項目の評価  ＡＡ 

【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計センタ

ーに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
投入量は予定より減少（対計画6,346人日（15.2％）減少）しているが、この減少は、家計調査特別集計について、入力データのチェック機能を追加することにより効率

化を図ったことによるものであり、これらの人員を機動的に配置することにより、国勢調査の業務の前倒し等に対応していることから、効率的な業務運営が行われていると
認められる。 

業務改善への取組では、製表システムの操作性等の向上を図ることを目的として、符号格付・入力事務及びデータチェック・審査事務において、一部項目の入力誤りを防
止するためチェック要領の見直しを行い、製表システムの改修を行っている。また、準調査世帯集計において、結果表審査事務の効率化を図ることを目的として、総務省
統計局の協力を得て、結果表作成に使用するシステムを統計センター内での標準仕様としている汎用集計プログラムに変更することで、結果表の自動審査等が可能となって
いる。 

 
 以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステム
を有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量は予定より減少（対計画6,346人日（15.2％）減少）しているが、この減少は、家計調査特別集計について、入力データのチェック機能を追加することにより効率
化を図ったことによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 家計調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同局からの製表
業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、政府の景気判断の指標、国民経済計算における家計消費支
出の推計、労働経済白書など関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（８）個人企業経済調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）につい
て、社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の

効率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況

を勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

 区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

動向編 

速報集計 ５､８､11､２
月の上旬 

５､８､11､２月 
の上旬に終了 

○ ○ ａ 

実績 
1,196人日 

 
対計画 

＋392人日 
（＋48.8％） 

確報集計 
５､８､11､２
月の下旬 

５､８､11､２月 
の下旬に終了 

平成24年度集計 25年５月下旬 25. 5.22 

構造編 平成24年集計 25年６月下旬 25. 6.21 
計画外業務

を除く 
＋146人日 

（＋18.2％） 

 
２ 要員投入量 

個人企業経済調査に係る実績は、1,196人日（計画804人日）で、対計画392人日（48.8％）の増
加となった。 

投入量増加の主な要因としては、再調査への対応等による要員増（対計画246人日増）が挙げら
れる。これら計画外の業務を除くと対計画146人日(18.2％)の増加となる。 
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計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、業務改善に係る製表システムの見直しを行う
にあたり、改修規模が大きくなったためシステム開発スケジュールを変更して対応したこと（94
人日増）などが挙げられる。 
 
３ 業務改善への取組 
製表システムの保守性の向上及び製表業務の効率化を図ることを目的として、平成24年度から

引き続き、動向編、構造編の製表システム改修に係るシステム仕様書及びデータチェック要領の
見直しを行っている。また、システム改修に係る情報処理開発要員の負担軽減を図るため、製表
システム仕様書については、統計センター内での標準仕様に見直しを行った。 
製表システムの改修は、次年度以降も引き続き行い、動向編については、26年７月に新製表シ

ステムへ移行する予定である。 
 

４ 事務処理マニュアルの作成状況 
本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 
５ 特記事項 
総務省統計局の依頼により、動向編（４～６月期及び７～９月期）について、当初スケジュー

ルより前倒しで確報集計を行った。スケジュール変更に当たっては、製表業務ごとに細かいスケ
ジュール調整を行い、依頼に沿った対応を行った。 

また、動向編（10月～12月期）について、都道府県と統計センターの調査票の保管・受け渡し
の過程で、特定の市において調査票枚数の不足が判明した。このため、総務省統計局と協議して
スケジュールを見直すとともに、都道府県において行なわれた再調査の調査票の提供を受け、集
計を実施した。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,196人日 

■当該項目の評価  Ｂ 
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【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統
計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より増加（対計画392人日（48.4％）増加）しているが、この増加は、再調査への対応等による要員増（対計画246人日増）によるものである。この計画
外の業務を除くと対計画146人日(18.2％)の増加となる。 

計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、業務改善に係る製表システムの見直しを行うにあたり、改修規模が大きくなったためシステム開発スケジュールを変
更して対応したこと（94人日増）などによるものである。 

また、総務省統計局の依頼により、動向編（４～６月期及び７～９月期）について、当初スケジュールより前倒しで確報集計を行っている。スケジュール変更に当た
っては、製表業務ごとに細かいスケジュール調整を行い、依頼に沿った対応を行っている。 
なお、動向編（10月～12月期）について、都道府県と統計センターの調査票の保管・受け渡しの過程で、特定の市において調査票枚数の不足が判明した。これに対し

ては、再発防止に向けた調査票管理のあり方全体の見直しを進め、次期の持込分から確認体制の強化等の徹底が図られている。 
 

 以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 
 

「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス
テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 

投入量は予定より増加（対計画392人日（48.4％）増加）しているが、この増加は、再調査への対応等による要員増（対計画246人日増）によるものである。この計画
外の業務を除くと対計画146人日(18.2％)の増加となる。 

計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、業務改善に係る製表システムの見直しを行うにあたり、改修規模が大きくなったためシステム開発スケジュールを変
更して対応したこと（94人日増）などによるものである。 

 
「有効性」： 
 個人企業経済調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同
局からの製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、中小企業関係施策のための基礎資料、国
民経済計算の推計、中小企業白書など関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（９）科学技術研究調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）につい
て、社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の

効率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況

を勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

平成25年調査 25年12月上旬 25.12. 5 

○ ○ ａ 

実績 
2,802人日 

 
対計画 

＋348人日 
（＋14.2％） 

特別集計 26年３月上旬 26. 2.20 

計画外業務を
除く 

＋183人日 
（＋7.5％） 

 

２ 要員投入量 
科学技術研究調査に係る実績は、2,802人日（計画2454人日）で、対計画348人日（14.2％）の

増加となった。 
投入量増加の主な要因としては、統計局からの調査票及び結果表の大幅な変更指示により、製

表システム及び結果表作成システムの変更対応が増大したことによる計画外の要員投入(165人日
増)等が挙げられる。これら計画外の業務を除くと対計画183人日(7.5％)の増加となる。 
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計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、データチェック・審査業務の増加に伴う実績
増等が挙げられる。 
 

３ 業務改善への取組 
製表業務の効率化を図ることを目的として、進捗管理に必要な業務処理量の登録作業について、

これまで人手で行っていたが、自動的に処理できるよう製表システムの改修を行った。これによ
り、職員の業務処理量の把握及び確認についての負担が大幅に軽減され、業務の効率化に貢献し
た。 
 
４ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 
５ 特記事項 
統計センターが、客体の名称からは純粋持株会社と思われるものに対して、産業符号と企業の

事業の種類を再度確認する必要があるとの指摘を行ったところ、当該指摘に基づいた総務省統計
局からの追加の依頼があり、追加の確認作業が審査の過程において行われることとなった。。 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 2,802人日 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統
計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

投入量は予定より増加（対計画348人日（14.2％）増加）しているが、この増加は、統計局からの調査票及び結果表の大幅な変更指示により、製表システム及び結果表
作成システムの変更対応が増大したことによる計画外の要員投入(165人日増)等によるものである。この計画外の業務を除くと対計画183人日(7.5％)の増加となる。 

計画外業務を除いた投入量増加の要因としては、データチェック・審査業務の増加に伴う実績増等が挙げられる。 
 業務改善への取組では、製表業務の効率化を図ることを目的として、進捗管理に必要な業務処理量の登録作業について、これまで人手で行っていたが、自動的に処理
できるよう製表システムの改修を行い、職員の業務処理量の把握及び確認についての負担が大幅に軽減され、業務の効率化に貢献している。 

また、統計センターが、客体の名称からは純粋持株会社と思われるものに対して、産業符号と企業の事業の種類を再度確認する必要があるとの指摘を行ったところ、
当該指摘に基づいた総務省統計局からの追加の依頼があり、追加の確認作業が審査の過程において行われている。 
 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス
テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 

業務全体の投入量は予定より増加（対計画348人日（14.2％）増加）しているが、この増加は、統計局からの調査票及び結果表の大幅な変更指示により、製表システム
及び結果表作成システムの変更対応が増大したことによる計画外の要員投入(165人日増)等によるものである。この計画外の業務を除くと対計画183人日(7.5％)の増加と
なり、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 科学技術研究調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同
局からの製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、科学技術基本計画の策定や科学技術白書
といった科学技術振興に関する施策を中心に調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（10）サービス産業動向調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）につい
て、社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の

効率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況

を勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 
 

特に、新規に実施するサービス産業
動向調査（年次調査）の製表に当たっ
ては円滑な業務遂行に万全を期す。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

月次 
速報集計 

調査月の翌々月下
旬 

調査月の翌々月下旬
に終了 

○ ○ ａ 

実績 
6,212人日 

 
対計画 

▲334人日 
（▲5.1％） 

確報集計 
調査月の５か月後

下旬 
調査月の５か月後下

旬に終了 

四半期 
速報集計 

５､８､11､２月の下
旬 

５､８､11､２月の下
旬に終了 

確報集計 
５､８､11､２月の下

旬 
５､８､11､２月の下

旬に終了 

年 
速報集計 26年２月下旬 26. 2.26 

確報集計 25年５月下旬 25. 5.30 

拡大 速報集計 
25年12月下旬 

（26年１月下旬） 26. 1.22 

 
２ 要員投入量 

サービス産業動向調査に係る実績は、6,212人日（計画6,546人日）で、対計画334人日（5.1％）
の減少となった。 
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投入量減少の主な要因としては、企業等調査票の追加に伴う調査票項目数の増加分に対して、
調査票の記入誤り等が少なかったため、データチェック・審査事務の業務量が減少したことによ
る実績減が挙げられる。 
 

３ 業務改善への取組 
製表業務の効率化を図ることを目的として、進捗管理に必要な業務処理量の工程管理システム

への登録作業について、これまで人手で行っていたが、自動的に登録できるよう製表システムの
改修を行った。これにより、職員の業務処理量の把握及び確認についての負担が大幅に軽減され、
業務の効率化に貢献した。また、新たに実施された拡大調査の製表システムにおいても、月次調
査で改修を行った機能を組み込んで開発した。 
 
４ 事務処理マニュアルの作成状況 
本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 
５ 特記事項 
月次調査では、総務省統計局作成の製表基準書では記載のない調査票の４回目提出（受付事務）

及び特定サービス産業動態統計調査データ受領後に、暫定結果を追加で演算するという依頼要望
があり、要員及びスケジュールを調整して対応した。 
拡大調査では、特定サービス産業実態調査に係る調査客体数の追加及び提出期限後の調査票デ

ータの提出等について、総務省統計局からの依頼があり対応した。 
また、東日本大震災に伴う対応として、震災の影響を捉えるために平成24年度に引き続き、東

日本と西日本に分けた集計を行った。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 6,212人日 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セ

ンターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
 投入量は予定より減少（対計画334人日（5.1％）減少）しているが、この減少は、企業等調査票の追加に伴う調査票項目数の増加分に対して、調査票の記入誤り等が
少なかったため、データチェック・審査事務の業務量が減少したことによる実績減などによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

業務改善への取組では、製表業務の効率化を図ることを目的として、進捗管理に必要な業務処理量の工程管理システムへの登録作業について、人手によるものから自
動的に登録できるよう製表システムの改修を行っている。これにより、職員の業務処理量の把握及び確認についての負担が大幅に軽減され、業務の効率化に貢献してい
る。また、新たに実施された拡大調査の製表システムにおいても、月次調査で改修を行った機能を組み込んで開発している。 
また、月次調査では、総務省統計局作成の製表基準書に記載のない調査票の４回目の提出への対応（受付事務）及び特定サービス産業動態統計調査データ受領後に、暫
定結果を追加で演算するという依頼要望について、要員及びスケジュールを調整して対応している。拡大調査では、特定サービス産業実態調査に係る調査客体数の追加
及び提出期限後の調査票データの提出等について、総務省統計局からの依頼に対応している。 
なお、新規に実施したサービス産業動向調査（年次調査）の製表についても、製表基準書に基づき、定められた期限までに製表結果を提出しており、円滑な業務

遂行がなされていると認められる。 
さらに、東日本大震災に伴う対応では、震災の影響を捉えるために平成24年度に引き続き、東日本と西日本に分けた集計を行っている。 

 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス
テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
「効率性」： 
 投入量は予定より減少（対計画334人日（5.1％）減少）しているが、この減少は、企業等調査票の追加に伴う調査票項目数の増加分に対して、調査票の記入誤り等が
少なかったため、データチェック・審査事務の業務量が減少したことによる実績減などによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
  
「有効性」： 
 サービス産業動向調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、
同局の製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、ＧＤＰの四半期別速報（ＱＥ）をはじめと
する各種経済指標の精度向上のほか、国や地方公共団体における各種行政施策の基礎資料として調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（11）家計消費状況調査 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）につい
て、社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の

効率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況

を勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

月次 
速報集計 調査月の翌月下旬 

調査月の翌月下旬に終
了 

○ ○ ａ 

実績 
104人日 

 
対計画 

＋17人日 
（＋19.5％） 

確報集計 
調査月の翌々月上

旬 
調査月の翌々月上旬に

終了 

四半期平
均 

速報集計 
４､７､10､１月の

下旬 
４､７､10､１月の下旬に

終了 

確報集計 
５､８､11､２月の

上旬 
５､８､11､２月の上旬に

終了 

年平均 
速報集計 26年１月下旬 26. 1.30 

確報集計 26年２月上旬 26. 2. 6 

年度平均 
速報集計 25年４月下旬 25. 4.24 

確報集計 25年５月上旬 25. 5. 2 

 
２ 要員投入量 

家計消費状況調査に係る実績は、104人日（対計画17人日（19.5％）増）であった。 
投入量増加の主な要因としては、結果表様式の変更等に伴うテストの実施等により、投入量が
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増加したことなどが挙げられる。 
 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 
本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 104人日 

■当該項目の評価  Ｂ 

【評価結果の説明】 
総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統

計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
 投入量は予定より増加（対計画17人日（19.5％）増加）しているが、この増加は、結果表様式の変更等に伴うテストの実施等により、投入量が増加したことなどによ
るものであり、適切な業務運営が行われていると認められる。 
 
 以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 
 
「必要性」： 
 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス
テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 
 投入量は予定より増加（対計画17人日（19.5％）増加）しているが、この増加は、結果表様式の変更等に伴うテストの実施等により、投入量が増加したことなどによ
るものであり、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 家計消費状況調査の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことにより、同
局の製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、世帯でのＩＣＴに関する消費の状況等を把握
するための基礎資料等として関係方面において調査結果が効果的に利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（12）住民基本台帳人口移動報告 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第４条第 85 号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）につい
て、社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出する。 

その際、調査票の記入不備の増加、オンライン調査の導入・拡大等に伴い、新たな対応を要する業務に適切に取り組む。 
また、符号格付業務においてオートコーディングシステムを適用する場合は、格付率及び正解率等の定量的な目標を年度計画で明らかにするとともに、業務の

効率化と品質の維持向上を図る。 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況

を勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて適切に事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務
を進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表実績 

 区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 

結果表出力 

月報 
調査月の
翌月中旬 

調査月の翌月
中旬に終了 

○ ○ ａ － 

年報 
平成 26年
度に継続 

26. 3.19 

(注) 要員投入量については、今年度は表章単位に満たないため、「－」表示とした。 

 
２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価  － 
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【評価結果の説明】 
 総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セ
ンターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。ただし、当該業務についてはすべてコンピュータが処理しており、目標を大幅
に上回って（下回って）達成することが想定できないため、評価は不可能と判断した。 
 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス
テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが不可欠である。 
 
「効率性」： 
 
「有効性」：  
 住民基本台帳人口移動報告の製表において、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことに
より、同局の製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な統計情報の提供（公表）が行われ、推計人口算出の基礎データ、国及び
地方公共団体の各種行政施策の立案・実施のための基礎資料として効果的に利活用されている。 
 

 

 

   112 



 

 

中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（１）人事院給与局委託業務（国家公務員給与等実態調査、職種別民間給与実態調査、家計調査特別集計（標準生計費・各分位関係）） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに
人事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査
等の製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

国家公務員給与等
実態調査 

平成25年調査 25. 8 25. 8. 8 
○ ○ ａ 

平成26年調査 
平成26年度
に継続 

平成26年度
に継続 

職種別民間給与実
態調査 

平成25年調査 25. 7 25. 7.19 ○ ○ ａ 

家計調査特別集計 
（標準生計費・各
分位） 

平成25年調査 
平成26年度

に継続 
26. 3.12 ○ ○ ａ 

 

２ 業務改善への取組 
 国家公務員給与実態調査において、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォー
ラムを開設した。これにより、製表委託元とのデータのやり取りの回数を約１／３に減らすこと
ができ、事務負担の軽減・効率化が図られた。 
 
３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 
４ 特記事項 

人事院給与局委託業務において、受託予定であった平成21年全国消費実態調査特別集計につい
ては、人事院からの委託業務取消を受け、製表業務を行わないこととなった。 
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職種別民間給与実態職調査において、人事院が作成したデータチェック要領に誤りがあり大量
のエラーが発生したため、人事院からの依頼を受けて、プログラム修正及び結果表様式等の変更
を行い、期限内に業務を完了した。 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 727人日 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】  
 人事院給与局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統
計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
 これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、人事院給与局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、
効果的な支援を行っている。 

投入量の実績は、727人日（計画744人日）で、予定より減少（対計画17人日（2.3％）減少）しているが、この減少は、人事院給与局の業務取り下げ（平成21年全国消
費実態調査特別集計）による計画時からの業務量の減少（34人日分）によるものである。この計画外の業務を除くと、17人日（2.4％）の増加となる。計画外業務を除い
た投入量増加の要因としては、今年度から導入した自動審査システムへの対応に伴う一時的な実績増などによるものであり、適切な業務運営が行われていると認められ
る。 

業務改善への取組では、国家公務員給与実態調査において、データのやり取りに係る負担を減らすため、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラ
ムを開設している。これにより、製表委託元とのデータのやり取りの回数を約１／３に減らすことができ、事務負担の軽減・効率化が図られていることは評価できる。 

また、職種別民間給与実態職調査において、人事院が作成したデータチェック要領に誤りがあり大量のエラーが発生しているが、人事院からの依頼を受けて、プログ
ラム修正及び結果表様式等の変更を行い、期限内に業務を完了している。なお、受託予定であった平成21年全国消費実態調査特別集計については、委託業務取消となっ
ている。 

 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 

「必要性」： 

 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 

「効率性」： 

投入量の実績は、727人日（計画744人日）で、予定より減少（対計画17人日（2.3％）減少）しているが、この減少は、人事院給与局の業務取り下げ（平成21年全国消
費実態調査特別集計）による計画時からの業務量の減少（34人日分）によるものである。この計画外の業務を除くと、17人日（2.4％）の増加となる。計画外業務を除い
た投入量増加の要因としては、今年度から導入した自動審査システムへの対応に伴う一時的な実績増などによるものであり、適切な業務運営が行われている。 

 

「有効性」： 

 人事院給与局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満
足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、人事行政の企画立案など関係方面において調査結果が利活用されてい
る。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（２）人事院職員福祉局委託業務（民間企業の勤務条件制度等調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

民間企業の勤務条件制

度等調査 
平成25年調査 

平成26年度
に継続 26. 3.28 ○ ○ ａ 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 
民間企業の勤務条件制度実態調査において、データチェック・審査事務において疑義票を提出

したところ、データチェック要領を変更したいとの依頼があり、データチェック・審査事務を行
っている途中であったが、急遽、プログラムの修正を行い、データチェックをやり直して対応し
た。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 470人日 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】 
 人事院職員福祉局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。
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統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、人事院職員福祉局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていく

など、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、470人日（計画599人日）で、予定より減少（対計画129人日（21.5％）減少）しているが、この減少は、民間企業の勤務条件制度等調査では毎年調査

票が大きく変更するという特徴があり、25年度においても調査票頁数が減少したことによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
また、人事院職員福祉局に対して、データチェック・審査事務において疑義票を提出したところ、データチェック要領の変更依頼があったことから、データチェック・

審査事務を行っている途中で、急遽、プログラムの修正を行い、データチェックをやり直して対応している。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 

投入量は予定より減少（対計画129人日（21.5％）減少）しているが、この減少は、民間企業の勤務条件制度等調査では毎年調査票が大きく変更するという特徴があり、
25年度においても調査票頁数が減少したことによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 

 
「有効性」： 
 人事院職員福祉局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対す
る満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、公務員制度の運営など行政施策の企画立案など関係方面において
利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（３）総務省人事・恩給局委託業務（国家公務員退職手当実態調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

国家公務員退職

手当実態調査 
平成25年調査 26.1 26.1.27 ○ ○ ａ  

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 680人日 

■当該項目の評価  Ａ 

【評価結果の説明】 

総務省人事・恩給局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出してい

る。統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、総務省人事・恩給局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめてい

くなど、効果的な支援を行っている。 

投入量の実績は、680人日（計画552人日）で、予定より増加（対計画128人日（23.2％）増加）しているが、この増加は、総務省人事・恩給局からの要請により、平成

26年度業務の集計期間が短縮されることから、準備事務を前倒しで着手したことによるものである。この計画外の業務を除くと、対計画33人日（6.0％）の増加となって

おり、計画において予定していた業務については、適切な業務運営が行われていると認められる。 
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以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 

「効率性」： 

 投入量は予定より増加（対計画128人日（23.2％）増加）しているが、この増加は、総務省人事・恩給局からの要請により平成26年度業務の集計期間が短縮されること

から、準備事務を前倒しで着手したことによるものである。この計画外の業務を除くと、対計画33人日（6.0％）の増加となっており、計画において予定していた業務に

ついては、適切な業務運営が行われている。 

 

「有効性」： 

総務省人事・恩給局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対

する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、人事行政の企画立案など関係方面において調査結果が利活用さ

れている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（４）総務省自治行政局委託業務（地方公務員給与実態調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

 区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

地方公務員給与実態

調査 
平成25年調査 26. 1 26. 1.24 ○ ○ ａ 

 

２ 業務改善への取組 
 地方公務員給与実態調査において、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォー
ラムを開設した。これにより、これまで手交で行っていた製表委託元とのデータのやり取りを迅
速に行うことができ、事務負担の軽減・効率化が図られた。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 338人日 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
 総務省自治行政局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。
統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、同局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果的
な支援を行っている。 

投入量の実績は、338人日（計画365人日）で、予定より減少（対計画27人日（7.4％）減少）しているが、この減少は、前回調査時のシステムが利用できたことで、新
規開発業務が予定より減少したことによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

業務改善への取組では、データのやり取りに係る負担を減らすため、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラムを開設している。これにより、こ
れまで手交で行っていた製表委託元とのデータのやり取りを迅速に行うことができ、事務負担の軽減・効率化が図られていることは評価できる。 

 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 
 投入量の実績は、338人日（計画365人日）で、予定より減少（対計画27人日（7.4％）減少）しているが、この減少は、前回調査時のシステムが利用できたことで、新
規開発業務が予定より減少したことによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 総務省自治行政局委託業務において、同事務局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に
対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同事務局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、地方公務員の給与に関する制度や、地方財政計画作成の
基礎資料など関係方面において調査結果が利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（５）公害等調整委員会事務局委託業務（公害苦情調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

 区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

公害苦情調査 平成24年度調査 25.10 25.10.18 ○ ○ ａ 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 108人日 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】 
 公害等調整委員会事務局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出し
ている。統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、公害等調整委員会事務局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめ
ていくなど、効果的な支援を行っている。 

投入量の実績は、108人日（計画164人日）で、予定より減少（対計画56人日（34.1％）減少）しているが、この減少は、仕様変更について見込みよりも少ない人日で
対応できたほか、集計事務の能率向上などによるものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
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以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 
 投入量の実績は、108人日（計画164人日）で、予定より減少（対計画56人日（34.1％）減少）しているが、この減少は、仕様変更について見込みよりも少ない人日で
対応できたほか、集計事務の能率向上などによるものであり、効率的な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 公害等調整委員会事務局委託業務において、同事務局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表
業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同事務局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、環境行政の企画立案など関係方面において調査結
果が利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（６）財務省委託業務（家計調査特別集計（用途分類・品目分類・特定品目）） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

家計調査特別集計（用途分

類・品目分類・特定品目） 

平成24年調査 25.11 25.10.30 
○ ○ ａ 

平成25年調査 平成26年度 
に継続 

平成26年度 
に継続 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,174人日 

■当該項目の評価  Ｂ 

【評価結果の説明】 
財務省から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セン

ターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、財務省から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効果

的な支援を行っている。 
投入量の実績は、1,174人日（計画1,034人日）で、予定より増加（対計画140人日（13.5％）増加）しているが、この増加は、システムの動作の安定化を図るために要
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員を投じて開発言語の書き換えを行ったことによるものであり、適切な業務運営が行われていると認められる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 

 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 

投入量の実績は、1,174人日（計画1,034人日）で、予定より増加（対計画140人日（13.5％）増加）しているが、この増加は、システムの動作の安定化を図るために要
員を投じて開発言語の書き換えを行ったことによるものであり、適切な業務運営が行われている。 
 

「有効性」： 
 財務省委託業務において、同省からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足度は
「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、税体系の在り方の検討など行政施策の企画立案など関係方面において調査結
果の利活用が期待される。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（７）厚生労働省委託業務（雇用動向調査、賃金構造基本統計調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区  分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

雇用動向
調査 

平成24年
調査 

下半期 25. 5 25. 5. 7 

○ ○ ａ 

年計 25. 5 25. 5.21 

精度
計算 

下半期 25. 5 25. 5. 7 

年計 25. 5 25. 5.21 

平成25年
調査 

上半期 
25.10 

（25.11） 
25.11. 7 

精度計算 
(上半期) 

25.10 
（25.11） 

25.11. 7 

下半期 

平成26年度
に継続 

平成26年度
に継続 

年計 

精度 
計算 

下半期 

年計 

賃金構造
基本統計
調査 

平成24年
調査 

事業所票 25.10 25.10.10 
○ ○ ａ 

個人票 25.12 25.12.20 

注）「予定」欄の（ ）内は、委託元の事情等により年度途中で見直された変更後の業務終了予定時期。以下の表で同じ。 
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２ 業務改善への取組 
 賃金構造基本統計調査において、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラ
ムを開設した。これにより、製表委託元とのデータのやり取りを省力化することができ、事務負
担の軽減・効率化が図られた。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 959人日 

■当該項目の評価  Ａ 

【評価結果の説明】 

厚生労働省から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計

センターに委託した製表業務に対する同省の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、厚生労働省から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、

効果的な支援を行っている。 

投入量の実績は、959人日（計画838人日）で、予定より増加（対計画121人日（14.4％）増加）しているが、この増加は、厚生労働省からの要請による「共通事業所コ

ード」の付与（対計画56人日増）及び、計画にない新規結果表（４表）を作成したこと（対計画110人日増）によるものである。これら計画外の業務を除くと、対計画45

人日（5.4％）の減少となっており、効率的な業務運営が行われていると認められる。 

業務改善への取組では、賃金構造基本統計調査において、データのやり取りに係る負担を減らすため、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラム
を開設している。これにより、製表委託元とのデータのやり取りを省力化することができ、事務負担の軽減・効率化が図られていることは評価できる。 

 

以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 

「効率性」： 

 投入量の実績は、959人日（計画838人日）で、予定より増加（対計画121人日（14.4％）増加）しているが、この増加は、厚生労働省からの要請による「共通事業所コ

ード」の付与（対計画56人日増）及び、計画にない新規結果表（４表）を作成したこと（対計画110人日増）によるものである。これら計画外の業務を除くと、対計画45

人日（5.4％）の減少となっており、効率的な業務運営が行われている。 
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「有効性」： 

厚生労働省委託業務において、同省からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満足

度は「満足」との結果を得ている。また、同省による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、雇用対策の企画立案など関係方面において調査結果が利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（８）国土交通省自動車局委託業務（貨物自動車運送事業輸送実績調査） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
  提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

貨物自動車運送事業輸送実績
調査 

平成23年度
調査 

25. 8 25. 8.28 ○ ○ ａ 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 
本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 396人日 

■当該項目の評価  Ａ 

【評価結果の説明】 
国土交通省自動車局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出してい

る。統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度については、「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、国土交通省自動車交通局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめ

ていくなど、効果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、396人日（計画399人日）で、予定より減少（対計画３人日（0.8％）減少）しており、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
 
以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
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「必要性」： 

 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 
 投入量の実績は、396人日（計画399人日）で、予定より減少（対計画３人日（0.8％）減少）しており、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
 
「有効性」： 
 国土交通省自動車局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対
する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、交通施策の企画立案など関係方面において調査結果が利活用さ
れている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（９）国土交通省総合政策局委託業務（内航船舶輸送統計調査、船員労働統計調査、建設工事統計調査、建築着工統計調査、建築物滅失統計

調査、建設総合統計） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の集
計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事
院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製
表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区  分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

内航船舶

輸送統計

調査 

自家用船舶輸

送実績調査 
平成24年度 25. 6 25. 6.28 

○ ○ ａ 
内航船舶輸送

実績調査 

月次 
毎月10日前後 

(毎月15日前後) 

毎月15日前後 

に終了 

平成24年度計 25. 6(25.7) 25. 7. 4 

平成25年

度達成精

度計算 

５月分 25. 8 25. 8.22 

11月分 26. 2 26. 2.18 

船員労働

統計調査 

第二号調査

(漁船) 
平成24年調査 25.7(25.8) 25. 8.19 

○ ○ ａ 
第一号調査

(一般船舶) 

平成25年調査 26. 1 26. 1. 6 

 精度計算 26. 2 26. 2. 7 

第三号調査

(特殊船) 
平成25年調査 25.12 25.12. 6 

建設工事

統計調査 

建設工事施

工統計調査 
平成25年調査 26. 2 26. 2. 6 

○ ○ ａ 

建設工事受 月次 データ持込 データ持込後３
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注動態統計

調査 

後３日以内 日以内に終了 

平成24年度計 25. 5 25. 5.14 

平成24年度報 25. 5 25. 5.20 

平成25年計 26. 2 26. 2.12 

建築着工統計調査 

月次 
データ持込

後３日以内 

データ持込後 

３日以内に終了 

○ ○ ａ 

平成24年度計 25. 4 25. 4.18 

平成24年度計 

（年報） 
25. 5 25. 5. 1 

平成25年計 26. 1 26. 1.23 

平成25年計(年報) 26. 2 26. 2.14 

建築物滅失統計調査 

月次 
調査票持込か

ら１か月以内 

調査票持込から１

か月以内に終了 
○ ○ ａ 

平成24年度計 25. 6 25. 5.28 

平成25年計 26. 3 26. 2.25 

建設総合統計 

月次 毎月10日頃 毎月10日頃に終了 

○ ○ ａ 平成24年度計 25. 5 25. 5.21 

平成25年計 26. 2 26. 2.19 

  
２ 業務改善への取組 

船員労働第一号調査（一般船舶）において、精度計算結果表に関して昨年度までの目視検査から
Excelの関数機能を用いた審査を行うことにより、事務負担の軽減が図られた。 
 建設工事施工統計調査において、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラム
を開設した。これにより、担当者の来庁の必要がなくなり、これまで手交により行っていた製表委
託元とのデータのやり取りを迅速に行うことができ、事務負担の軽減・効率化が図られた。 
建設総合統計において、結果表表間照合用マクロを作成したことにより、結果表審査事務におけ

る確認作業の軽減が図られた。 
 
３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 
４ 特記事項 
内航船舶輸送実績調査において、国土交通省における内容検査誤りが判明したため再集計を行っ

てほしいとの依頼を受け、再集計を行い対応した。 
建築着工統計調査４～７月分及び11月分において、都道府県の調査票転記誤りが判明したため、

再集計を行ってほしいとの依頼を受け、各月において再集計を行い対応した。また、建築着工統計
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調査の結果を基に作成している建設総合統計について、影響のあった６月分の再集計を行ってほし
いとの依頼を受け、再集計を行い対応した。 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 2,414人日 

■当該項目の評価  ＡＡ 

【評価結果の説明】 

国土交通省総合政策局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出してい

る。統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。 

これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、国土交通省総合政策局から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめてい

くなど、効果的な支援を行っている。 

投入量の実績は、2,414人日（計画3,499人日）で、予定より減少（対計画1,085人日（31.0％）減少）しているが、この減少は、船員労働統計調査におけるシステム改
修の延期及び、建設工事統計調査におけるチェック要領の変更内容について、見込みより少ない人日で対応できたことなどによるものであり、効率的な業務運営が行われ
ていると認められる。 

業務改善への取組としては、 
① 船員労働第一号調査（一般船舶）において、精度計算結果表に関して昨年度までの目視検査からExcelの関数機能を用いた審査を行うことにより、事務負担の軽減が 

図られている。 
② 建設工事施工統計調査において、データのやり取りに係る負担を減らすため、政府共通インフォメーションボード上にバーチャルフォーラムを開設している。これ 

により、担当者の来庁の必要がなくなり、これまで手交により行っていた製表委託元とのデータのやり取りを迅速に行うことができ、事務負担の軽減・効率化が図ら
れている。 

③ 建設総合統計において、結果表表間照合用マクロを作成したことにより、結果表審査事務における確認作業の軽減が図られている。 

ことについて、評価できる。 

また、内航船舶輸送実績調査において、国土交通省における内容検査誤りが判明したため再集計の依頼を受けこれに対応したこと、建築着工統計調査４～７月分及び11
月分において、都道府県の調査票転記誤りが判明したため、各月において再集計の依頼を受けこれに対応したこと、建築着工統計調査の結果を基に作成している建設総合
統計について、影響のあった６月分について再集計の依頼を受けこれに対応したことは、評価できる。 

 

以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 

「必要性」： 

 秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシステ

ムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 

「効率性」： 

投入量の実績は、2,414人日（計画3,499人日）で、予定より減少（対計画1,085人日（31.0％）減少）しているが、この減少は、船員労働統計調査におけるシステム改
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修の延期及び、建設工事統計調査におけるチェック要領の変更内容について、見込みより少ない人日で対応できたことなどによるものであり、効率的な業務運営が行われ

ている。 

 

「有効性」： 

国土交通省総合政策局委託業務において、同局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対

する満足度は総じて「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、経済政策、建設行政、交通政策の企画立案など関係方面に

おいて調査結果が利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（10）都道府県委託業務（労働力調査都道府県別集計(37県)） 

■中期計画の記載事項 

（１）次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を迅速かつ的確に行うほか、総務省が国勢調査等の
集計の一環として指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人
事院及び財務省の委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を迅速かつ的確に行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の
製表業務を圧迫しないようにするとともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）中期目標において受託
が指示されている統計調
査の受託製表 

委託府省等が明示した基準に基づい
て期限までに製表結果を各府省等に提
出する。 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

労働力調査 

都道府県別集計

(37都道府県) 

平成25年

度調査 

四半期

平均 

四半期末月
の翌月下旬 

四半期末月の翌

月下旬に終了 ○ ○ ａ 

年平均 26. 2 26. 1.31 

  

２  事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価  － 

【評価結果の説明】 
 都道府県から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限までに製表結果を提出している。統計セ
ンターに委託した製表業務に対する都道府県の満足度についても、総じて「満足」という状況である。ただし、当該業務については、ほとんどをコンピュータが処理し
ており、目標を大幅に上回って（下回って）達成することが想定できないため、評価は不可能と判断した。 
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「必要性」：  

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 
 
「有効性」： 
 都道府県委託業務において、都道府県からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満
足度は総じて「満足」との結果を得ている。また、都道府県による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、都道府県における各種行政施策の基礎資料として活用され
るなど関係方面において調査結果が利活用されている。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

２ 有償受託製表（東京都生計分析調査、国勢調査特別集計） 

■中期計画の記載事項 

（２）上記（１）の受託製表のほか、国の行政機関及び地方公共団体の行う公的統計の整備を支援するため、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しない範囲内で、

国の行政機関又は地方公共団体から委託を受けて製表業務を迅速かつ的確に行う。平成 25 年度から平成 29 年度までにおける受託件数については、広報活動によ

る周知などを行うことにより、平成 20 年度から平成 24 年度までの実績以上を目指す。なお、これらの製表業務の受託に当たっては、実費に相当する費用の徴収

を原則とし、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（２）中期目標において受託
が指示されている統計調
査以外の受託製表 

上記（１）の受託製表のほか、国の行
政機関及び地方公共団体の行う公的統計
の整備を支援するため、上記１の国勢調
査等の製表業務を圧迫しない範囲で、国
の行政機関又は地方公共団体から委託を
受けて製表業務を迅速かつ的確に行う。
なお、これらの製表業務の受託に当たっ
ては、実費に相当する費用の徴収を原則
とし、コスト管理を徹底する。 

平成25年度においては、次に掲げる統
計調査の製表について受託することを
予定している。また、受託件数の拡大を
目指すため、広報活動による周知などを
行う。 

（１）東京都生計分析調査 
（２）就業構造基本調査特別集計 
（３）国勢調査特別集計 

＜中期目標において受託が指示されている統計調査以外の受託製表＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 委託元 
提 出 状 況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

東京都生計

分析調査 

月次 
東京都 

調査票持込の

翌月中旬 

調査票持込の 

翌月中旬に終了 ○ ○ ａ 

年平均 26. 2 26. 2.21 

平成22年国

勢調査特別

集計 

職業等基

本集計 

川崎市 

25. 6 25. 6.13 

○ ○ ａ 

従業地・通

学地集計、

人口移動

集計 

25. 8 25. 8.14 

学区別集

計 
25.10 25.10. 8 

 

２ 要員投入量 
中期目標において受託が指示されている統計調査以外の受託製表に係る要員投入量は、1,354

人日（計画1,301人日）で、対計画53人日（4.1％）の増加となった。投入量増加の主な要因とし
ては、結果表審査に伴う対応業務に係る実績増等が挙げられる。 
また、当初予定されていた、平成24年就業構造基本統計調査特別集計の製表業務が取り下げら

れたため、計画時から業務量が減少（10人日減）している。この計画外の業務を除くと対計画63
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人日（4.9％）の増加となる。 
 
３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 
４ 特記事項 

平成24年就業構造基本統計調査特別集計において、25年度受託予定であったが、８月に委託元
からの委託業務取消連絡を受け、製表業務を行わないこととなった。 

 
５ 経費 

中期目標において受託が指示されている統計調査以外の受託製表に係る費用は、平成25年度は
22,937千円であった。これらの費用については委託元から徴収している。 

 

当該業務に係る事業費用 22,937千円 当該業務に従事する職員数 1,354人日 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】 
東京都、川崎市（以下「東京都等」という。）から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表業務が行われ、定められた期限まで

に製表結果を提出している。統計センターに委託した製表業務に対する東京都等の満足度についても、総じて「満足」という状況である。 
これまで統計センターに蓄積されてきた経験やノウハウなどに基づき、東京都等から提示された製表方法についてアドバイスを行いながらとりまとめていくなど、効

果的な支援を行っている。 
投入量の実績は、1,354人日（計画1,301人日）で、予定より増加（対計画53人日（4.1％）増加）しているが、この増加は、結果表審査に伴う対応業務に係る実績増な

どによるものである。また、当初予定されていた、平成24年就業構造基本統計調査特別集計の製表業務が取り下げられたため、計画時から業務量が減少（10人日減）し
ている。この計画外の業務を除くと対計画63人日（4.9％）の増加となっており、適切な業務運営が行われていると認められる。 

 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシス

テムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において製表業務を実施させることが必要不可欠である。 

 
「効率性」： 

投入量の実績は、1,354人日（計画1,301人日）で、予定より増加（対計画53人日（4.1％）増加）しているが、この増加は、結果表審査に伴う対応業務に係る実績増な
どによるものである。また、当初予定されていた、平成24年就業構造基本統計調査特別集計の製表業務が取り下げられたため、計画時から業務量が減少（10人日減）し
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ている。この計画外の業務を除くと対計画63人日（4.9％）の増加となっており、適切な業務運営が行われている。 
 
「有効性」： 
 東京都等委託業務において、東京都等からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに提出したことにより、製表業務に対する満
足度は総じて「満足」との結果を得ている。また、東京都等による迅速な調査結果の提供（公表）が行われ、東京都等における各種行政施策の基礎資料として活用され
るなど関係方面において調査結果が利活用されている。 
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中期計画の該当項
目 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

３ 一般からの委託に応じた統計の作成等（オーダーメード集計） 

■中期計画の記載事項 

（３）統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 37 条に基づき国の行政機関から委託を受けた同法第 34 条に規定する一般からの委託に応じた統計の作成等を受益者負担

の原則の下、適切に行う。平成 25 年度から平成 29 年度までにおける収入総額については、広報活動による周知・普及促進の取組などによりサービス提供の拡

大に努め、３（３）による匿名データの提供による収入との合計額を平成 24年度までの実績に対し５年間換算で 20％の増加となることを目指す。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（３）一般からの委託に応じ
た統計の作成等（オーダ
ーメード集計） 

 

統計法（平成19年法律第53号）第37条に基づき
国の行政機関から事務の委託を受けた同法第34
条に規定する一般からの委託に応じた統計の作
成等に係る相談、申出書類の審査、統計の作成・
審査、提供等の一連の事務を適切に行う。 

平成25年度においては、次に掲げる統計調査の
オーダーメード集計を行うことを予定している。 

また、広報活動による周知・普及促進の取組な
どを行うことにより、サービス提供の拡大を目指
す。 

利用者の要望に応じた様式により集計表を作成するオーダーメード集計を、国の
行政機関等からの委託を受けて、平成21年４月から提供している。 

平成25年度は、消費動向調査（平成24年４月～25年３月）、企業行動に関するアン
ケート調査（平成24年度）、国勢調査（昭和55年、60年）労働力調査（昭和55年１月
～63年12月、平成24年１月～12月）、家計消費状況調査（平成24年１月～12月）、社
会生活基本調査（昭和56年、61年、平成23年）、就業構造基本調査（昭和57年、62年）、
住宅・土地統計調査*1（昭和63年）、家計調査（平成24年１月～12月）、学校基本調査
（平成24年度）、賃金構造基本統計調査（平成24年）、建築着工統計調査（平成24年
４月～25年３月）のオーダーメード集計のサービスを新たに開始した。 
平成25年度の実績は以下のとおり。 
 

所管 

府省 
統計調査名 提供対象年次 

サービス 

開始日 

質問･相

談件数 

申出 

件 数
*2 

提供 

件数*2 

(表数) 

 

内閣府 

消費動向調査 

平成19年４月～22年３月 22.10.12 

１ １ １(４) 
平成22年４月～23年３月 23. 9. 2 

平成23年４月～24年３月 24. 7.20 

平成24年４月～25年３月 25. 7.31 

企業行動に関

するアンケー

ト調査 

平成18年度～20年度 22.12.27 

０ ０ ０(０) 
平成21年度、22年度 23. 9.28 

平成23年度 24. 9. 3 

平成24年度 25. 9. 2 
 

総務省 国勢調査 
昭和55年 25. 8.30 

３７ ５ 
５ 

(４２) 昭和60年 25. 6.28 
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総務省 

(続き) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２年、７年、12年、17

年 
21. 4. 1 

全国消費実態

調査 

平成16年(家計収支編) 23. 2.28 

１０ ０ ０（０） 

平成16年(品目編) 23. 7.29 

平成16年(家計収支編曜

日別､品目編購入先別､家

計資産編) 

24. 3.28 

平成21年(家計収支編、品

目編） 
24. 8.31 

平成21年(家計収支編曜

日別､品目編購入先・購入

地域別､家計資産編) 

25. 3.29 

社会生

活基本

調査 

生活行

動編 

昭和56年 25.12.13 

７ ０ ０（０） 

昭和61年 25. 5.21 

平成３年、８年 23. 8.29 

平成13年 23. 7.29 

平成18年 22.12.27 

平成23年 25. 5.21 

生活時

間編 

平成３年、８年、13年 23.12.27 

平成18年 23. 2.28 

平成23年 25. 6.28 

就業構造基本

調査 

昭和57年 25.12.13 

２２ ２ ２（７） 

昭和62年 25. 8.30 

平成４年 23. 7.29 

平成９年 23. 6.30 

平成14年 23. 2.28 

平成19年 22.12.27 

住宅・土地統

計調査 

昭和63年*1 25. 6.28 

１２ ２ ２（４） 平成５年*1、10年 23. 8.29 

平成15年、20年 22.12.27 

 

基礎調

査票 

昭和55年１月～63年12月 25. 5.21 

１ ０ ０（０） 労働力

調査 

平成元年１月～20年12月 22.10.25 

平成21年１月～22年12月 23. 7.29 

平成23年１月～12月 24.10.30 

 140 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省 

(続き) 

平成24年１月～12月 25. 9.27 

特定調

査票 

平成14年１月～22年12月 23.12.27 

平成23年１月～12月 24.10.30 

 平成24年１月～12月 25. 9.27 

家計調査 

平成元年１月～16年12月 24. 8.31 

１７ ０ ０（０） 

平成17年１月～20年12月

（家計収支編及び貯蓄・

負債編のうち用途分類） 

23. 3.29 

平成17年１月～20年12月

（家計収支編のうち品目

分類） 

23. 6.30 

平成21年１月～23年12月 25. 1.31 

平成24年１月～12月 25. 7.31 

家計消費状況

調査 

平成14年１月～18年12月 24. 3.28 

０ ０ ０(０) 

平成19年１月～20年12月 22.10.25 

平成21年１月～22年12月 24. 3.28 

平成23年１月～12月 24.10.30 

平成24年１月～12月 25. 7.31 

文部科

学省 

学校

基本

調査 

大学・ 

大学院 

・短期

大学 

平成20年度 22. 2. 1 

１ ０ ０(０) 

平成21年度 22.12. 2 

平成22年度 23.11.30 

平成23年度 24.11.26 

平成24年度 25.11.15 

小学校 

・ 

中学校 

平成20年度 22. 6.17 

平成21年度 22.10.12 

平成22年度 23.10. 3 

厚生労

働省 

賃金構造基本

統計調査 

平成18年 22. 2. 1 

７ ２ ２(９) 

平成19年 23. 2. 1 

平成20年 24. 2. 1 

平成21年～23年 24. 9. 3 

平成24年 25. 9. 2 

国土交

通省 

建築着工統計

調査 

平成21年４月～22年３月 22. 5.13 

１０ ０ ０(０) 
平成22年４月～23年３月 23. 8.16 

平成23年４月～24年３月 24. 7.20 

平成24年４月～25年３月 25. 6.28 
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計 １２５ １２ 
１２

(６６) 
＊1) 旧住宅統計調査 

＊2) １つの申出で複数調査の場合があるため、申出件数及び提供件数の計は調査別の合計と必ずし

も一致しない。 

 

提供件数は12件（前年度17件）と、前年度と比べて５件（29％）減少となり、
手数料収入は約315万円（前年度389万円）と、前年度と比べて74万円（19％）の
減少となっている。質問・相談件数は125件（前年度185件）と、前年度と比べて
60件（32％）の減少となっている。 
 
また、各府省の統計所管部局に対して、平成26年度におけるオーダーメード集

計の実施に係る委託要望の照会を行った。その結果、次に掲げる統計調査のオー
ダーメード集計について、新たに実施業務を予定し、その準備を行った。 

 
所管府省 統計調査名 提供対象年次 

内 閣 府 
消費動向調査 

平成16年４月～19年３月 

平成25年４月～26年３月 

企業行動に関するアンケート調査 平成25年度 

総 務 省 

国勢調査 平成22年 

労働力調査 平成25年１月～12月 

家計消費状況調査 平成25年１月～12月 

社会生活基本調査 
昭和56年（生活時間編） 

昭和61年（生活時間編） 

就業構造基本調査 昭和54年、平成24年 

住宅統計調査 昭和53年、58年 

全国消費実態調査 平成11年 

家計調査 
昭和56年１月～63年12月 

平成25年１月～12月 

文部科学省 学校基本調査 平成25年度 

厚生労働省 賃金構造基本統計調査 平成25年 

国土交通省 建築着工統計調査 平成25年４月～26年３月 

 
さらに、オーダーメード集計サービスの利用者に対して、ニーズ把握のアンケ

ートを行い、作成した統計成果物について満足との回答を得た。 
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当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】 

平成25年度のオーダーメード集計は、12件（前年度17件）の提供を行い、前年度と比べて５件（29％）減少し、手数料収入は約315万円（前年度389万円）と、前年

度と比べて74万円（19％）の減少となっている。質問・相談件数は125件（前年度185件）と、前年度と比べて60件（32％）の減少となっている。減少の理由としては、

前年度は国勢調査を対象とした大規模な集計依頼に対応したためであり、この影響を除くとサービス提供は拡大傾向となっている。 

平成25年度は、12の調査において提供年次の拡大を行っており、オーダーメード集計の提供に係る事務を適切に行っていることは、国民に対して提供するサービスの

質の向上に資するものであり、評価できる。 

 また、各府省の統計所管部局に対して、平成26年度におけるオーダーメード集計の実施に係る委託要望の照会を行い、新たな統計調査のオーダーメード集計につい

て、サービス提供実施業務を予定し、その準備を行ったほか、オーダーメード集計サービスの利用者に対して、ニーズ把握のアンケートを行い、作成した統計成果物

ついて満足との回答を得るなど、オーダーメード集計の利用者ニーズを把握した上で、事務改善に取り組む姿勢が認められる。 

 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

 一般からの委託による統計の作成等の事務を、国の行政機関等からの全部委託を受けて実施するための必要な作業である。 

 

「効率性」： 

 一般からの委託による統計の作成等の事務を、効率よく行うため、平成26年度からのサービスを予定している調査の準備に取り組んでいる。 

 

「有効性」： 

 利用件数、質問・相談件数は減少しているが、対象調査の提供年次の拡大に努め、サービスの利用者に対して、ニーズ把握のアンケートを行い、利用者からも高い

評価を得ていることから、今後の一層の利活用に向けた取組みが期待される。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３ 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事項 

■中期計画の記載事項 

（１）「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成 18 年 3月 31 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、政府統計共同利用システムの

運用管理を適切に行い、統計 GIS（地理情報システム）等を始めとする統計データの提供を確実に行う。政府統計共同利用システムの国民向けサービスについて

は、保守作業等（庁舎停電等の外部要因を含む。）による計画停止時間を除き、システム稼働率 99.75％以上を目標とする。また、情報通信技術の活用により世

界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に鑑み、仮想的開発環境における実証検証等を通じ、GISによる情報提供の更なる向上を始めとする情

報通信技術の進展に対応した統計提供機能の強化の検討・開発を行う。 

その際、各種統計調査のデータ提供におけるニーズ把握を実施する。 

（２）統計法第 27 条に基づく事業所母集団データベースのシステム及び掲載情報の整備及び運用管理について、総務省が定める基準に基づき適切に事務を進める。

また、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年３月 13 日閣議決定）における指摘を踏まえ、機能の追加や整備情報の拡大を図るために必要な準備

を行い、準備が整い次第、同機能及び情報の運用を適切に行う。 

（３）国勢調査等のうち総務省が指定するもの及び国の行政機関から事務の委託を受けた統計調査について、匿名データの作成を行うとともに、統計法第 37条に基

づき国の行政機関から委託を受けた同法第 36 条に規定する一般からの求めに応じた匿名データの提供を受益者負担の原則の下、適切に行う。平成 25 年度から

平成 29年度までにおける収入総額については、広報活動による周知・普及促進の取組などによりサービス提供の拡大に努め、２（３）に掲げる目標の達成を目

指す。 

さらに、匿名データの提供に当たっては、匿名データの利用促進のため、学界等と密接な連携を行う。 

（４）国の行政機関の行う統計法第 32 条に基づく調査票情報の二次利用及び同法第 33 条に基づく調査票情報の提供、上記２（３）による一般からの委託に応じた

統計の作成等並びに上記（３）による匿名データの作成及び提供を効率的かつ効果的に行うため、国勢調査等及び国の行政機関から事務の委託を受けた統計調

査について調査票情報及び匿名データの集積・保管を行う統計データアーカイブを適切に運営する。 

（５）地域メッシュ統計、社会生活統計指標、人口推計、産業連関表等の加工統計の作成その他総務省が定める統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その
他の処理について、総務省が定める基準に基づいて適切に事務を実施する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）政府統計共同利用シス
テムの運用管理 

「統計調査等業務の業務・システム最
適化計画」（平成18年３月31日各府省情報
化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定。
以下「最適化計画」という。）に基づき、
政府統計共同利用システムの運用管理を
適切に行い、統計ＧＩＳ（地理情報シス
テム）を始めとする統計データの提供を
確実に行う。 

また、政府統計共同利用システムの国

政府統計共同利用システムは、一般の国民が利用する「政府統計の総合窓口(e
イ

-
ー

Stat
スタット

)」及び

「政府統計オンライン調査総合窓口(e
イ

-
ー

Survey
サ ー ベ イ

)」（以下「国民向けサービス」という。）と、行

政機関が利用する「利用機関総合窓口（業務ポータル）」（以下「行政向けサービス」という。）

の２種類のサービスに大別され、24時間365日のサービス提供を行っている。 

平成25年度の統計表管理システムに登録されている統計表データは、政府統計636統計のう
ち481統計1,010,592ファイルとなり、前年度950,727ファイルに比べ59,865件（6.3％）の増加、
統計表管理システムのアクセス件数については、25年度は17,588,494件となり、24年度
18,436,817件（クローラ除く）から、4.8％の減少となった。 
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民向けサービスについては、保守作業等
（庁舎停電等の外部要因を含む。）による
計画停止時間を除き、システム稼働率
99.75％以上を目標とする。 
なお、運用管理に当たっては、「政府統

計共同利用システム基本規程」（統計調査
等業務最適化推進協議会平成20年３月31
日決定）を遵守する。また、最適化計画
の見直しに向けた取組に適切に対応す
る。 

一方で、平成25年６月から新たに次世代統計利用システムにおいてＡＰＩ機能の試行運用に
より統計情報の提供を開始した。なお、今年度のＡＰＩ機能アクセス件数は、5,330,640件で
あった。 

また、e-Surveyは、「生産・出荷集中度調査（公正取引委員会）」、「サービス産業動向調査（総
務省）」、「法人企業統計調査（財務省）」、「学校基本調査（文部科学省）」、「毎月勤労統計調査
（厚生労働省）」、「農業物価統計調査（農林水産省）」、「企業活動基本調査（経済産業省）」、「建
築物リフォーム・リニューアル調査（国土交通省）」、「水質汚濁物質排出量総合調査（環境省）」、
「民間給与実態統計調査（国税庁）」、「中小企業実態基本調査（中小企業庁）」、「水産物流通調
査（水産庁）」など12省庁48の統計調査（前年度９省庁43調査）で利用された。 

また、政府統計共同利用システムの利用促進を図るため、日本経済学会2013年度春季大会等
でe-Statのパンフレット配布などを行った。 

他にも、e-Statのトップページ上にアンケートコーナーを設置し、e-Statについて当該サー
ビスに対する意見・要望等を把握し、今後のシステム改善に反映させるよう取り組んでいる。 
平成25年度のシステム障害（機器の故障等）によるサービス停止は、国民向けサービスでは、

１年間に２件で延べ２時間11分（前年度４件、延べ15時間56分）であった。一方、行政向けサ
ービスでは、１年間に３件で延べ８時間27分（前年度３件、延べ15時間16分）であった。保守
作業等（庁舎停電等の外部要因を含む）による計画停止時間を除くシステム稼働率は、国民向
けサービスでは99.97％（前年度99.81％）、行政向けサービスでは99.90％（前年度99.82％）
となり、それぞれのサービスレベル目標（99.75％以上、99.5％以上）を達成した。 
システムの情報セキュリティについては、厳重なセキュリティ対策が施されたデータセンタ

ーに機器を設置するとともに、システム内にある不正アクセス遮断機能及びファイアウォール
機能が出力するログの監視を24時間365日、外部業者に委託して行っている。また、専門業者
による情報セキュリティ監査を平成26年１月に行った。 

 
（２）次世代統計利用システ

ムの検討・開発 
情報通信技術の活用により世界規模で

生じている急激かつ大幅な社会経済構造
の変化に鑑み、ＧＩＳによる情報提供機
能の更なる向上を始めとする情報通信技
術の進展に対応した統計提供機能の強化
を図るため、次世代統計利用システムに
ついて、引き続きシステム開発に向けた
検討を行う。 

また、各種統計調査のデータ提供にお
けるニーズ把握を実施する。 

 

統計センターでは、公的統計の利用可能性の拡充及び統計利用者の利便性向上を図るため、
公的統計に係る公表情報その他統計センターが蓄積し、又は独自に作成・収集する各種の統計
情報を、インターネット環境下でＧＩＳ等のアプリケーション、ＡＰＩを通じて提供すること
を目的とした次世代統計利用システム開発計画構想プロジェクトを平成23年４月に立ち上げ
研究開発を進めている。 
 次世代統計利用システムの開発に当たっては、総務省情報流通行政局と連携して、独立行政
法人情報通信研究機構が管理・運用している新世代通信網テストベッド（ＪＧＮ－Ｘ）を活用
し、平成23年12月からＡＰＩ機能による情報提供、24年５月からは、ＧＩＳ機能及びセルデー
タ集計機能の実証実験を開始した。 

平成25年度は、各機能の実証実験を24年度に引き続き行うとともに、ＡＰＩ機能については
６月10日、ＧＩＳ機能については10月18日よりインターネットを通じて一般利用者への試行提
供を開始した。26年３月末現在の利用登録数は、地方公共団体、大学、研究機関をはじめとし
て、ＡＰＩ機能は1,758、ＧＩＳ機能は742となっている。利用者を対象にニーズ把握を行い、
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改修事項等について検討を行っている。 
また、統計局・統計研修所・統計センター共同で、「ＡＰＩ活用事例コンテスト」を開催し、

統計利用を促進するための具体的なＡＰＩ機能の利用アイデアを職員から募集した。応募者か
らのプレゼンテーションを踏まえた審査を行い、優秀な提案内容に対して賞状等の授与を行っ
た。 

（３）事業所母集団データベ
ースの整備・運用管理 

統計法第27条に基づく事業所母集団デ
ータベースのシステム及び掲載情報の整
備について、総務省が定める基準に基づ
き、毎月の労働保険情報及び商業・法人
登記情報、事業所・企業基礎情報照会結
果、各府省が実施する事業所・企業に関
する統計調査の情報等を用いた登録及び
更新に係る事務を、適切に行う。 

また、事業所母集団データベースのシ
ステム及び掲載情報の運用管理につい
て、総務省が定める基準に基づき、各府
省等への母集団情報の提供、各府省が行
う標本抽出処理及び調査対象者の重複是
正の支援、各府省等が実施した統計調査
の調査履歴の登録・管理を、適切に行う。 

さらに、「公的統計の整備に関する基本
的な計画」（平成21年３月13日閣議決定）
における指摘を踏まえ、機能の追加や整
備情報の拡大を図るために、統計局と連
携してＥＤＩＮＥＴ（金融商品取引法に
基づく有価証券報告書等の開示書類に関
する電子開示システム）情報等の記録の
活用方法を検討するなどの必要な準備を
進める。 

 

平成24年６月までの労働保険情報及び商業・法人登記情報を基にした新設事業所に対する照
会業務から得られた情報及び23年７月から24年６月決算分のEDINET情報を25年６月までに登
録し、また、24年６月までの労働保険情報及び商業・法人登記情報を基にした新設事業所に対
する照会業務から得られた情報の追送分について、26年３月までに登録し、事業所母集団デー
タベースの更新を行った。 

また、平成26年３月までに施行される市区町村の廃置分合に対応する所在地名、郵便番号、
市外局番の変更に対応した所在地情報の更新を行った。 

各府省で行う調査対象の選定等のため、母集団情報の抽出処理を79件、34,420,750事業所（前
年度61件、31,083,036事業所）について行った。このうち、政府統計共同利用システムの試用
の一環として、地方公共団体へ提供する母集団情報の抽出処理は42件であった。 

また、各府省で行う100の統計調査（135名簿）、15,675,667事業所（前年度101統計調査、
2,368,740事業所）の統計調査について重複是正の処理を行い、109の統計調査（145名簿）、
6,934,768事業所（前年度143統計調査、1,792,064事業所）について調査履歴の登録を行った。 
平成24年経済センサス母集団は、平成24年経済センサス‐活動調査の確報結果を登録し、平

成26年１月より提供を行っている。 
平成24年次フレーム（速報版）は、平成24年経済センサス‐活動調査の速報結果を基に行政

記録情報等により追加・更新を行い登録し、平成25年７月より提供を行っている。 
平成24年次フレーム（確報版）については、平成26年４月より提供を行う予定である。 
また、平成25年６月に平成24年次フレーム（速報版）を用いた統計表の作成及び審査を行っ

た。 
 

（４）匿名データの作成及び
提供 

 
 
 

①  国勢調査等のうち総務省が指定す 
るもの及び国の行政機関から事務の 
委託を受けた統計調査について、匿 
名データの作成を行う。 

②  また、統計法第37条に基づき国の 

平成25年度の匿名データの作成事務については、総務省所管の労働力調査（平成21年１月～

12月）及び総務省所管の国勢調査（平成12年、17年）の匿名データについて、完了希望時期ま

でに作成した。 

 

平成25年度の提供実績は以下のとおり。 
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行政機関から委託を受けた同法第36 
条に規定する一般からの求めに応じ 
た匿名データの提供に係る相談、申 
出書類の審査、匿名データの複製・ 
提供等の一連の事務を適切に行う。 
平成25年度においては、次に掲げる

統計調査の匿名データを提供するこ
とを予定している。 
また、匿名データの利用促進のため、

下記（５）②の取組を行うほか、広報
活動による周知・普及促進の取組など
を行うことにより、サービス提供の拡
大を目指す。 

 
 
 
 
 
 

 

 

所管府省 統計調査名 提供対象年次 
質問･相

談件数 

申出件数

*2 

提供件数*2 

(ﾌｧｲﾙ数) 

総 務 省 

全国消費実態調査 平成元年､６年､11年､16年 ８２ ８ ８( ４０) 

就業構造基本調査 平成４年､９年､14年  ７５ １５ １５( ４６) 

社会生活基本調査 平成３年､８年､13年､18年 ５３ １０ １０( ４４) 

住宅・土地統計調査 平成５年*1､10年､15年  １５ ３ ３(  ５) 

労働力調査 平成元年１月～21年12月 １３ ２ ２( ２４) 

国勢調査 平成12年、平成17年  ４ １ １(  １) 

計 ２４２ ３３ ３３(１６０) 
＊1) 旧住宅統計調査 
＊2) １つの申出で複数調査の場合があるため、申出件数及び提供件数の計は調査別の合計と必ずしも一致しな
い。 
 
平成25年度の提供件数は33件（前年度27件）と、前年度と比べて６件（22％）の増加となっ

た。手数料収入は約145万円（前年度119万円）と、前年度と比べて26万円（22％）の増加とな
った。質問・相談件数は242件（前年度243件）と、前年度と比べて１件の減少となった。 

また、各府省の統計所管部局に対して、平成26年度における匿名データの提供に係る委託要

望の照会を行った。その結果、次に掲げる統計調査の匿名データについて、新たに提供業務を

予定し、その準備を行った。 

所管府省 統計調査名 提供対象年次 

総 務 省 労働力調査 平成22年１月～12月 

 

 

（５）統計センター統計デー
タアーカイブの運営 

① 国の行政機関の行う統計法第32条に
基づく調査票情報の二次利用及び同法
第33条に基づく調査票情報の提供、上
記２（３）による一般からの委託に応
じた統計の作成等並びに上記（４）に
よる匿名データの作成及び提供を効率
的かつ効果的に行うため、国勢調査等
及び国の行政機関から事務の委託を受
けた統計調査について調査票情報及び
匿名データの集積・保管を行う統計セ
ンター統計データアーカイブを適切に

平成21年４月からオーダーメード集計、匿名データの作成・提供のほか、各府省の統計調査
の調査票情報、匿名データ等を保管・蓄積する統計センター統計データアーカイブの運営を行
っている。 
平成25年度に、新たに調査票情報の寄託を受けた統計調査は、内閣府２調査、総務省７調査、

文部科学省１調査、厚生労働省１調査及び国土交通省１調査の12調査（全て調査年次拡大）で、
これまでに寄託を受けた統計調査と合わせて19調査となっている。 
また、新たに匿名データの寄託を受けた統計調査は、総務省の２調査（うち１つは新規）で、

これまでに寄託を受けた統計調査と合わせて６調査となっている。 
公的統計の二次的利用制度の充実と学術研究の発展を図るため、以下の学術研究機関と連携

協力協定を締結し、当該機関の施設を統計センター統計データアーカイブのサテライト機関と
して、匿名データの提供サービス及びオンサイト利用環境の提供サービスを行うなど、官学連
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運営する。 
② 公的統計の二次的利用に関する研

究・開発、普及・啓発、研究者等に向
けた匿名データの提供等に係るサービ
スの充実に共同で取り組む学術研究機
関等との連携協力を推進する。 
 
統計センター統計データアーカイブ

のサテライト機関は、次のとおりであ
る。 
 

携の取組を進めている。 

法人名 サテライト機関名 
サービス開始日 

匿名データ提供 オンサイト利用 

一橋大学 
経済研究所附属社会科学統計情報研究セン

ター 
21. 6.22 22.12.27 

神戸大学 大学院経済学研究科 22. 4. 1 － 

法政大学 日本統計研究所 22. 6. 1 － 

情報・システ
ム研究機構 

新領域融合研究センター統計数理研究所 22. 9. 6 24. 3.30 
 

   
公的統計の二次的利用の普及・啓発を図るため、公的統計の二次的利用制度、利用手続、利

用可能な統計調査等について広報を行った。 
平成25年度は、①サテライト機関と共催で、「公的統計のミクロデータの利用に関する研究

集会」を開催し、二次的利用による有用な研究成果の紹介、②学会等の大会において、広報ス
ペースを設け、二次的利用について解説したパンフレットを制度・手続きの説明等を行いなが
らの配布、③統計関連学会連合大会において、二次的利用等のミクロデータ利用に関する企画
セッションを設け、二次的利用の有用性等についての説明、などの積極的な広報を行った。 
さらに、日本統計学会等のメーリングリストを用いて、オーダーメード集計及び匿名データ

の提供のサービスを新たに開始する調査や年次等について、サービス開始の周知を行ったほ
か、統計局の広報誌へ統計センターの二次的利用の取組についての寄稿等も行った。 
これらの広報を経て、オーダーメード集計及び匿名データの提供に関する手数料収入は460

万円（前年度508万円）、提供件数は45件（前年度44件）となっている。 
また、二次的利用に対するニーズ把握のアンケートを二次的利用の利用者に対して実施し

た。その結果、オーダーメード集計サービスについては、作成した統計成果物について満足と
の回答を得た。匿名データ提供サービスについては、計画通りの研究成果が得られたとの回答
を得た。 

なお、匿名データにおいては、最新データの早期提供等の要望があった。 

 

 

平成25年度 学会の大会、研究集会等への主な広報実績 

会議等
名称 

年月日 主催者又は共催者 広報内容 

公的統計のミクロデ
ータの利用に関する
研究集会 

25.11.22 
統計センター、一橋大学経済研究
所附属社会科学統計情報研究セン
ター、神戸大学大学院経済学研究

二次的利用による研究成果報
告、府省及びサテライト機関の
取組に関する報告、利用相談等
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科、法政大学日本統計研究所、情
報・システム研究機構新領域融合
研究センター 

を実施 

日本経済学会2013年
度春季大会 

25. 6.22 
～  6.23 

日本経済学会 

二次的利用の広報スペースに
て、ポスター掲示、パンフレッ
ト配布、制度・手続の説明、利
用相談等を実施 

2013年度統計関連学
会連合大会 

25. 9. 8 
～  9.11 

応用統計学会、日本計算機統計学
会、日本計量生物学会、日本行動
計量学会、日本統計学会、日本分
類学会 

企画セッションでの二次的利
用に関する講演、パンフレット
配布、利用相談等を実施 

経済統計学会2013年
度全国研究大会 

25. 9.13 
～  

9.14 
経済統計学会 

二次的利用の広報スペースに
て、パンフレット配布、制度・
手続の説明、利用相談等を実施 

日本経済学会2013年
度秋季大会 

25. 9.14 
～ 9.15 

日本経済学会 

二次的利用の広報スペースに
て、ポスター掲示、パンフレッ
ト配布、制度・手続の説明、利
用相談等を実施 

匿名データ利用説明
会 

26. 1. 9 神戸大学 

匿名データの概要及び利用手
続の説明、研究実績の紹介、二
次的利用のパンフレット配布、
利用相談等を実施 

平成25年度匿名デー
タ利用説明会 

26. 3. 8 一橋大学 

匿名データの利用手続の説明、
匿名データ及び調査票情報を
使用した研究実績の発表、二次
的利用のパンフレット配布、利
用相談等を実施 

 
 

（６）加工統計等の作成及び
利用に必要な情報の蓄
積、加工その他の処理 

 

次に掲げる統計の作成及び利用に必要
な情報の蓄積、加工その他の処理につい
て、総務省が定める基準に基づいて適切
に事務を行う。 

また、統計センターの専門性と創意
工夫を活かした刊行物の提供を受益者
負担の原則によって行う。 

（１）地域メッシュ統計 

（２）社会生活統計指標 

（３）人口推計 

（４）産業連関表 

＜加工統計等（総括）＞ 

１ 平成25年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提出状況 

適応度 投入量 
期 限 

加工統計等 ○ ○ 

実績 
2,277人日 

 
対計画 

▲113人日 
（▲4.7％） 
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（１）地域メッシュ統計 

区 分 
提出状況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

平成22年国勢調査
に関する地域メッ
シュ統計 

集計（その２） 25. 6 25. 5.31 

○ ○ ａ 

同定データの「人
口分布点」審査事
務 

26.3(27.3） 
平成26年度に継

続 

特別集計 26.1 25.12.9 

平成24年経済センサス‐基礎調査に
関する地域メッシュ統計 

平成26年度に継

続 

平成26年度に継

続 

 
(２) 社会生活統計指標 

区 分 
提出状況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

平成24年度市区町村データの収集・整備 25. 4 25. 4. 9 

○ ○ ａ 
平成25年度都道府県データの収集・整備 25.12 25.12.11 

平成25年度市区町村データの収集・整備 
平成26年度に継

続 

平成26年度に

継続 

 
(３) 人口推計 

区 分 
提出状況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

人口推計集計 毎月中旬 毎月中旬に終了 
○ ○ ａ 

人口推計年報 26. 3 26. 3.10 

 
(４) 産業連関表 

区 分 
提出状況 

適応度 満足度 
予 定 実 績 期限 

予備集計 25.10 25.10.18 
○ ○ ａ 

本体集計（事後検証含む） 26. 3 26. 3.31 
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２ 要員投入量 
 加工統計等に係る要員投入量は2,277人日（計画2,390人日）で、対計画113人日（4.7％）の
減少となった。 
投入量減少の主な要因としては、社会生活統計指標において収集するデータ項目数が減った

ことによる業務量の減少などが挙げられる。 
 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 
事務処理マニュアルを適切に作成している。 
 

４ 特記事項 
平成22年国勢調査に関する地域メッシュ統計において、当初の年度計画にない特別集計を行

っため、同定データの人口分布点の整備事務の業務完了時期が延長され、平成27年３月となっ
た。 

   

当該業務に係る事業費用 6,238,470千円の内数 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価 ＡＡ  

【評価結果の説明】 

平成20年４月から、「政府統計共同利用システム基本規程」に基づき、政府統計共同利用システムの運用管理を行っており、同システムのサービスの一つである「政
府統計の総合窓口（e-Stat）」のうち、統計表管理システムのアクセス件数については、25年度は17,588,494件となり、24年度18,436,817件（クローラ除く）から、4.8％
の減少となっているが、一方で、平成25年６月から新たに次世代統計利用システムにおいてＡＰＩ機能の試行運用により統計情報の提供を開始しており、今年度のＡ
ＰＩ機能へのアクセス件数は、5,330,640件あったことから、用途に応じたサービスの提供が可能になったことで、引き続き高い水準で統計情報の提供が行われている
と認められる。 

政府統計オンライン調査総合窓口(e-Survey)は、 12省庁48の統計調査（前年度９省庁43調査）で利用されており、オンライン化への取組みに着実に対応しているこ

とは評価できる。 

また、政府統計共同利用システムの利用促進を図るため、2013年度統計関連学会連合大会において、e-Statについてのセッション発表を行うなど広報を行ったほか、
e-Statのトップページ上にアンケートコーナーを設置し、e-Statについて当該サービスに対する意見・要望等を把握し、今後のシステム改善に反映させるよう取り組
んでいることは評価できる。 

平成25年度のシステム障害（機器の故障等）によるサービス停止は、国民向けサービスでは、１年間に２件で延べ２時間11分であった。一方、行政向けサービスで
は、１年間に３件で延べ８時間27分であった。保守作業等（庁舎停電等の外部要因を含む）による計画停止時間を除くシステム稼働率は、国民向けサービスでは99.97％
（前年度99.81％）、行政向けサービスでは99.90％（前年度99.82％）となり、それぞれのサービスレベル目標（99.75％以上、99.5％以上）を達成している。 

以上のことから、政府統計共同利用システムの運用管理を適切に行っていると認められる。 

次世代統計利用システムについては、平成25年度からＡＰＩ機能及びＧＩＳ機能の一般利用者への試行提供を開始し、利用登録者数は、ＡＰＩ機能が1,758、ＧＩＳ
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機能が742となっている。利用者を対象にニーズ把握を行い、改修事項等について検討を行っており、情報通信技術の進展に対応した統計提供機能の強化を適切に図っ

ていると認められる。また、試行状況の分析や機能及びシステム負荷の検証等を行った結果、ＡＰＩ機能について「政府統計の総合窓口（e-Stat）」上での平成26年度

の本格稼動に向けた目途がついたことは評価できる。 

この他、統計局、統計研修所と共同でＡＰＩ活用事例コンテストを開催し、職員から出たアイデアを元に、統計局において「アプリＤｅ統計」を作成している。こ

のように統計局と連携して一層の統計利用を推進していることは評価できる。 

事業所母集団データベースについては、労働保険情報及び商業・法人登記情報を基にした新設事業所情報の更新やEDINET情報の登録を行うなど、その整備を着実に

進めるとともに各府省への母集団情報の提供、重複是正の処理、調査履歴の登録を行うなど、運用を適切に行っていると認められる。 

匿名データの作成・提供事務については、作成事務を適切に進めるとともに、匿名データの提供は33件（前年度27件）と、前年度と比べて６件（22％）の増加、手

数料収入は約145万円（前年度119万円）と、前年度と比べて26万円（22％）の増加となり、その提供を適切に行っていると認められる。 

統計データアーカイブについては、適切に運営するとともに、学術研究機関と連携協力協定を締結し、当該機関を統計センターデータアーカイブのサテライト機関

として匿名データの提供サービス等を行うなど官学連携の取組を進めていることは評価できる。 

また、公的統計の二次的利用の普及・啓発を図るため、学会の大会等において広報スペースを設け、二次的利用について解説したパンフレットを配布するとともに

制度・手続きの説明等を行ったほか、サテライト機関と共催で「公的統計のミクロデータの利用に関する研究集会」を開催し、二次的利用による有用な研究成果の紹

介を行うなど、積極的な広報を行った。さらに、日本統計学会等のメーリングリストを用いて、オーダーメード集計及び匿名データの提供のサービスを新たに開始す

る調査や年次等について周知を行ったほか、総務省統計局等の広報誌、雑誌へ統計センターの二次利用の取組についての寄稿等も行うなど、公的統計の二次的利用の

周知・広報に積極的に取り組んでおり、評価できる。これらの広報を経て、オーダーメード集計及び匿名データの提供に関する手数料収入は460万円（前年度508万円）、

提供件数は45件（前年度44件）となっている。 

二次的利用に対するニーズ把握のアンケートを利用者に対して実施した結果、オーダーメード集計サービスについては、作成した統計成果物について満足との回答

を得た。匿名データ提供サービスについては、計画通りの研究成果を得られたとの回答を得ており、二次的利用の利用者のニーズ把握に取り組みつつ、サービスの向

上に努めていることは評価できる。 

加工統計等について、総務省統計局から提示された製表基準書に基づき、適切に作成した事務処理マニュアルにより製表が行われ、定められた期限までに製表結果

が提出されている。統計センターに委託した製表業務に対する同局の満足度についても、「満足」という状況である。加工統計等の投入量は予定より減少（対計画113

人日（▲4.7％）減）しているが、この減少は、社会生活統計指標において収集するデータ項目数が減ったことによるものである。 

以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 

「必要性」： 

秘密の保護、結果精度の保持を図り、政府統計に対する信頼性の確保及び統計技術の向上に資するためには、製表に関する専門的な知見・能力を有する職員及びシ

ステムを有し、かつ情報セキュリティ対策が徹底されている「独立行政法人統計センター」において統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関

する業務をさせることが必要不可欠である。 

 

「効率性」： 

統計センターに期待されている政府統計共同利用システムの運用管理業務及び統計センター統計データアーカイブの効率的な業務運営がなされている。 

加工統計等の投入量は予定より減少（対計画113人日（▲4.7％）減）しているが、この減少は、社会生活統計指標において収集するデータ項目数が減ったことによ

るものであり、効率的な業務運営が行われていると認められる。 
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「有効性」：  

「政府統計共同利用システム基本規程」に基づき、平成20年４月から運用管理を開始した政府統計共同利用システムについて、同システムのサービスの一つである

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」のうち、統計表管理システムのアクセス件数は、25年度において1,750万件を超え、幅広く利活用されている。 

統計データの二次的利用サービスも、手数料収入は前年度と比べて増加しており、積極的な広報の効果も見られることから、さらなる利活用が期待される。 

情報の蓄積、加工その他の処理においては、総務省統計局からの要望内容に応じた（製表基準に合致した）処理を行い、製表結果を期限までに同局に提出したことに

より、製表業務に対する満足度は「満足」との結果を得ている。また、同局による迅速な統計情報の提供（公表）が行われ、各種統計調査の正確かつ効率的な統計の

作成、都市計画の基礎資料等行政施策立案のための基礎資料、各種白書など幅広く加工統計データが利活用されている。  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
４ 研究に関する事項 

■中期計画の記載事項 
製表業務の高度化・効率化や製表結果の品質の向上に資するため、オートコーディングシステムの研究、未回答事項の機械的な補完方法等の研究に重点化するとと

もに、統計ニーズの多様化への対応などに資するため、統計データの提供に関する研究等の必要な研究に積極的に取り組む。また、その研究成果を業務運営に十分に

活用する。 
さらに、できる限り具体的かつ定量的な研究成果の目標等を設定し、その達成度の評価に基づき着実な研究の遂行を図る。 

なお、研究に当たっては、必要に応じて国内外の大学や統計研修所を始めとする官民の研究所、国際機関、諸外国の統計機関等の外部の機関との間で技術協力や連

携も併せて実施する。 

主な研究事項は以下のとおり。 

（１）オートコーディングシステムの研究 

符号格付におけるオートコーディングシステムの機能向上等に資する研究を行う。また、OCR 機による文字認識結果を用いた分類符号の格付支援について、実用

化に向けた研究を行い、その実用化の目標時期を毎年度の年度計画において設定する。 

（２）データエディティングに関する研究 

調査環境悪化に伴う記入状況不備等に対応するため、データエディティングに関する研究、検証を行う。 

このうち、未回答事項の機械的な補完に関するものについては、各研究・開発過程における補完率及び実用化の目標時期を毎年度の年度計画において設定する。

また、実用化後においては、研究成果、検証結果に見合った目標を年度計画で明らかにする。 

（３）統計データの提供に関する研究 

上記３（１）に掲げる GISによる情報提供の更なる向上を始めとする統計情報の提供方法の強化に関する研究を行う。 

また、公的統計のミクロデータの利用の促進を図るため、ミクロデータを用いた実証研究や大学・高等学校等の授業における利用を想定し、集計表を基に作成
した擬似的なミクロデータの作成及び提供に関する研究を行う。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 
小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）格付支援（オートコー
ディング）システムの研
究 

 

符号格付におけるオートコーディングシス
テムの機能向上等に資する研究を行う。 

また、ＯＣＲ機による文字認識結果を用いた
分類符号の格付支援について、平成27年国勢調
査の産業分類・職業分類での実用化に向けた研
究を行う。 

平成25年度においては、平成27年国勢調査第
２次試験調査の調査票情報を用いて、産業分
類・職業分類の文字認識率の向上等を図るため
の研究を行う。 

 
 

格付支援システムの研究においては、文字認識及び知識処理の技術の向上のため、調査票
に記入された文字（イメージデータ）を認識した結果を用いて、記入内容に即した格付判定
処理についての検討を行い仕様をまとめている。 

平成25年度は、現行ＯＣＲ機を用いて、平成27年国勢調査第１次及び第２次試験調査結果
のうち、文字枠が設定された「勤め先・業主などの名称」、「事業の内容」及び「本人の仕事
の内容」の３欄を対象として文字認識及び知識処理の研究を行った。 

具体的には、平成24年度までに蓄積した文字認識に係る知識処理の技法を、新たな認識環
境の下でテストを行い、認識結果を検証することにより技法を高めた。また、平成27年国勢
調査に向け、誤認識に起因する誤格付を避けるため、格付支援システムによる格付後の格付
判定処理を検討し、その仕様をまとめた。 

なお、統計分類符号格付業務の自動化にあたり、平成25年住宅・土地統計調査において格
付支援システムを適用した結果、要員投入量に換算して912人日分の削減効果（推定）が得
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られている。 

 

（２）データエディティング
に関する研究 

 

次回経済センサス‐活動調査の売上金額の
欠測値補完の実用化に向けた研究・検証を行
う。 

平成25年度においては、平成24年経済センサ
ス‐活動調査の調査票情報を用いて、売上金額
の欠測値について平成24年経済センサス‐活
動調査の実際の集計における補完率を目標と
し、同補完率を下げることなく補完による誤差
を縮小できる方法の研究を行う。 

また、平成27年国勢調査の調査票審査業務の
効率化のためのデータチェック手法の実用化
に向けた研究を行う。 

 

データエディティングに関する研究においては、データチェック審査の効率化につながる
新たなアプローチを行うとともに、欠測値に対処するための補定方法についての研究及び学
会等への成果の報告を行った。 
国勢調査等の大規模調査では、データチェックリストの審査に膨大な人員・時間を必要と

している。同審査の効率化を図るため、平成22年国勢調査人口等基本集計のデータを用いて
検証を行い、次回国勢調査での実用に向けて「データエディティング効率化手法検討プロジ
ェクト」において検討を行いつつ、研究を進めている。 
 平成25年度は、これまで行ってきたデータチェック審査の効率化に関する研究成果を基
に、エラーとなったデータの特性をロジスティック回帰分析による統計的手法を用いてデー
タチェック要領改善の指標を求めるシステムを考案した。 

今後は、事務担当者を中心としたワーキンググループにおいて、平成27年国勢調査への適
用に向けた検討を開始する予定である。 
また、事業所・企業を対象とする調査における経理項目に対するデータエディティングの

方法について研究を行っている。平成24年度には、欠測値補定における多重代入法の有用性
を検証した。 
 平成25年度は、多重代入法を用いた補定方法について24年度に引き続き実務に適用可能な
アルゴリズムに関して調査データなどを用いて調査・研究を行った。その研究成果について
統計関連学会連合大会、経済統計学会、科学研究費シンポジウムで報告したほか、「統計研
究彙報」に論文を投稿した。 

また、諸外国の情報を収集し、「製表技術参考資料23」として「諸外国における最新のデ
ータエディティング事情～混淆正規分布モデルによる多変量外れ値検出法の検証～」を刊行
するなど、製表実務での実用化に向けた研究を引き続き行っている。 

 

（３）統計データの提供に関
する研究 

 

① 上記３（２）に掲げる次世代統計利用シ 
ステムについて、ＧＩＳによる情報提供機
能の更なる向上を始めとする統計情報の提
供方法の強化に関する研究を行う。 
平成25年度においては、一般利用者への試

行運用等により提供方法に関する研究を行
う。 

② 公的統計のミクロデータの利用促進を図 
るため、ミクロデータを用いた実証研究や
大学・高等学校等の授業における利用を想
定し、集計表を基に作成した擬似的なミク
ロデータの作成及び提供に関する研究を行

１ 統計情報の提供方法の強化に関する研究 
統計データの提供に関する研究においては、統計利用の拡充及び利便性の向上のため、統 

計情報の提供方法の強化を行った。 
 統計センターでは、公的統計の利用可能性の拡充及び統計利用者の利便性向上を図るため
次世代統計利用システム開発計画構想プロジェクトを平成23年４月に立ち上げ研究開発を
進めている。 
 平成25年度は、ＡＰＩ機能、ＧＩＳ機能について一般利用者への試行提供をそれぞれ開始
した。セルデータ集計機能は引き続き実証実験を継続して行った｡ 
 
２ 擬似ミクロデータ作成及び利活用手法に関する研究 
 擬似ミクロデータの研究においては、大学等における統計教育の充実のため、演習におい
て利用可能なデータを提供するとともに、提供可能な擬似ミクロデータの拡充の研究を行っ
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う。 
平成25年度においては、平成16年全国消費

実態調査の擬似ミクロデータによる試行提
供を行い、提供方法等に関する研究を行う。 
また、平成19年就業構造基本調査の調査票

情報を用いて、質的変数についての擬似的な
ミクロデータの作成方法に関する研究を引
き続き行う。 

③ 各種統計調査の調査票情報の匿名化手法 
に関する研究を行う。 
平成25年度においては、統計局との共同研

究により社会生活基本調査の匿名データの
作成方法について研究を行う。 

また、国勢調査等の調査票情報を用いて、
匿名データに適用した匿名化手法の有用性
と秘匿性を検証する実証研究を行う。 

た。 
 匿名データの提供等統計の二次的利用を推進するため、大学などで統計演習等に利用可能
な「擬似ミクロデータ」の作成について、統計委員会等から意見・要望があった。 
これを受けて、統計センターでは、平成16年全国消費実態調査データを用いた量的変数の

擬似ミクロデータを平成23年度より試行提供を開始した。平成25年度は38件（前年度29件）
の利用申出があり、利用者の意見・要望を踏まえた作成方法及び利活用方法の検討を継続中
である。 
 平成24年度より継続している平成14年及び19年就業構造基本調査データを用いた質的変
数の擬似ミクロデータの作成方法の研究については、検証結果を統計技術研究会において報
告した。 
 また、中国マカオで開催された「国際統計教育協会(IASE)/国際公的統計協会(IAOS)合同
サテライト会合」において、擬似ミクロデータの開発に係る研究成果の報告を行った。 
 
３ 各種匿名化手法の研究 

各種匿名化手法の研究においては、統計情報の二次的利用を図るため、統計局が実施する
各種統計調査の匿名データの提供の拡充を検討するとともに、匿名性を確保するため、各種
匿名化技法による有用性と秘匿性の評価方法に関する研究を行った。 
 諸外国におけるデータ提供の趨勢に対応するため、匿名化手法等に関する諸外国の先行研
究の情報収集を行った。 
 統計局との共同研究により、平成25年度は社会生活基本調査Ｂ票の匿名データの作成方法
を検討した。平成24年度に格付を行った国勢調査の匿名データについては、統計委員会にお
ける諮問・答申を経て、平成25年12月から提供が開始された。 
 匿名化技法の違いが匿名データの有用性と秘匿性に与える影響の評価方法に関し、定量的
な分析に基づく相対的評価方法について、平成25年度は、諸外国における先行研究の調査を
行うとともに、平成17年国勢調査のデータを用いて、かく乱的匿名化手法を適用したデータ
の作成及びこのデータに対する有用性と秘匿性の定量的評価による検証を、平成24年度に引
き続き実施した。その研究成果については、「統計的機密保護に関するUNECEとEurostatの合
同ワークセッション」、「統計関連学会連合大会」及び「経済統計学会全国研究大会」等の国
内外の研究集会において報告した。 

 

（４）外部機関との連携及び
研究成果の普及等 

上記の研究に当たっては、必要に応じて国内
外の大学や統計研修所を始めとする官民の研
究所、国際機関、諸外国の統計機関等の外部の
機関との間で技術協力や連携も併せて実施す
る。 

また、統計技術や研究成果の普及を図る観点
から、研究報告書などの各種資料の刊行や学術

 統計学の研究に携わっている若手研究者を非常勤研究員として採用し、データエディティ
ングの効率化の研究、匿名データの有用性と秘匿性の評価方法などの研究を行った。また、
大学教授等の外部研究者で構成する「統計技術研究会」を２回開催した。 
 データエディティング及びデータ秘匿に関する研究を推進する上で、研究動向に関する情
報収集が重要であることから、札幌市立大学（北海道札幌市）で開催された「日本人口学会
第65回大会」に１名が参加し、国勢調査の匿名データを使用した分析等の発表を聴取し匿名
データの利用について情報収集を行った。さらに、オタワ（カナダ）で開催された「統計デ
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誌等への投稿、関連学会等における発表を推進
し、刊行等の件数を３件以上とするとともに、
外部の研究者を招へいした研究会を２回以上
開催する。 

ータの機密保護に関するUNECEとEurostatの合同ワークセッション」に参加した際には、２
名の職員がカナダ統計局を訪問し、担当者から匿名化手法等に関する情報収集を行った。 
 なお、統計センターでは、日本統計学会等、統計技術との関連が強い４学会に団体加入し、
学会の情報を入手するとともに、定期的に開催される会合において発表を行っており、平成
25年度は、応用統計学会2013年度年会等の９会合等において18テーマの発表（発表者９名）
を行った。 
併せて、匿名データの提供及びオーダーメード集計などの統計センターの業務を広く知ら

しめるための広報も実施している。研究成果の普及を図るため、統計センターにおける製表
技術の研究成果や国外における製表技術の研究に関連する出版物の翻訳などの資料を４冊
刊行するとともに、学術誌への投稿を１件行った。 

また、大学教授等の外部研究者で構成する「統計技術研究会」を２回開催し、統計センタ

ー業務についての研究・開発の成果及び事務改善に関する情報等を共有するとともに、その

活用を一体的かつ効果的に推進した。このほか、職員の人材育成及び専門性の継承を図るた

め、統計センター実務検討会を10回開催した。 

 

当該業務に係る事業費用 103,012千円 当該業務に従事する職員数 21人の内数 

■当該項目の評価  ＡＡ 

【評価結果の説明】 

 統計センターでは、格付支援システム及びデータエディティングシステムに関する研究に重点的に取り組むほか、統計ニーズの多様化に対応した製表技術に関する研

究も進められている。 

格付支援システムの研究では、文字認識及び知識処理の技術の向上のため、調査票に記入された文字（イメージデータ）を認識した結果を用いて、記入内容に即した
格付判定処理についての検討を行い仕様をまとめている。具体的には、平成24年度までに蓄積した文字認識に係る知識処理の技法を、新たな環境の下でテストを行い、
結果を検証することにより技法を高め、また、平成27年国勢調査に向け、誤認識に起因する誤格付を避けるため、格付支援システムによる格付後の判定処理を検討し、
その仕様をまとめており、業務の高度化・効率化が期待できる。また、これまで研究を進めてきた成果を実用化したことにより、平成25年度は、要員投入量に換算して
912人日分の削減効果（推定）を上げている。 

データエディティングに関する研究においては、データチェック審査の効率化につながる新たなアプローチを行うとともに、欠測値に対処するための補定方法につい

ての研究及び学会等への成果の報告が行われている。大規模調査において、データチェックリストの審査に膨大な人員・時間を必要としていることから、審査の効率化

を図るため、平成22年国勢調査人口等基本集計のデータを用いて検証を行い、次回国勢調査での実用化に向けて、研究が進められている。また、事業所・企業を対象と

する調査における経理項目に対するデータエディティングの方法についての研究を行っている。 

 統計データの提供に関する研究では、次世代統計利用システムの研究開発を進め、平成 25 年度は、ＡＰＩ機能、ＧＩＳ機能について一般利用者への試行提供をそれぞ

れ開始するとともに、セルデータ集計機能は引き続き実証実験を継続して行っている。 

また、統計委員会等から意見・要望を踏まえ、匿名データの提供等統計の二次的利用を推進するため、大学などで統計演習等に利用可能な「擬似ミクロデータ」の作
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成について、平成 25年度は、前年度に引き続き試行提供を実施し、その結果、38 件（前年度 29件）の利用申出があった。 

これらの取組は、統計センター業務への適用に向けた努力がなされているものであり、今後の業務運営の高度化・効率化に大きく寄与することが期待できることから

評価できる。 

なお、研究に当たっては、統計学の研究に携わっている若手研究者を非常勤研究員及び任期付研究員（上級研究員）として採用し、積極的に活用している。 

また、応用統計学会 2013年度年会等で研究発表を９回行い、研究成果の普及を図るため、製表技術の研究成果や国外における製表技術の研究に関連する出版物の翻訳

などの資料を４冊刊行するとともに、学術誌への投稿を１件行ったほか、大学教授等の外部研究者で構成する「統計技術研究会」を２回開催するなど、積極的な製表技

術の普及及び研究の促進が図られている。 

 以上のことから、当該項目の評価をＡＡとした。 

 

「必要性」： 

 統計センターが自らの中心業務である製表業務を迅速かつ正確に、また効率的に行うためには、製表技術に適用可能な研究を実施することが必要不可欠であると言え

る。 

 

「効率性」： 

 外部研究者の非常勤職員としての採用、外部の研究者を活用した研究会の開催など研究体制の充実が図られている。 

 

「有効性」： 

 上記の研究成果が製表業務に適用されることにより、効率的な業務運営に効果があるものと期待される。また、統計分類符号の格付支援システムについては、要員投

入量に換算して912人日分の削減効果（推定）が得られており、更なる製表業務の省力化の可能性を追求するための研究も行っていることから、今後の製表業務において

も効果が期待できる。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
５ 統計活動に関する国際協力 

■中期計画の記載事項 
国際機関及び各国における統計活動への協力の一環として、国際的な動向等に関する情報収集、国際会議等への職員派遣、発展途上国等への技術協力、諸外国への

統計データ提供環境の整備等に統計局・統計研修所と連携して、引き続き取り組む。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 
小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 国際機関及び各国における統計活動
への協力の一環として、国際的な動向等
に関する情報収集、国際会議等への職員
派遣、発展途上国等への技術協力、諸外
国への統計データ提供環境の整備等に、
統計局・統計研修所と連携して、国勢調
査等の製表業務を圧迫しない範囲で引
き続き取り組む。 

また、ＬＩＳ（ルクセンブルク所得研
究）のデータベース（各国の家計所得に
関するデータベース）について、政府機
関の職員、大学や非営利団体の研究者が
利用することができるよう支援を行う。 

 

平成 25年度は、17 年度から始まったカンボジア統計局への技術支援のため、関係機関（日本政
府及び国際協力機構）からの要請に応じ、２回にわたり延べ４名の集計・プログラミング専門職
員についてカンボジア王国への派遣を行うと共に、我が国で開催されたカンボジア統計局職員に
対する研修の際に、統計集計技術に関する研修を統計センターが実施した。 
カンボジアでは、日本政府及び国際協力機構の支援の下、2014 年３月に、全国の事業所の所在

地、従業員数、売り上げ等をサンプル調査する中間年経済統計が実施された。 
また、ＬＩＳが整備しているデータベースの利用について、平成21年10月に同機関と協定を締

結している。平成25年の11月に同機関と拠出金支払いに係る合意書の締結（平成26年～30年）を
行い、政府機関の職員その他国内の大学や非営利機関の研究者が利用するための支援を行ってい
る。 

 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ｂ 

【評価結果の説明】 

技術協力については、カンボジア統計局への技術支援のための専門職員を派遣するとともに、我が国で開催されたカンボジア統計職員に対する研修の際に、統計集計

技術に関する研修を実施するなど、積極的に技術協力が実施されている。その結果、カンボジアでは、日本政府及び国際協力機構の支援の下、全国の事業所の所在地、

従業員数、売り上げ等をサンプル調査する中間年経済統計が実施され、着実な成果を上げている。 

また、ＬＩＳ（ルクセンブルク所得研究）が整備しているデータベースの利用については、平成 21年以来、政府機関の職員その他国内の大学や非営利機関の研究者が

利用するための支援を行っている。平成 25 年 11 月には同機関と拠出金支払いに係る合意書の締結（平成 26 年～30 年）を行い、この取組を更に継続していくこととし

ており、国際的な統計データの利用機会を国内に提供することで、統計活用の利便性を向上させていることから評価できる。 

ただし、今後は、統計活動に関する国際協力業務への重要性が高まってくることが考えられるため、更なる取組を期待する。 
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以上のことから、当該項目の評価をＢとした。 

 

「必要性」： 

 国際機関及び各国における統計活動への協力の一環として、発展途上国等への技術協力、諸外国の統計データの提供環境の整備を図ることは必要不可欠である。 
 
 

「効率性」： 

 統計データの提供環境の整備、国際的な動向等に関する情報収集等により業務の効率化が期待できる。 
 
 

「有効性」： 

 国際的な統計データの利用機会の提供等、統計活用の利便性向上への取組は有効である。 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
６ その他 

■中期計画の記載事項 
上記１から５までに掲げる業務を行うに当たっては、製表結果の精度確保、秘密の保護、統計の品質管理等のために必要な措置を講じる。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 
小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 業務の各段階における品質管理活動
を着実に実施するとともに、実施状況の
監視、達成状況の評価、活動内容の更な
る見直しを行い、業務の品質管理におけ
るＰＤＣＡサイクルを着実に実行する
ことにより、統計の品質の維持・向上に
努める。 

また、調査票情報、公表前情報等の秘
密に係る情報を保全する観点から、ＩＳ
ＭＳに基づくマネジメントシステムを
運用する情報セキュリティ対策を確実
に実施する。 

上記第２の１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項から第２の４ 

研究に関する事項までに掲げる業務を行うに当たっては、製表業務の各段階における品質管理活

動を着実に実施し、製表結果の精度確保に努めている。 
製表結果の精度確保に当たっては、製表業務の各段階における品質管理活動を着実に実施

するとともに、取組状況の監視、達成状況の評価、更なる活動内容の見直しを行い、製表業
務の品質管理におけるＰＤＣＡサイクルを着実に回すことにより、品質の維持・向上の実現
に努めた。特に、民間委託業務の品質管理については、適切な指導、連絡体制の整備を行
い、精度の維持・向上に努めた。 
具体的には、毎年度、製表業務における品質方針に基づき、製表業務に係る品質目標を、

品質、要員及び期限の３つの側面において定め、それを受けた形で各課等における品質目標
（課目標）を設定し、これらの目標達成のために、各課等において管理項目及びチェックシ
ート等を活用した日常管理活動を推進した。さらに、平成 25年度においては、７月から品質
管理活動の趣旨を職員に浸透させるために品質管理活動向上週間を設定し、毎月、品質管理
活動に対する職員の意識向上に向けたチェックポイント（挨拶や報・連・相などのコミュニ
ケーション、整理・整頓やヒヤリハットの共有などの安全衛生、手順・ルールを守るコンプ
ライアンスの重要性）を示すとともに、11 月には、品質管理に関する講演会を開催し、一層
の品質の維持・向上の実現に努めた。 
品質については、「再集計件数（自責）を皆無にすることを目指す。」及び「格付符号に

ついて、所定の精度を確保する。」ことを品質目標とし、平成 24年度の調査に対する自責に
よる再集計（１件）について、速やかに発生要因を分析し、再発防止の措置を取った。また、
「格付符号について、所定の精度を確保する。」ことを品質目標とし、24 年度に行った格付
支援システムによる格付において精度検証と要因の分析を行い、精度確保に努めた。 
要員については、「要員計画と実績の差を一定の範囲内に抑える。」ことを品質目標とし、

周期調査及び受託製表においては、一定の範囲内に抑えられた。経常調査においては、要員
計画と実績の差を範囲内に抑えることができなかったが、これは業務の効率化の結果による
ものであり、次年度業務を前倒しして対応している。 
期限については、「期限の超過（自責）を皆無にする。」ことを品質目標としており、自

責による期限超過は皆無であった。 
情報技術に関する品質向上に当たっては、各種事務の品質の維持・向上を図るため、各業務の

日常管理項目及び品質管理項目の見直しを行うとともに、品質管理実施状況等について各種会議
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等を通して共有し、統計情報・技術部内における品質管理活動の充実及び実施の徹底を図った。 
具体的には、各業務の作業工程ごとにチェック項目を設定して当該作業が確実に実施されてい

るか確認を行った。また、業務の品質が部外にまで影響を及ぼすような業務については、定量的
な指標を設定して品質管理を行った。 

また、調査票情報、公表前情報等の秘密に係る情報の保全に当たっては、ＩＳＭＳに基づくマ

ネジメントシステムを運用する情報セキュリティ対策を確実に実施し、調査票情報等の秘密の保

護を徹底した。（第７の４の（２）情報セキュリティ対策の徹底を参照） 

 
 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ａ 

【評価結果の説明】 
製表結果の精度確保に当たっては、製表業務の各段階における品質管理活動を着実に実施するとともに、取組状況の監視、達成状況の評価、更なる活動内容

の見直しを行い、製表業務におけるＰＤＣＡサイクルを通じた品質の維持・向上の実現に努めている。 
具体的には、品質方針に沿って、製表業務に係る品質目標を、品質、要員及び期限の３つの側面において定め、それを受けた形で各課等における品質目標（課

目標）を設定し、これらの目標達成のために、各課等において管理項目及びチェックシート等を活用した日常管理活動を推進している。さらに、平成 25 年度に
おいては、７月から品質管理活動の趣旨を職員に浸透させるために品質管理活動向上週間を設定し、毎月、品質管理活動に対する職員の意識向上に向けたチェ
ックポイントを示すとともに、11月には、品質管理に関する講演会を開催し、一層の品質の維持・向上の実現に努めたことは評価できる。 

品質については、前年度（平成 24 年度）に結果表演算ミスにより再集計が発生したが、25 年度に速やかに再集計の発生要因を分析し、再発防止の措置を取る
など、着実にＰＤＣＡサイクルを通じた品質の維持・向上に努めている。要員については、周期調査及び受託製表において、要員計画と実績の差が一定の範囲内
に抑えられた。経常調査においては、要員計画と実績の差を範囲内に抑えることができなかったが、要因は効率化を図ったことによるものであり、統計局からの
要請に応じた次年度の国勢調査の製表業務を前倒しして対応することが可能となった。また、期限については、期限超過が発生していないなど、活動の効果が出
ていると評価できる。 

また、情報技術に関する品質向上への取組においては、情報技術に関する品質管理活動を着実に実施するとともに、各業務の日常管理項目及び品質管理項目の見直し

を行い、品質管理実施状況等について各種会議等を通して共有し、品質管理活動の充実及び実施の徹底を図っている。具体的には、各業務の作業工程ごとにチェック項

目を設定して当該作業が確実に実施されているかを確認するほか、業務の品質が統計情報・技術部外にまで影響を及ぼすような業務については、定量的な指標を設定し

て品質管理を行い、品質の維持・向上が図られている。 

 以上のことから、これらは、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に努めているものと判断でき、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表をはじめとした国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に、製表結果の精度確保のための措置及び

情報技術に関する品質向上への取組は必要不可欠である。 
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「効率性」： 

 製表業務の各段階及び情報技術に関する品質管理活動を着実に実施することで作業ミスを早い段階で発見でき、さらには、取組状況の監視、達成状況の評価、更なる

活動内容の見直しを行い、製表業務におけるＰＤＣＡサイクルを通じた品質の維持・向上の実現に努めることで、業務の効率化が期待できる。常勤職員の定員が削減さ

れている現状を踏まえ、製表結果の精度をいかに確保していくかが、統計センター業務の効率化の鍵を握ることとなる。 

 

「有効性」： 

国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表をはじめとした国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に、製表結果の精度確保のための措置及び

情報技術に関する品質向上への取組は非常に有効である。 
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中期計画の該当項目 第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

■中期計画の記載事項 

別添１のとおり。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果  

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 適正な財務管理を行う。 

 

 

 

「業務経費及び一般管理費」（第３期中期計画に基づく所要額計上経費（電子計算機借料、庁舎
維持管理費等の所要額計上を必要とする経費、製表業務アウトソーシング等推進経費及び周期統
計調査に係る経費をいう。）を除く。）について、新規追加、拡充部分を除き、期末年度（平成29
年度）までに、前期末年度（平成24年度）の該当経費相当に対する割合を85％以下（年換算3.2％
減）に削減することとしている。 
平成25年度の所要額計上経費を除く「業務経費及び一般管理費」については、平成24年度予算

額404百万円に対して平成25年度予算額391百万円とし、3.2％の削減を図っている。 
 

【所要額計上経費を除く削減対象経費】             （単位：千円） 

区   分 
前中期目標期間終了年度 
平成24年度（基準額） 

当中期目標期間予算額 

25年度 

金 額 比 率 金 額 対基準比 

業 務 経 費 
 

266,171  
 

100.0％ 
(117,130) 

257,654  
 

96.8％ 

一 般 管 理 費 
 

137,373  
 

100.0％ 
(167,601) 

132,977  
 

96.8％ 

計 
 

403,544  
 

100.0％ 
(284,731) 

390,631  
 

96.8％ 

 ※上段（ ）は決算額 

 
 利益剰余金の発生要因 平成25年度の当期総利益は492百万円である。内訳としては、人件費の削減374百万円などが主

な要因である。なお、前年度と比べ1,193百万円（▲70.8％）減少しているが、これは、前年度に
運営費交付金債務の収益化（1,173百万円）を行ったことが主な要因である。 

 
 
 

給与手当等人件費の状況 

 （退職手当を除く。） 

統計センター全体の人件費は6,026百万円（経常費用に占める割合が77.7％）であり、前年度に
比べ1,154百万円（▲16.1％）減となっている。 

役員及び常勤職員の給与については、常勤職員数の削減等により、前年度に比べ291百万円（▲
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6.4％）減となった。 
また、退職手当については、退職者数が前年度に比べ減少したこと及び「国家公務員の退職給

付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」（平成24年法律
第96号）により支給額が減額となったことにより、前年度に比べ522百万円（▲42.5％）減となっ
た。 
福利厚生費については、国におけるレクリエーション経費の取扱いに準じており、不要の福利

厚生費は存在しないほか、国と異なる手当についても存在していない。法定外福利厚生費の弔電、
永年勤続表彰及び退職者表彰に係る費用についても、国の取扱いに準じている。 
  

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ａ 

【評価結果の説明】  
 平成25年度の業務経費及び一般管理費は、第３期中期目標期間（平成29年度末まで）における削減目標（平成24年度の約404百万円に対する割合を85％以下、年換算3.2％
減）について、約391百万円とし、年換算で3.2％減と、目標を達成している。また、役員及び常勤職員に対する人件費（法定福利費、退職手当除く）の削減に関しては、
「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与削減及び常勤職員数の削減等が行われており、前年度と比べて6.4％削減している。 
当期総利益492百万円については、人件費の削減による374百万円などである。 
法定福利費等を含めた統計センター全体の人件費は6,026百万円であり、前年度に比べ1,154百万円（▲16.1％）減となっている。これは、役員及び常勤職員の給与に

ついては前年度に比べ291百万円（▲6.4％）減となり、退職手当については、退職者数の減少により前年度に比べ522百万円（▲42.5％）減となったことによる。 
法定外を含む福利厚生費については国に準じており、不要の福利厚生費は存在しないことは評価できる。 

 以上のことから、経費の節減等の適正な財務管理、効率的な業務運営が行われ、かつ予算・実績比較等の有効な財務・会計管理が行われていることから、当該項目の
評価をＡとした。 
 
「必要性」： 
 予算管理の適切な実施は、独立行政法人の前提条件であり、その中で効率化等による経費の削減を図ることは必要不可欠である。統計センターはこれらの要求に対し
適切な財務管理を行っており、目標を達成するための効果が現れている。 
 
「効率性」： 
 業務経費及び一般管理費は、第３期中期目標期間における年換算の削減目標を達成しており、また、人件費の削減及び随意契約の適正化が図られていることから、効
率的な業務運営が図られている。 
 
「有効性」：  
 予算の設定、実績の確定、予算と実績の差異分析等に関する財務書類に基づき、有効な財務・会計管理が行われているものと判断できる。  
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中期計画の該当項目 第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

■中期計画の記載事項 

該当なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果  

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（保有資産の管理・運用等に
ついて） 

 保有資産の管理・運用等について 
１ 実物資産 

統計センターにおいては、土地、建物は保有していない。現在使用している建物については、

独立行政法人統計センター法（平成11年法律第219号）附則第６条に基づき、独立行政法人化の際、

専ら使用していた庁舎（総務省第２庁舎）を無償で使用している。 

なお、庁舎については、業務量及び業務内容を踏まえた職員等の適切な配置による業務体制と

するために、限られたスペースを有効に活用した執務室の機動的なレイアウト変更など、効率的

な使用に努めている。 

また、業務運営上必要不可欠である電話交換機関連装置（一式）などが、総務省第２庁舎内に

所在している。 

職員宿舎については、統計センターが独自に保有、借上げしている職員宿舎はない。 

 
２ 知的財産 

知的財産として、製表業務の効率化を目的に独自開発した機械学習型格付支援システム等のプ

ログラムや、統計センターマークの商標登録などを有しているが、収益を得るための財産は保有

していない。 

 
３ 年金、基金、共済等の資金運用 

統計センターでは、国家公務員共済組合に加入しているため、年金、基金、共済等の資金につ

いて、独自の運用は行っていない。 

 
 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
保有資産については、統計センターでは、実物資産としての土地、建物は保有しておらず、現在使用している建物については、法令に基づき、独立行政法人化の際、

専ら使用していた庁舎（総務省第２庁舎）を無償で使用している。庁舎は、業務量及び業務内容を踏まえた職員等の適切な配置による業務体制とするために、限られた
スペースを有効に活用した執務室の機動的なレイアウト変更など、効率的な使用に努めていることは評価できる。また、実物資産として、電話交換機関連装置（一式）
などを庁舎内に保有しているが、いずれも業務運営上、必要不可欠なものである。なお、統計センターが独自に保有、借用している職員宿舎はない。 

また、知的財産としては、製表業務の効率化を目的に独自に開発した機械学習型自動格付システム等のプログラムや、統計センターマークの商標登録などを有してい
るが、収益を得るための財産は保有していない。 

さらに、統計センターは、国家公務員共済組合に加入していることから、年金、基金、共催等の資金運用は行っていない。 
以上のことから、保有資産について適切に管理しているとともに、無償で使用している庁舎の効率的な使用に努めており、当該項目の評価をＡとした。 

 
「必要性」： 
 保有資産は、適切に管理・運用等がされており、特に、実物資産については、業務運営上、必要不可欠なものである。 
 
「効率性」： 
 無償使用している庁舎については、業務量及び業務内容を踏まえた職員等の適切な配置による業務体制とするために、限られたスペースを有効に活用した執務室の機
動的なレイアウト変更など、効率的な業務運営が図られている。 
 
「有効性」：  
 保有している実物資産、知的財産については、有効な管理・運用等が行われているものと判断できる。 
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中期計画の該当項目 第４ 短期借入金の限度額 

■中期計画の記載事項 

各年度の運営費交付金等の交付期日にずれが生じることが想定されるため、短期借入金を借りることができるものとし、その限度額を 20 億円とする。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 該当なし  

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価 該当なし 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 

 168 



 

中期計画の該当項目 第５ 重要な財産の処分等に関する計画 

■中期計画の記載事項 

該当なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 該当なし  

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価 該当なし 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第６ 剰余金の使途 

■中期計画の記載事項 

決算において剰余金が発生した時は、次の購入等に充てる。 

１ 情報通信機器その他情報システムの整備 

２ 人材育成、能力開発 

３ 職場環境の改善 

４ 成果の公表を含む広報 

５ 研究開発 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 該当なし  

当該業務に係る事業費用  当該業務に従事する職員数  

■当該項目の評価 該当なし 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第７ その他の業務運営に関する事項 
１  施設及び設備に関する計画 

■中期計画の記載事項 

該当なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 
該当なし 

 

当該業務に係る事業費用  当該業務に従事する職員数  

■当該項目の評価  該当なし（法令1に基づき、独立行政法人統計センター設立の際、専ら使用していた庁舎等（総務省第２庁舎）を無償で使用している。） 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 

1
法令： 

(1) 独立行政法人統計センター法附則 

第６条 総務大臣は、センターの成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させる

ことができる。 

(2) 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 

第15条 法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 

１ 人事・恩給局 

２ 統計局 

３ 統計センター 

２ 法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等とする。 

３ 前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第１項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。 

 171 

                              



 

中期計画の該当項目 第７ その他の業務運営に関する事項 
  ２  人事に関する計画 

■中期計画の記載事項 

１ 方針 
（１）新たに対応が必要となる業務 

総務大臣からの中期目標等による指示に基づき新たに対応が必要となる業務に必要な人員を確保する。 
（２）人材育成 

国等の統計関係部門との人事交流や研修等による能力開発により、職員の資質の向上を図る。 
（３）人事評価制度 

目標管理の導入等により適正な人事評価を行う。 
２ 人員に係る指標 

外部リソースや情報通信技術の活用等を行うことにより、常勤職員数の計画的な合理化減を行い、常勤職員数を抑制する。 
（参考１） 常勤職員数の状況 

総務大臣からの中期目標等による指示に基づき新たに対応が必要となる業務に係る人員を除き、期末（平成 29 年度末）の常勤職員数を前期末（平成 24 年度末）
831人の８割以下とする。なお、新たに対応が必要となる業務に係る人員を含めた期末の常勤職員数は前期末からの純減を図る。 

（参考２） 中期目標期間中の人件費総額見込み 
２４，６７６百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。 
また、総務大臣からの中期目標等による指示に基づき新たに対応が必要となる業務に係る人件費は上記の額に含まれない。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）新たに対応が必要とな
る業務 

総務大臣からの中期目標等による指示に
基づき新たに対応が必要となる業務に必要
な人員を確保する。 

 

１ 人材確保 
平成25年度は、25年12月24日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方

針」において、統計センターが「単年度管理型の法人」へ移行されることとされ、移行に向
けて一層の業務効率化が求められることから、国家公務員試験合格者からの新規採用につい
ては、近年の厳しい行財政事情への配慮等も踏まえて取組むこととした。 
平成25年度の採用活動として、一般職（大卒程度）を志望する学生等に対しては、人事院

が主催する官庁合同説明会（７月）に参加し、統計センターの概要や業務説明を行った結果、
同試験合格者から25年10月１日に３名及び26年４月１日に２名の計５名を採用した。また、
一般職（高卒者）を志望する専門学生等に対しては、25年４月に専門学校が主催する官庁合
同説明会に出向き、同様に業務説明等を行った結果、同試験合格者から26年４月１日に８名
を採用した。 
 平成26年度に国家公務員（主に一般職（大卒程度）試験）を志望する学生等を対象に、25
年12月及び26年２月に人事院が主催する関東地区官庁学生ツアーに参加し、業務説明及び職
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場見学等を行い優秀な人材確保に努めた。 
 

２ 雇用制度の運用 
雇用制度の運用として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（昭和46年法律第68号）

や「国家公務員の雇用と年金の接続について」（平成25年３月26日閣議決定）に基づく定年退
職者の再雇用を、国家公務員の再任用制度の範囲で行い、平成25年５月に意向調査、11月に
説明会を実施して、平成25年度再任用職員のうち任期更新の対象となる再任用職員(103名)及
び、25年度末定年退職職員(22名)に対して再任用職員の募集を行った結果、26年４月に117名
を採用した。 

また、国家公務員の任用制度の範囲で、統計技術研究課において製表技術に関する研究業
務に当たる研究者を外部より非常勤研究員として引き続き１名を採用したほか、「独立行政法
人等の業務・システム最適化実現方策」（平成17年６月29日各府省情報化統括責任者(ＣＩＯ)
連絡会議決定）に沿って、統計センターの主要な業務及びシステムの最適化を実現するため、
ＣＩＯ補佐官を外部より非常勤職員として引き続き１名採用した。 

 
 

（２）人材の育成 
 

総務省統計局を始めとする国等の統計関
係部門との人事交流、総務省統計研修所が実
施する統計研修への職員の派遣等による能
力開発により、職員の資質の向上を図る。 

広い視野を持った人材を養成する観点から、原則、四半期ごとに統計局等と人事交流を行
った。 

平成25年度の統計局等国の行政機関からの転入者は35人（前年度44人）、転出者数は34人（前
年度36人）であった。 

また、製表企画、審査、分類・格付、集計システム企画、ネットワーク管理等の専門家を
目指し、それぞれの専門知識を取得できるよう統計局を含めた人事異動を検討・設定してい
る。 
 まず、新規採用時において、全員に情報処理部門の適性検査を実施するとともに、本人の
希望先を考慮しつつ、製表グループ又は情報処理課のいずれかに配属することとしている。 

各部署に配置後、採用から２年程度経過した後に、本人との面談により希望等を聴取し、
また、本人の適性等を考慮の上、総務省統計局を含めた統計センター内の各部門への配置換
により、統計センター業務や行政全般に渡る幅広い経験を積ませることとしている。 

とりわけ、採用時に情報処理課に配属した職員については、スキルや適性に応じて、統計
センターの情報処理部門に限らず、総務省統計局統計情報システム課や総務省行政管理局（情
報）への異動や、情報技術の知識を活かす専門家として製表企画部門等に配置することとし
ている。 

また、階層に応じたスキルの習得を目的とした階層別研修の研修内容を見直し、より一層
充実させるとともに、平成25年度から、組織の変革のための業務改善とマネジメント能力の
活性化を目的として中堅係長等研修を新たに企画し、実施した。 

その他、広い視野を持った人材の育成を目的として、労働法セミナー等の外部研修を積極
的に活用したほか、総務省統計研修所が実施する統計研修に職員54人を派遣した。 
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（３）人事評価制度 
 

能力評価及び業績評価から成る人事評価
制度により、適正な人事評価を行う。 

 

平成25年度は、再任用職員を含む職員を対象に、定期評価として、能力評価を24年10月か
ら25年９月までの期間を評価期間として９月に実施し、業績評価を25年４月から９月までの
期間及び10月から26年３月までの期間を評価期間として25年９月及び26年３月にそれぞれ実
施した。 

 
（４）人員に係る指標 

 
平成25年度は、業務の効率化等により、年

度末の常勤役職員数を791人以下（役員３名
を含む。）に見込む。 

 
 

① 常勤役職員数の削減 
既存業務の効率化等により、常勤職員を45人減員するとともに、新たに実施する小売物価

統計調査（構造編）等に対応するための２人を配置し、年度末の常勤役職員数を791人以下に
するという目標を達成した。 
 
② 再任用職員の採用 

統計センターの業務に関して専門性を有する人材を有効に活用するため、平成24年度再任
用職員であった88人に加え、24年度末定年退職職員のうち31人を新たに再任用職員として採
用し、主に製表グループに配置した。再任用職員の勤務形態別では、フルタイム勤務職員が
24人、短時間勤務職員が95人（計119人）となっている。 

なお、年度途中での退職があったため、年度末の再任用職員数は、フルタイム勤務職員が
24人、短時間勤務職員が94人（計118人）となった。 

 
（５）テレワークの運用 「次世代育成支援対策推進法（平成15年法

律第120号）」に基づき策定した「独立行政法
人統計センター一般事業主行動計画」に基づ
き、仕事と子育てを両立するための勤務形態
として、また、ワーク・ライフ・バランスの
向上のため、平成22年度に導入したテレワー
クについて、利用拡大を推進する。 

 

テレワークは、平成22年11月から本格運用を開始している。25年１月から１年間は、テレ
ワーク実施日数の拡大の試行として、現行の月４日までを原則としつつ、特別な事情がある
場合（家族の介護と業務の両立といったワーク・ライフ・バランスに著しい効果があると認
められる職員など）は月６日まで可能とした。26年は、引き続き利用状況を把握するため、
試行期間を１年延長している。 

平成25年４月から26年３月までの利用実績は、統計センター全体で、利用者数は73人（前
年度70人）と、前年度と比べて３人（4.3％）増加、延べ利用日数は784日間（前年度473日間）
と、前年度と比べ311日間（65.8％）増加となった。 

 
 

当該業務に係る事業費用 6,841千円 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価  Ａ 
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【評価結果の説明】 
 中央統計機関としての統計センターは、利用者ニーズに即した統計業務を実施する上で、職員の専門的な知識・技術を向上させつつ、組織としての効率性を上げ、職
員が意欲を持って職務に従事できる職場環境を作ることが重要である。こうした観点から、総務省統計局等との人事交流を実施したほか、総務省統計研修所が実施する
統計研修に職員54人の派遣等をすることで、広い視野を持った人材の養成を図るとともに、平成25年度から、新たに中堅係長等研修を実施し、組織の変革のための業務
改善とマネジメント能力の活性化を図っている。 

また、定年退職職員の再任用など専門性を有する人材の有効活用と、製表技術に関する研究業務に当たる研究者を外部より採用したほか、統計センターの主要な業務
及びシステムの最適化を実現するため、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を採用するなど専門的知識を有する職員の採用にも努めている。これら専門的知識を有する
職員の採用により、システム導入や民間委託時のより適切な調達仕様書の作成や匿名データの秘匿性の評価方法の研究などのより高度で有効な研究成果につながるなど
の効果があがっている。さらに、業務説明会及び職場見学会を実施し、新規職員の確保に努めている。これらの取組は専門性の高い人材確保及び人材育成に繋がり、ひ
いては業務運営の高度化・効率化に資するものであり、評価できる。 
 人事評価制度については、定期的に能力評価及び業績評価を実施しており、職員への定着が図られていることは評価できる。 

また、常勤役職員数は、業務の不断の効率化により、平成25年度末において、791人以下の目標を達成し、計画的な人員の削減に取り組んでいることは評価できる。 
 仕事と子育てを両立するための勤務形態策と、ワーク・ライフ・バランス向上のための導入したテレワークの運用については、25年１月から、特別な事情がある場合
に限り、月６日まで（原則、月４日）可能としたことにより、利用実績は73人（前年度70人）と、増加しており、利用しやすい環境整備が図られていることは評価でき
る。 
 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 
 
「必要性」： 

統計センターに対する社会的ニーズに応えるためには、職員の専門的な知識・技術を向上させつつ、組織としての効率性を上げ、職員が意欲を持って職務に従事でき
る職場環境を作ることが必要不可欠である。 
 
「効率性」：  

定年退職職員の再任用など専門性を有する人材を有効に活用するとともに、外部より非常勤研究員を採用し、外部の知見・能力の活用を図るなど効率的な取組が行わ
れている。また、常勤職員を削減する中で、必要な業務を行っており、効率的な法人の運営がなされている。 
 
「有効性」：  

外部研究者の採用、統計センターの業務に関して専門性を有する定年退職職員を再任用職員として採用することは、職員の知識・技術の向上につながり、的確な業務
運営を図る上で有効である。 
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中期計画の該当項目 第７ その他の業務運営に関する事項 
３ 積立金の処分に関する計画 

■中期計画の記載事項 

該当なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 
該当なし 

 

当該業務に係る事業費用  当該業務に従事する職員数  

■当該項目の評価 該当なし 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第７ その他の業務運営に関する事項 
  ４  その他業務運営に関する事項 

■中期計画の記載事項 

（１）内部統制の充実・強化 
① 法令等を遵守しつつ業務を行い、統計センターの使命を有効かつ効率的に果たすため、「独立行政法人における内部統制と評価について」（平成 22 年３月 23 日

独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会）等を踏まえ、特に次を実施することにより、内部統制の充実・強化を図る。 
・ 重要な情報の識別、処理及び伝達に係る態勢の整備 
・ 外部監査を含む所要の監査等のモニタリングの実施の徹底 

② 業務運営及び公的統計に対する信頼性を確保する観点から、コンプライアンスを徹底する。 
このため、コンプライアンスに対する意識の醸成に向けた研修を実施する。 

（２）情報セキュリティ対策及び危機管理の徹底 
① 情報セキュリティ対策の徹底 

調査票情報、公表前情報その他の保有する情報を保全し、業務の確実な実施を確保する観点から、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、 
・ 毎年１回以上、全職員（新規採用者、異動者、期間業務職員及び派遣職員を含む。）を対象とした情報セキュリティに関する研修を実施 
・ 「独立行政法人統計センター情報セキュリティポリシー」の内容に対する全職員の理解度について、定量的な目標を毎年度設定し、職員の情報セキュリテ

ィに関する理解を促進 
・ 民間委託に当たっては、「独立行政法人統計センター情報セキュリティポリシー」等を踏まえた対策をとることを仕様書等で明確化 
・ 平成 19 年度に認証取得したＩＳＭＳ（ISO(JISQ)27001）に基づくマネージメントシステムの的確な運用 
等の更なる情報セキュリティ対策を講じ、外部からの不正アクセス、サイバー攻撃、コンピュータウィルス侵入を始めとする情報セキュリティに関する事故の
発生を未然に防止し、情報管理の徹底を図る。 

② 危機管理の徹底 
危機管理体制の点検を毎年度実施し、災害や緊急事態に即応できるような体制を保持するなどの危機管理を徹底する。 

（３）環境への配慮 
環境保全の観点から、環境への負荷の低減に資する製品の使用を推進するなど環境に与える影響に配慮した適切な対応を図る。 

（４）職員の安全・健康管理 
職員の健康の維持・増進を図るため、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）等の法令を遵守し、職員の定期健康診断や産業医による職場巡視、メンタルヘ

ルスに関する講習会等の実施、衛生委員会の開催等を確実に実施する。また、職員の安全管理に関し必要な措置を講じる。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１）内部統制の充実・強化 内部統制における統制環境の整備、統
計センターのミッションの周知及びリス
クの把握・対応等に係る態勢の整備を行
うとともに、外部監査を含む所要の監査
等のモニタリングの実施を徹底し、引き

内部統制の充実・強化 
統計センターでは、中期目標に基づき、法令等を遵守しつつ業務運営の高度化・効

率化を行い、常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生活の向上と社会経済
の発展に貢献するという基本的使命を果たすため、内部統制の充実・強化として理事
長のリーダーシップを十分に発揮できる仕組みを整備・運用している。 
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続き内部統制の充実・強化を図る。 
また、業務運営及び公的統計に対する

信頼性を確保する観点から、全職員のコ
ンプライアンスに対する意識の醸成に向
けた研修を実施し、コンプライアンスの
徹底を図る。 

 

この統計センターの使命を達成するためには、製表結果の精度の確保、提出期限の
厳守等業務の委託元における高い満足を確保するとともに、委託元から信頼されるこ
とが、事業活動を継続していく上で必要不可欠である。これら製表結果及び統計サー
ビスの品質の維持・向上を図るため、製表業務における品質管理活動の一層の推進に
取り組んでいる。 
また、統計センターにとって、個人情報や事業所・企業等情報が記載された調査票

情報とハードウェア、ソフトウェアなどの情報システムが、事業活動を展開する上で
不可欠な資産である。これら情報資産の適切な保護・管理を通じた情報セキュリティ
の確保を図るため、情報セキュリティ対策の一層の強化に取り組んでいる。 
平成25年度は、内部統制の充実・強化を図るため、次のような取組を行った。 

 
１ 統制環境の整備 
（１）組織・業務等の管理 
予算の要求・執行の管理については、随時又は定期に担当部署から理事長はじめ役

員に報告し、費用対効果、優先度を明確化した上で経営判断を行い、業務運営の高度
化、効率化に取り組んだ。 
また、統計センターの運営方針及び業務に関する重要事項の企画・立案、総合調整

等を担当する経営企画室を統計センター内の中心に位置付け、機動的・重点的な業務
運営のさらなる効率化に取り組んだ。 
 
（２）各種会議の設置等 
 理事長はじめ役員による各執務室の巡回（ＭＢＷＡ：巡回管理）を定期的に実施（14
回実施）することにより、自らが職場の現状を把握・理解し、職員と問題を共有して、
業務の運営効率を高めた。 
また、毎月、定期的に役員会議等を開催し、各部からの業務の進捗、達成状況を報

告させ、適切な指示等を行うことに加えて、統計センター運営上の重要事項について、
審議、決定した。 
 さらに、統計局主催の統計局・統計センター連携会議（毎月開催）に、理事長はじ
め役員幹部が出席し、統計局との情報共有を行うなど緊密な連携を図った。 
 
２ ミッションの周知徹底 
（１）イントラネットの活用 
イントラネットは職員が業務を遂行するに当たって必要な情報が掲載されており、

日常的に参照されているものであるが、全役職員が一丸となって業務運営を行うこと
ができるよう、経営理念を明確化したうえで、年度計画、事業計画（年度計画に記載
した目標を達成するための具体的な実施計画）等を掲載し、全役職員が情報を共有で
きるよう、周知徹底を図った。 
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平成25年度においては、毎月、役員から職員に対するメッセージを、イントラネッ
トを通じて発信したほか、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」の閣議決定（平
成25年12月24日）の際にも、職員に向け理事長からのメッセージを発信した。 
また、統計センターの業務に関する様々な出来事を、簡潔なメッセージと写真によ

るニュース速報的な情報としてイントラネットの活用によりタイムリーに情報を発信
している。特に、ニュース速報的な業務情報については、平成22年７月に開始して以
来、継続的に行っており、平成25年度は全役職員に対して140件(平成24年度は138件)
の情報発信を行った。 
 
（２）職員提案制度の実施 
 職員の創意工夫を奨励し、業務改善への積極的な参画を促すことにより、活気ある
職場風土を形成することを目的として、平成17年度から職員提案制度を設け、毎年度
実施している。 
職員提案制度は、職員から業務に関するテーマに基づく標語を募集する標語部門と、

前年度に業務の正確性、効率性及び経済性の改善に貢献し、実績を上げた創意工夫を
内容としたものを職員が推薦（自薦・他薦）できる改善実績部門の２部門から構成さ
れている。 
各部門の職員からの提案等については、理事長を委員長とする提案審査委員会にお

いて、優秀な標語及び改善実績を決定し、賞状等の授与を行った。 
平成25年度は、標語部門では「効率的な業務遂行と統計の迅速な提供に向けて」を

テーマに定め、194件の応募作品の中から、「見直そう 日々の業務と その意識」が
選ばれ、イントラネットに公表するとともに、簡易ポスターを作成し、各執務室等に
掲示を行った。 
また、改善実績部門では、６件の推薦があり、１件が最優秀賞、２件が優秀賞、３

件が奨励賞を受賞した。受賞に当たっては、賞状のほか賞状額も授与し、職員の士気
高揚に資するよう当該執務室内に掲示した。さらに、今回の受賞内容については、広
く職員間での情報共有を図るために、イントラネットに公表するとともに、統計セン
ター実務検討会（第２の４の（４）外部機関との連携及び研究成果の普及等を参照）
において発表を行った。 
 
３ リスクの把握・対応等 
（１）リスクの把握 
中期計画をはじめ、年度計画、事業計画に掲げた目標の達成を阻害すること、公的

統計と統計作成機関に対する信頼を低下させることをリスクと位置付けている。具体
的には、個人、事業所・企業情報が記載された調査票及び調査票情報の漏えい、滅失、
破損、統計調査結果の公表期日前情報の漏えい、製表結果の精度の低下、人的・物的
リソースの不足などが重大なリスクであると認識している。これらのリスクに対応す
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るため、製表業務における品質管理活動、情報セキュリティ対策、コンプライアンス
の徹底及び危機管理に対する対策の取組を行った。 
 
（２）リスクへの対応等 
① 品質管理活動 
統計センターでは、品質の維持・向上を図るため、理事長を議長とした品質管理推

進会議を設置している。製表業務に係る品質管理に当たっては、３つの側面（品質、
要員、期限）に区分して品質目標を定めた品質管理活動推進策を毎年度策定し、これ
に基づき、取組状況の監視、達成状況の評価、活動内容の見直しを行うことにより、
ＴＱＣ（総合的品質管理）を実施している。（第２の６その他を参照） 
平成25年度は、品質管理推進会議を10月及び26年３月の２回開催し、10月の会議で

は、活動内容の中間報告及び評価、26年３月の会議では、25年度の評価及び26年度の
品質管理活動推進策を策定した。 

なお、平成25年７月から、品質管理活動の趣旨を職員に浸透させるために、品質管
理活動向上週間を設定し、毎月、品質管理活動に対する職員の意識向上に向けたチェ
ックポイントを示すとともに、11月には、品質管理に関する講演会を開催し、一層の
品質維持・向上の実現に努めている。 

以上の取組の結果、委託元府省の満足度では、総じて高評価を得た。 
 
② 情報セキュリティ対策 
 統計センターでは、｢独立行政法人統計センター情報セキュリティポリシー｣（平成
22年１月１日改正理事長決定。以下「情報セキュリティポリシー」という。）において、
統計センターが行うべき情報セキュリティ対策基準について、対策項目ごとに、遵守
すべき事項の基準を定めている。 
この情報セキュリティポリシーの浸透をより一層深めるため、全役職員を対象に、

ｅラーニング及び自己点検を実施したほか、職員研修において、情報セキュリティの
周知徹底を図っている。 
さらに、国民の個人情報を大量に取り扱う統計センターが、万が一、情報漏えい等

の事故を引き起こせば、統計センターのみならず、政府統計に対する国民の信頼を大
幅に低下させることに直結することから、ＩＳＭＳ認証を取得することにより、公的
な認証基準にのっとった管理の枠組みを構築し、情報セキュリティポリシーの徹底の
ため、職員一人ひとりの意識をさらに向上させていくとともに、統計センターの信頼
性の維持・向上に努めた。 
このほか、統計センターホームページサーバにおけるＤｏＳ攻撃対策や、標的型攻

撃メールへの対応として、ウイルスチェック、不審なメールについてメールアドレス
をブロックするなどの対策に加え、標的型攻撃メール対策のシステムを導入すること
により、不審メールへのチェック機能を強化するとともに、外部への不正な通信につ
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いても監視が行えるようにした。（第７の４の（２）情報セキュリティ対策の徹底、（３）
危機管理の徹底を参照） 

以上の取組の結果、調査票情報の漏えい等の事象は発生していない。 
 
③ コンプライアンスの徹底 

業務運営及び公的統計に対する信頼性の確保を図ることを目的とし、以下のとおり
実施した。  
・ 全職員に向けて、イントラネットに倫理法・倫理規程に関するセルフチェック

シート並びに倫理規程事例集を掲載し、周知するとともに、平成25年12月１日か
ら７日までの国家公務員倫理週間に合わせ、「事例で学ぶ倫理法・倫理規程」（国
家公務員倫理審査会）を教材としたｅラーニングによるコンプライアンス研修を
実施した。 

・ また、係長等研修受講者(19名)、平成25年新規採用職員及び課長代理相当職の
職員に対しては、それぞれの階層に応じた教材を用いたｅラーニングによるコン
プライアンス研修を実施した。 

以上の取組の結果、職員の倫理意識を高揚し、公正な職務遂行の維持が徹底された。 
 
④ 危機管理に対する対策 
大規模な自然災害に伴う様々な緊急事態に対し、業務の継続に機動的に対応できる

ようケーススタディとして示した「統計センター業務継続計画」（平成24年２月29日理
事長制定）について、イントラネット等により職員に周知徹底を図った。 
また、危機発生時に必要な食料、飲料水、衛生用品等の備蓄を行うとともに、緊急

時の危機管理担当者間の連絡に対応できる非常時用携帯端末を調達し配備している。 
なお、災害時の業務継続、安定的な運用を考慮し、集計用データについては、強固

なセキュリティ対策が施されたデータセンターに保管するとともに遠隔地へのバック
アップを継続して行っている。（第７の４の（３）危機管理の徹底を参照） 
 
４ 監事監査等の実施 
監事は、年１回実施する定期監査のほか、毎月開催される役員会議に出席し、業務

運営の進捗状況、課題等を把握し、必要に応じて改善点等について理事長はじめ役員
幹部に対して報告や指摘を行うとともに、入札・契約事務全般及び月次決算報告書に
ついて、毎月、監事監査を実施した。 
また、外部監査人による会計監査（会計規程に基づく内部監査、会計処理に関する

信頼性・透明性を高めるための法定外監査）を年１回実施し、その結果については監
事及び理事長に報告を行った。 
理事長は、監査の結果、改善が必要であると指摘された事項に対し、その改善に向

けた検討及び必要な措置を講じるとともに、その取組状況及び結果について監事に通

 181 



知することとしている。 
 
 

（２）情報セキュリティ対策の徹底 
 

調査票情報、公表前情報等の秘密に係
る情報を保全する観点から、情報セキュ
リティに関する事故の発生を未然に防止
し、情報管理の徹底を図るため、次の情
報セキュリティ対策を講じる。 

① 全職員を対象とした情報セキュリ 
ティに関するｅラーニングを１回以 
上実施する。ｅラーニング実施後に 
行う「独立行政法人統計センター情 
報セキュリティポリシー」（以下「ポ 
リシー」という。）の内容に関する試 
験において、全職員が80点以上の得 
点を挙げる。 

② 業務の民間委託に当たっては、ポ
リシー等を踏まえた対策を講じるこ
とを仕様書等で明確化する。 

③ ＩＳＭＳに基づくマネジメントシ
ステムを的確に運用する。ＩＳＭＳ
の更新審査に向けて、情報資産管理
台帳の見直し、リスク分析等を行う。 

 

情報セキュリティ対策として、統計センター情報セキュリティポリシーの浸透をよ
り一層深めるため、統計センター全職員（役員及び期間業務職員等を含む。）を対象に、
情報セキュリティに関するｅラーニングを平成25年４月から６月にかけて実施し、そ
の後、情報セキュリティに関する確認試験を実施（ｅラーニング受講率100％、確認試
験 全員が80点以上を取得）するとともに、各種内部研修において情報セキュリティの
単元を設け、講義やｅラーニングを行った。 

11月には総務部に対する「情報セキュリティ対策の監査」を実施し、平成26年２月
には「情報セキュリティパトロール」を、11月から26年３月にかけて「不審メール訓
練」を実施した。 
また、職員自らが情報セキュリティポリシーに準拠した運用を行っているか否かに

ついてを点検する「情報セキュリティ対策の自己点検」を11月に実施し、更に今年度
より、日常的に注意すべき項目等を再点検するため、２回目の「情報セキュリティ対
策の自己点検」を平成26年１月に実施した。 
これらの実施結果に基づく指摘事項等に対して改善を行い、情報セキュリティへの

取組みの推進を図った。 
業務の民間委託に当たっては、統計センター情報セキュリティポリシーと同等の情

報セキュリティ対策を委託先において講じるよう、要求要件を仕様書等に明記し、情
報セキュリティ対策の確保に努めている。 

ＩＳＭＳ認証について、平成25年度は、情報資産管理台帳の見直し、リスク分析、
リスク対応、内部監査及びマネジメントレビューを実施し、認証機関から８月に更新
審査を受けて、製表部及び統計情報・技術部について、ＩＳＭＳ認証取得組織として
認証が更新された。 
今後も、定期的に監査等を実施し、継続的に情報セキュリティマネジメントシステ

ムの改善に努める。 
 

（３）危機管理の徹底 
 

① 危機管理体制の点検を１回以上実
施するとともに、防災の日等の機会
をとらえ、職員の防災に関する意識
の向上に努めるなど、災害や緊急事
態に即応できるような体制を保持
し、危機管理を徹底する。 

② 大規模な自然災害に伴う様々な緊
急事態に対し、業務が継続できるよ
う機動的に対応する。 

１ 危機管理に対する対策及び周知 
平成23年３月11日の東日本大震災の発生時の対応状況等を踏まえ見直しを行った、

「大規模な自然災害又は重大な事件・事故等に係る独立行政法人統計センターの危機
管理の体制及び危機への対応等について」（平成24年２月29日改正理事長決定）に基づ
き、危機発生時に必要な食料、飲料水、衛生用品等の備蓄を行うとともに、緊急時の
危機管理担当者間の連絡に対応できる非常時用携帯端末を調達し配備している。 
また、大規模な自然災害に伴う様々な緊急事態に対し、業務の継続が機動的に対応

できるようケーススタディとして示した「統計センター業務継続計画」（平成24年２月
29日理事長制定）について、イントラネットに掲載し、「危機管理掲示板」の設置等に
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③ 製表業務に用いる情報システム等
については、災害や緊急事態に備え
てバックアップ体制を保持するな
ど、危機管理を徹底する。 

より職員に周知徹底を図った。 
さらに、防災の日（９月１日）などの機会をとらえた総務省防災訓練への参加、統

計局と合同での総務省第２庁舎の防火・防災訓練の実施(12月12日)、総務省首都直下
地震対策訓練への参加（平成26年１月17日）、統計センター役職員安否確認訓練の実施
（３月１日）、統計センター危機管理検討会（３月11日）を実施し、防災に関する事項
について啓蒙を行った。 

その他、新型インフルエンザの集団発生への対策として、平成25年度も前年度に引
き続き独自の対応策を講じたガイドラインに沿い、感染防止に備えた。 
 

２ 情報システム等に対する危機管理 
不正アクセス・サイバー攻撃への対策として、統計センターホームページサーバに

ついて、ＤｏＳ攻撃対策を実施している。政府機関等が標的となった標的型攻撃メー
ルへの対応としては、 
従来から実施しているウイルスチェックに加え、平成25年３月に導入した標的型攻撃
メール対策のシステムについて、10月から本格運用を開始した。本格運用では、それ
まで管理者のみで確認していた疑わしいメールに対する警報メールを利用者個人にも
配信することにより、標的型攻撃メールに対する意識強化を図った。なお、本格運用
後に検知された警報メールは1,098件であり、うちウイルスが含まれていたメールは21
件であったが、ウイルスの感染は起きておらず情報漏えい等の被害は発生していない。 
また、統計センターでは、業務とは関係のないWebサイトや問題があると思われるWeb

サイトの閲覧をブロックするフィルタリングを行っている。業務上閲覧が必要になっ
た場合には、管理者がWebサイトの安全性を考慮した上でフィルタリングの解除を行う
が、最近ではアクセスしただけでウイルス感染するようなWebサイトも増えていること
から、新たに統計センターＬＡＮシステムと切り離したインターネット回線を導入し、
管理者はセキュリティを強化した専用のＰＣを用いて当該Webサイトの安全性を十分
に確認することで、セキュリティの強化を図った。 
製表業務に用いる情報システム等については、システム及びデータのバックアップ

を行い、集計用データについては、災害時等の業務継続、安定的な運用を考慮し、地
震対策設備、電力供給設備や強固なセキュリティ対策が施されているデータセンター
に保管するとともに遠隔地へのバックアップも行っている。 
また、大規模停電や計画停電に備え、サーバ等のシャットダウン及び再起動を速や

かに行えるよう作業手順を平成25年７月に再確認した。 
 
３ 節電への対応 

平成25年度の節電対策については、庁舎を管理する統計局と連携の下、総務省第２
庁舎節電対策に基づき、夏と冬の２回にわたり「統計センター節電対策」を策定し、
節電に対する共通の認識と具体的取組について、イントラネット及びメールにより役
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職員に周知徹底し、個人の意識を高めることで効果的な電力使用を図った。 
これらの対応を行うことにより、東日本大震災発生前の水準である平成22年度の電

力総使用量約184万Kwhに対し、25年度は約150万Kwhと▲18％程度の節電を達成した。 
 

（４）環境への配慮 
 

「国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律」（平成12年法律第100号）
に基づき、引き続き適正な環境物品の
100％調達を維持する。 

 

「国等による環境物品等の調達等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づき、
業務に必要な物品等について環境に配慮したものへの転換を促進していくため、調達
計画を企画・立案し、環境物品の調達を100％達成した。 

 
 

（障害者就労施設等からの物品等の
調達の推進） 

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」（平成
24年法律第50号）第６条に基づき、業務に必要な物品等の障害者就労施設等からの積
極的な調達の推進を目的とした方針及び体制を定め、調達を実施した。 
 
 

（５）職員の安全・健康管理 
 

① 職員の定期健康診断や産業医等によ
る職場巡視を実施するとともに、衛生
委員会を定期的に開催することを通じ
て、職員の安全衛生や健康管理を推進
する。 

② メンタルヘルスについては、講習会
の開催や学習ソフトウェアの活用によ
り、職員の基礎知識の向上を図るとと
もに、管理監督者によるラインケアの
向上を図る。また、メンタルヘルス診
断ソフトウェアを用いて、個人診断を
実施することにより、各職員のストレ
スへの気付きと対処を促すとともに、
職場内のストレス度を把握し、職場環
境の改善を図る。 

 

衛生委員会の開催（月１回）、産業医及び衛生管理者による職場巡視（年４回）等を
実施することにより、室温・湿度、不要物品等の確認を行い職場環境の整備及び備品
の耐震措置等の状況を把握し職員の安全管理を図った。平成25年度において、問題等
は特になかった。 
また、職場における心の健康づくりの一つの支援策として、職場のメンタルヘルス

の基礎知識向上とストレスへの対処方法、管理監督者の相談対応等について、前年度
に引き続きｅラーニングによる学習を実施し、職員のメンタルヘルス意識向上を図っ
た。 
 さらに、職員及び職場のストレス度を把握するため、ストレス診断を平成25年11月
に行い、個人へは個々に診断結果を配信し、自分のストレスへの気づきと対処を促す
とともに、管理監督者等には職場ごとのストレス度を集計・分析した「仕事のストレ
ス判定図」を配付し、より効果的な職場環境の改善に努めた。 
また、カウンセラーによる職員相談業務を週３回行うことにより、職員が心身共に

健康で勤労意欲を失うことなく職務を遂行できるよう努めた。 
平成25年度において、問題等は特になかった。 
このほか、職場環境の整備等の観点から、セクシャルハラスメントへの対応につい

て、職員が注意すべき事項や監督者の役割、相談窓口等をイントラネットに掲示し職
員に周知することにより、セクシャルハラスメントに関する職員の認識を高めた。平
成25年度において、セクシャルハラスメントに関する問題は生じていない。 
 
 

（広報）  
 

統計センターが製表に関し高度な専門性を有し、精度の高い統計を迅速に作成する
ことにより社会に貢献する独立行政法人であること及び製表業務の重要性を訴えるた
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め、統計センターパンフレット（和文及び英文）を統計センター見学者等に配布した。 
また、統計センターホームページについては、統計センターの業務内容について国

民の理解を深めるため、「統計作成実務」、「統計ができるまで」等の内容を更新した。
また、政府統計共同利用システムや統計データの二次的利用等について逐次更新を行
った。 

 
 

当該業務に係る事業費用 1,040千円 当該業務に従事する職員数 791人の内数 

■当該項目の評価 Ａ 

【評価結果の説明】 
統制環境の整備においては、理事長その他役員の経営判断が行えるよう、随時又は定期に担当部署からの予算の要求及び執行管理についての報告がされるなど、業務

運営の高度化、効率化に取り組んでいる。また、毎月、定期的に役員会議及び幹部会議を開催し、各部から業務の進捗、達成状況を報告させ、適切な指示等を行うこと
に加えて、統計センターの運営上の重要事項について、審議、決定する仕組みが構築され役員の意思が経営に迅速に反映されている。さらに、理事長等による各執務室
の巡回（ＭＢＷＡ：巡回管理）を定期的に実施（平成25年度は年間で14回）することにより、幹部が自ら職場の現状を把握・理解し、職員と問題を共有することで業務
の運営効率を高めている。このほか、毎月、総務省統計局主催の各種会議に、理事長その他役員幹部が出席し、同局との情報共有など緊密な連携を図り、迅速な意思決
定等に基づく効率的な業務運営が行われている。 
ミッションの周知徹底においては、イントラネットに職員が業務を遂行するに当たって必要な情報を掲載し、日常的に参照されており、全職員が一丸となって業務運

営を行うことができるよう、経営理念、年度計画、事業計画（年度計画に記載した目標を達成するための具体的な実施計画）を含めて、これらの情報を掲載し、周知徹
底が図られている。また、毎月、役員から職員へのメッセージをイントラネットを通じて発信しているほか、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」の閣議決定（平
成25年12月24日）の際にも、職員に向け理事長からのメッセージを発信しており、適時適切な発信を行っていることは評価できる。業務に関する様々な出来事について、
写真とメッセージによるニュース速報的な業務情報をイントラネットの活用によりタイムリーに発信しており、状況認識や問題意識が職員全体で共有されている。 
このほか、職員の創意工夫を奨励し、業務改善への積極的な参画を促すことにより、活気ある職場風土を形成することを目的として、平成17年度から職員提案制度(標

語部門・改善実績部門)を設け、毎年度実施している。なお、平成25年度の改善実績部門においては、賞状と賞状額を授与し、職員の士気高揚に資するよう当該執務室内
に掲示できるようにしており、さらに、受賞内容については、広く職員間での情報共有を図るために、発表の機会を設けている。このような取組を通じて、改善に対す
るモチベーションの向上を図り、現場が中心となった業務改善が進められている。 
リスクの把握・対応においては、中期計画などの目標の達成を阻害すること、公的統計と統計作成機関に対する信頼を低下させることをリスクと位置付け、具体的に

は調査票及び調査票情報の滅失、破損、漏えい、統計調査結果の公表期日前情報の漏えい、製表結果の精度の低下、人的・物的リソースの不足などが重大なリスクであ
ると認識している。これらリスクに対応するため、製表業務における品質管理、情報セキュリティ対策、コンプライアンスの徹底及び危機管理に対する対策の取組を行
っており、これまで情報漏えいは発生していない。 
製表業務の品質管理については、製表業務を品質、要員、期限の３つの側面ごとに区分して品質目標を定めた品質管理活動推進策を毎年度策定し、これに基づき取組

状況の監視、達成状況の評価、活動内容の見直しと、品質管理におけるＰＤＣＡサイクルを着実に回し、総合的品質管理が実施されており、品質の維持・向上が図られ
ている。また、情報セキュリティ対策では、後述する取組により、情報やシステムに係る深刻な危機は発生していない。 
コンプライアンスの徹底については、業務運営及び公的統計に対する信頼性の確保を図ることを目的としてコンプライアンス研修を実施し、職員の倫理意識を高揚し、
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公正な職務遂行の維持が徹底されている。 
監事監査の実施においては、年１回実施する定期監査のほか、毎月開催される役員会議に監事も出席し、業務運営の進捗状況、課題等を把握し、必要に応じて改善点

等について理事長その他役員幹部に対して指摘等を行っていることで更なる業務運営の適切性の向上に寄与している。また、入札・契約事務全般及び月次決算報告書に
ついても、毎月、監事監査が実施されている。平成25年度は、監事監査意見書において、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）」で
常勤役職員数の大幅削減がうたわれている中で、今後の統計センターのあるべき方向性を模索し、法人全体としての職員の質の向上に力を入れること、給与水準の適正
化について、今後とも対外的に理解を得られるよう引き続き努力をすること、という意見があった。 
以上のように、統計センターでは、中期目標に基づき、法令等を遵守しつつ業務運営の高度化・効率化を行い、常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生活

の向上と社会経済の発展に貢献するという基本的使命を果たすため、内部統制の充実・強化として理事長のリーダーシップを十分に発揮できる仕組みを整備・運用して
おり、平成25年度においては、前年度に引き続きその強化・充実が図られていることから、十分に評価できる。特に、製表結果の精度の確保、提出期限の厳守等により、
業務の委託元における高い満足を確保するとともに、委託元から信頼されることが、事業活動を継続していく上で必要不可欠であることから、これら製表結果及び統計
サービスの品質の維持・向上を図るため、製表業務における品質管理活動の一層の推進に取り組んでいる点についても評価できる。 
さらに、調査票情報などの情報資産の適切な保護・管理を通じた情報セキュリティの確保や、ＩＳＭＳ認証取得による統計センターの信頼性の維持・向上に努めた結

果、調査票情報の漏えい等の事象が発生していない点においても評価できる。 
また、中期計画をはじめ、年度計画、事業計画に掲げた目標の達成を阻害すること、公的統計と統計作成機関に対する信頼を低下させることをリスクと位置付け、調

査票情報の漏えいなどを重大なリスクであると認識し、リスクの網羅的な洗い出しがされていること、これらのリスクに対応するため、製表業務における品質管理活動、
情報セキュリティ対策、コンプライアンスの徹底及び危機管理に対する対策の取組を行っており、かつ、ＰＤＣＡサイクルに基づいたリスク対応等が適切になされてい
ることは評価できる。 
内部統制の充実・強化を図る上で重要な監事監査についても、理事長のマネジメントに留意した監事監査が十分に実施できる体制が整備されていることも評価できる。 

 

情報セキュリティ対策においては、統計センター全役職員を対象に、情報セキュリティに関するｅラーニングを実施し、その後の確認試験において全員が80点以上を

取得するなど目標を達成しているほか、「情報セキュリティ対策の監査」、「情報セキュリティ対策の自己点検」、「情報セキュリティパトロール」、「不審メール訓練」を実

施し、着実かつ不断に情報管理が徹底されている。 

なお、民間事業者の活用に当たっても、指導・検査を充実させ、情報セキュリティ対策・危機管理体制の確保に万全を期している。さらに、ＩＳＭＳに基づくマネジ

メントシステムを的確に運用しつつ、情報資産管理台帳の見直し、リスク分析、リスク対応、内部監査及びマネジメントレビューを実施し、ＩＳＭＳ認証取得組織とし

て認証が更新されている。 

このように、調査票情報、公表前情報その他の保有する情報を保全し、業務の確実な実施を確保する観点から情報セキュリティ対策の徹底を図ったことは、統計セン

ターの製表業務の質、業務運営への信頼確保に資するものであり、評価できる。 

危機管理については、東日本大震災の発生時の対応状況等を踏まえ、規程に基づき、飲料水、衛生用品等の備蓄を行うとともに、緊急時の危機管理担当者間の連絡に

対応できる非常時用携帯端末を調達、配備し、大規模な自然災害に伴う様々な緊急事態に対し、業務の継続が機動的に対応できるようケーススタディとして示した「統

計センター業務継続計画」について、職員に周知徹底が図られている。さらに、防災の日などの機会をとらえた総務省防災訓練への参加、統計局と合同での防火・防災

訓練の実施、総務省首都直下地震対策訓練への参加、統計センター役職員安否確認訓練の実施、統計センター危機管理検討会の実施し、防災に関する事項について啓蒙

を行っている。 

製表業務に用いる情報システム等に対する危機管理については、不正アクセス・サイバー攻撃への対策として、ＤｏＳ攻撃対策を実施しているほか、政府機関等が標

的となった標的型攻撃メールへの対応として、ウイルスチェックに加え、平成25年３月に導入した標的型攻撃メール対策のシステムについて、10月から本格運用を開始

し、それまで管理者のみで確認していた疑わしいメールに対する警報メールを利用者個人にも配信することにより、標的型攻撃メールに対する意識強化を図ったことは

評価できる。 
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また、業務とは関係のないWebサイトや問題があると思われるWebサイトの閲覧をブロックするフィルタリングを行っている。業務上閲覧が必要になった場合には、管

理者がWebサイトの安全性を考慮した上でフィルタリングの解除を行うが、新たに統計センターＬＡＮシステムと切り離したインターネット回線を導入し、管理者はセキ

ュリティを強化した専用のＰＣを用いて、当該Webサイトを十分に確認することで、セキュリティの強化を図っている。 

あわせて、製表業務に用いる情報システム等については、システム及びデータのバックアップを行い、集計用データについて、災害時等の業務継続、安定的な運用を

考慮し、地震対策設備、電力供給設備や強固なセキュリティ対策が施されているデータセンターに保管する等、遠隔地へのバックアップも行っており、危機管理に対す

る対策の徹底が図られている。 

また、大規模停電や計画停電に備え、サーバ等のシャットダウン及び再起動を速やかに行えるよう作業手順を平成25年７月に再確認している。 

これらの取組は、体制を整備し、職員の意識の向上に努めるなど、危機管理の徹底に資するものであり、評価できる。 

環境への配慮においては、環境物品の100％調達を維持しており、目標を達成している。 

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進については、積極的な推進を目的とした方針及び体制を定めて調達が実施されている。 

職員の安全・健康管理においては、衛生委員会を月１回開催し、産業医及び衛生管理者による職場巡視を年４回実施しているほか、職場のメンタルヘルスの基礎知識

向上とストレスへの対処方法、管理監督者の相談対応等についてｅラーニングによる学習の実施と、職員及び職場のストレス度を把握するためのストレス診断を実施す

るなど、職員のメンタル面での健康も十分配慮がなされている。また、セクシャルハラスメントに関する職員が注意すべき事項や監督者の役割、相談窓口等についてイ

ントラネットに掲示して、全職員への周知を図るなど、セクシャルハラスメントに関する職員の認識を高めている。 

これらの取組は、職員の安全衛生や健康管理を維持するとともに、職場環境の改善に資するものであり、評価できる。 

 広報について、統計センターが製表に関し高度な専門性を有し、精度の高い統計を迅速に作成することにより社会に貢献する独立行政法人であること及び製表業務の

重要性を訴えるため、統計センターパンフレット（和文及び英文）を統計センター見学者等に配布するほか、統計センターの業務内容について国民の理解を深めるため、

統計センターホームページの情報を逐次更新するとともに、政府統計共同利用システムや統計データの二次的利用等についても逐次更新するなど、適切な広報に努めて

おり、評価できる。 

 以上のことから、当該項目の評価をＡとした。 

 

「必要性」： 

中期目標に基づき、法令等を遵守しつつ、業務運営の高度化・効率化を行い、常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生活の向上と社会経済の発展に貢献す
ることを基本的使命とし、理事長のリーダーシップを十分に発揮できる環境として、内部統制の充実・強化は必要不可欠である。 

また、多くの情報を扱う統計センターにおいて情報セキュリティ対策を行うことは必要不可欠であるほか、東日本大震災を契機とした集計遅滞のない業務継続を踏ま

えた危機管理対策を行うことも統計センターの使命としては重要である。その他の取組についても、統計センターが存続していくために必要不可欠な事項であり、引き

続き、各項目については、常にその改善、改良が求められるものであり、そのための不断の努力が期待される。 

 

「効率性」： 

理事長によるリーダーシップが発揮できる統制環境が整備され、統計センターとしてのミッションをイントラネットを活用して役職員に対し周知徹底しており、理事
長によるマネジメントが効率的に行われている。また、組織全体として取り組むべき重要な課題（リスク）についても、製表業務においては品質管理活動におけるＰＤ
ＣＡサイクルにより、総合的な品質管理が着実に実施されているなど、効率的な法人の運営がなされている。 

また、全職員を対象とした情報セキュリティ対策、コンプライアンス及びメンタルヘルス等の学習等において、ｅラーニングを活用しているほか、統計センターが独

自に対応を図るのみならず、外部研修講師、産業医等の専門家を活用することで効果的・効率的に対策が進められている。 
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「有効性」： 

理事長等による職場巡回（ＭＢＷＡ：巡回管理）や、活気ある職場風土を形成するために、職員の創意工夫を奨励し、業務改善への積極的な参画を促すことを目的と
した職員提案制度など、組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）を把握・対応し、統計センターのミッションを遂行する上において有効である。また、総務省統
計局との緊密な連携を図るための統計局主催の各種会議に理事長その他役員幹部が出席する機会を設けており、的確な業務運営を図る上で有効である。 

また、その他の取組についても、公共財である統計データを提供する責務を担う統計センターが、その機能を十分に発揮する上で、有効である。 
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